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令和７年第１回さつま町議会定例会審議結果 

開会 令和７年 ２月２５日  

閉会 令和７年 ３月２１日  

議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託 

委 員 会 

議案 

９ 

さつま町条例の読点の表記を改める条例の制

定について 
R7.2.25 R7.2.25 原案可決 ― 

１０ さつま町監査委員条例等の一部改正について 〃 〃 〃 ― 

１１ 
令和６年度さつま町一般会計補正予算（第

１０号） 
〃 〃 〃 ― 

１２ 
さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管

理に関する条例の制定について 
〃 R7.3.21 〃 文教経済 

１３ 

さつま町職員の勤務時間，休暇等に関する条

例及びさつま町職員の育児休業等に関する条

例の一部改正について 

〃 〃 〃 総務厚生 

１４ 
さつま町報酬及び費用弁償等に関する条例等

の一部改正について 
〃 〃 〃 〃 

１５ 
さつま町職員の給与に関する条例等の一部改

正について 
〃 〃 〃 〃 

１６ 
さつま町社会体育施設条例の一部改正につい

て 
〃 〃 〃 文教経済 

１７ さつま町都市公園条例の一部改正について 〃 〃 〃 〃 

１８ さつま町営住宅等条例の一部改正について 〃 〃 〃 〃 

１９ 令和７年度さつま町一般会計予算 〃 〃 〃 ２委員会 

２０ 
令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会

計予算 
〃 〃 〃 総務厚生 

２１ 
令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計

予算 
〃 〃 〃 〃 

２２ 
令和７年度さつま町介護保険事業特別会計予

算 
〃 〃 〃 〃 

２３ 令和７年度さつま町上水道事業会計予算 〃 〃 〃 文教経済 

２４ 
令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予

算 
〃 〃 〃 総務厚生 
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議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託 

委 員 会 

議案 

２５ 
財産の処分について R7.2.25 R7.2.25 可  決 ― 

２６ 
令和６年度さつま町一般会計補正予算（第

１１号） 
R7.3.21 R7.3.21 原案可決 ― 

２７ 
令和６年度さつま町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第５号） 
〃 〃 〃 ― 

２８ 
令和６年度さつま町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第３号） 
〃 〃 〃 ― 

２９ 
令和６年度さつま町介護保険事業特別会計補

正予算（第３号） 
〃 〃 〃 ― 

３０ さつま町人権擁護委員候補者の推薦について 〃 〃 適  任 ― 

発委 

１ 

さつま町議会の個人情報の保護に関する条例

の一部改正について 
〃 〃 原案可決 ― 

２ 
さつま町議会規則の読点の表記を改める規則

の制定について 
〃 〃 〃 ― 

３ さつま町議会傍聴規則の一部改正について 〃 〃 〃 ― 

報告 

１ 

令和６年度さつま町土地開発公社事業変更計

画及び事業会計補正予算（第３号） 
R7.2.25 R7.3.21 報告済 ― 

２ 
令和７年度さつま町土地開発公社事業計画及

び事業会計予算について 
〃 〃 〃 ― 

 行財政改革調査特別委員会報告の件 R7.3.21 〃 〃 ― 

 議会活性化調査特別委員会報告の件 〃 〃 〃 ― 

 防衛施設等調査特別委員会報告の件 〃 〃 〃 ― 

 閉会中の継続調査の件 〃 〃 決  定 ― 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 行政報告 

第 ５ 議案第 ９号 さつま町条例の読点の表記を改める条例の制定について 

第 ６ 議案第１０号 さつま町監査委員条例等の一部改正について 

第 ７ 議案第１１号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第１０号） 

第 ８ 議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定につ

いて 

第 ９ 議案第１３号 さつま町職員の勤務時間，休暇等に関する条例及びさつま町職員の育児

休業等に関する条例の一部改正について 

第１０ 議案第１４号 さつま町報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正について 

第１１ 議案第１５号 さつま町職員の給与に関する条例の一部改正について 

第１２ 議案第１６号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について 

第１３ 議案第１７号 さつま町都市公園条例の一部改正について 

第１４ 議案第１８号 さつま町営住宅等条例の一部改正について 

第１５ 議案第１９号 令和７年度さつま町一般会計予算 

第１６ 議案第２０号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算 

第１７ 議案第２１号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算 

第１８ 議案第２２号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計予算 

第１９ 議案第２３号 令和７年度さつま町上水道事業会計予算 

第２０ 議案第２４号 令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予算 

第２１ 議案第２５号 財産の処分について 

第２２ 報告第 １号 令和６年度さつま町土地開発公社事業変更計画及び事業会計補正予算

（第３号）について 

第２３ 報告第 ２号 令和７年度さつま町土地開発公社事業計画及び事業会計予算について 
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△開  会  午前９時３０分   

○宮之脇尚美議長   

 おはようございます。ただいまから、令和７年第１回さつま町議会定例会を開会します。 

 ５番、中村慎一議員から本定例会に欠席する旨、届出がありましたのでお知らせいたします。 

 

△開  議   

○宮之脇尚美議長   

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、配布してあります議事日程のとおりであります。 

 

△日程第１「会議録署名議員の指名」   

○宮之脇尚美議長   

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、４番、橋之口富雄議員及び６番、上

別府ユキ議員を指名します。 

 

△日程第２「会期の決定」   

○宮之脇尚美議長   

  日程第２「会期の決定」の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から３月２１日までの２５日間にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長   

  異議なしと認めます。よって、会期は、本日から３月２１日までの２５日間に決定しました。 

 

△日程第３「諸般の報告」   

○宮之脇尚美議長   

  日程第３「諸般の報告」を行います。 

 一般的なことについては、印刷してお配りしてありますので、口頭報告は省略します。 

 なお、監査委員から例月出納検査の結果について報告がありましたので、その写しをお配りし

てあります。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

△日程第４「行政報告」   

○宮之脇尚美議長   

  日程第４「行政報告」を行います。 

 町長の報告を許します。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 おはようございます。 

 行政報告につきましては、印刷してお配りしているところでございますけれども、この中で、

１月２０日の「地方自治振興促進懇談会」、２月１８日から１９日にかけましての「防衛施設整
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備に伴う環境整備等に関する要請」について、補足して御報告を申し上げます。 

 はじめに、１月２０日の「地方自治振興促進懇談会」についてでございます。 

鹿児島県町村会主催によります「令和６年度地方自治振興促進懇談会」が、鹿児島市のホテル

で開催され、県町村会会長の高岡徳之島町長をはじめ、県内町村の首長と塩田県知事ほか、県関

係部長等を含め、約４０人が出席いたしたところであります。 

 本会では、「民間路線バスをはじめとした公共交通機関の路線維持のための支援について」と、

「『稼ぐ力』と地域経済振興策について」の２つの懇談会のテーマが設けられ、知事と各町村長

が意見交換を行ったところであります。 

 この中で、公共交通の路線維持につきましては、利用者数の減に伴う運賃収入減収や慢性的な

運転手不足などにより経営状況は非常に厳しく、また路線維持に向けた町村の財政負担が増加し

ていることから、特別交付税措置の拡充、地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の補助要件緩

和・拡大などの財政支援を県知事に要望いたしました。 

 また、私からも本町の現状を踏まえ、スピード感を持って対処していただくよう強く要請した

ところであります。 

これに対し、塩田県知事からは、「国に対しては、地域の実情に十分配慮し、バス事業者や

県・市町村の負担が増加しないように、必要な措置を講じるよう強く要望しているところであり、

今後も地域公共交通の維持確保に努めていく」との回答をいただいたところであります。 

今後におきましても、他の自治体とも情報交換を行いながら、国・県に対して直接、地域の現

状や課題を訴え、要望活動を継続してまいります。 

次に、２月１８日から１９日の「防衛施設整備に伴う環境整備等に関する要請」についてでご

ざいます。 

昨年末に防衛省から、火薬庫等の整備について、「現在、実施している各種調査の一定程度進

捗した調査等の結果、火薬庫を整備することが可能であると判断し、令和７年度予算案に火薬庫

等の調査、設計に係る経費を計上した」と報告を受けたところであります。 

これを受けまして、２月１８日に九州防衛局を訪問し、江原康雄九州防衛局長へ、また、２月

１９日には、防衛省を訪問し、金子容三防衛大臣政務官、牧野雄三陸上幕僚監部管理部長、保坂

益貴施設計画課長等に対し、一つ目に、「住民の安心・安全に資するための情報提供」二つ目に、

「時宜を得た丁寧な説明会の実施」三つ目に、「施設周辺住民への民生・住環境・生産基盤等に

対する環境整備」四つ目に、「地元企業への優先的発注等」五つ目に、「地域医療体制の拡充に

向けた支援」六つ目に、「均衡ある地域発展への寄与」の６項目について要請したところであり

ます。 

この要請に対する金子防衛大臣政務官の回答では、特に、情報提供については、様々なかたち

で適時・適切に情報を提供し、説明会の実施についても最終的な調査結果を含め、適切なタイミ

ングで開催するとのことであります。 

また、地元企業への優先的発注等については、「受注可能である適切な規模を設定し、競争性

を確保しつつ、地元企業への発注機会の確保に努める」とのことであります。 

さらに、均衡ある地域発展への寄与については、「施設整備に際し、周辺地域の方々の御理解

と御協力は不可欠と考えており、地域活性化が図られるよう、さつま町と調整を進める方針であ

る」と回答をいただいたところでございます。 

今後につきましても引き続き、防衛施設整備計画については、丁寧な説明を求めるとともに、

関係機関との連携を図りながら進めてまいります。 

 以上で、行政報告を終わります。 
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〔上野 俊市町長降壇〕 

○宮之脇尚美議長   

  これで、行政報告を終わります。 

 

△日程第５「議案第９号 さつま町条例の読点の表記を改

める条例の制定について」、日程第６「議案第１０号 

さつま町監査委員条例等の一部改正について」   

○宮之脇尚美議長   

  次は、日程第５「議案第９号 さつま町条例の読点の表記を改める条例の制定について」及び

日程第６「議案第１０号 さつま町監査委員条例等の一部改正について」の議案２件を一括して

議題とします。 

 各議案について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、議案第９号及び議案第１０号を、一括して提案の理由を申し上げます。 

 まず、「議案第９号 さつま町条例の読点の表記を改める条例の制定について」であります。 

 これは、国の公用文及び社会一般の文書における読点の表記の実態に鑑み、本町の条例に用い

られている読点の表記を一括して改正しようとするものであります。 

 次に、「議案第１０号 さつま町監査委員条例等の一部改正について」であります。 

 これは、地方自治法の一部改正に伴い、関係条例の一部を改正しようとするものであります。 

 内容につきましては、総務課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願いいた

します。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○富満 悦郎総務課長   

 それでは、「議案第９号 さつま町条例の読点の表記を改める条例の制定について」御説明い

たします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○富満 悦郎総務課長   

 続きまして、「議案第１０号 さつま町監査委員条例等の一部改正について」御説明いたしま

す。 

〔以下議案説明により省略〕 

○宮之脇尚美議長   

  これから議案第９号及び議案第１０号の議案２件について、一括して質疑を行います。質疑は、

ありませんか。 

○上別府ユキ議員  

 「議案第９号 さつま町条例の読点の表記を改める条例の制定について」ですが、この一行の

提案というところで、実際に現場で働く人の作業量というか、どれぐらいの量の業務が考えられ

るのですか。 

○富満 悦郎総務課長   

これに関係する条例については、全部で２２０件あるところであります。そのほか、規則等も

ありますので、それを含めた例規全ての数が約１,０００件あるところでございます。 

○上別府ユキ議員   
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ということは、例えば、具体的に今はデジタル化が進んでいるのでボタン一つで、読点をコン

マから点に変えるという作業で済むのか、それとも、一つ一つの文書を書き直していくアナログ

な作業をするのか。また、その上で全部書き直して、それぞれのところに配布していくのか。と

いう、そういう具体的な作業はどれぐらい考えられるのですか。 

○富満 悦郎総務課長   

 具体的な作業については、もう機械的な処理になるかと考えておりますけれども、工期としま

しては令和７年４月から５月までの２か月間を予定しているところでございます。 

○宮之脇尚美議長   

  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長   

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第９号及び議案第１０号の議案２件は、会議

規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長   

  異議なしと認めます。よって、議案第９号及び議案第１０号の議案２件は、委員会付託を省略

することに決定しました。 

 これから順に討論、採決を行います。 

 まず、議案第９号について、討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第９号 さつま町条例の読点の表記を改める条例の制定について」を採決しま

す。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、「議案第９号 さつま町条例の読点の表記を改める条例の制定

について」は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０号について、討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第１０号 さつま町監査委員条例等の一部改正について」を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、「議案第１０号 さつま町監査委員条例等の一部改正につい

て」は、原案のとおり可決されました。 

 

△日程第７「議案第１１号 令和６年度さつま町一般会計
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補正予算（第１０号）」  

○宮之脇尚美議長 

 次は、日程第７「議案第１１号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第１０号）」を議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、「議案第１１号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第１０号）」についてで

あります。 

 これは、商工振興費に要する経費及び畜産業費、道路新設改良費、有害鳥獣対策費、戸籍住民

基本台帳費並びにその他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１億６,５９４万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１６３億２,２１４万７,０００円とするものであります。 

 内容につきましては、財政課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願い申し

上げます。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○垣内 浩隆財政課長   

 それでは、「議案第１１号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第１０号）」について、

御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○宮之脇尚美議長 

 これから議案第１１号について、質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

○有川 美子議員   

 おはようございます。 

 それでは、三点質問いたします。 

 まず、一般会計補正予算の予算書の１１ページの商工費、７款（１項）２目の商工振興費のと

ころが委託料で商工振興事務費が７,５０６万５,０００円出ておりますが、この内容が業務委託

料となっておりますが、金額が大きいですからこちらの内容の説明をお願いしたいと思います。 

 あと二点は、３月の補正予算（案）の説明資料から、まずは７ページ、一番下の農林課農政係

の有害鳥獣対策事務費、こちらが町単で追加補正が５１９万円出ておりますが、イノシシとシカ

の内訳は出ておりますけれども、こちらのほうも頭数などが大変大きいので、１年間全体に対し

てのこういう頭数のほうと、この補正というのが、いつからいつまでの間の出していただいたも

のなのか、という説明を求めたいと思います。 

 最後にもう一点、同じく農林課畜産係、次の８ページの一番上段の畜産物価格緊急支援事業費、

こちらのほうが、国から定額補助率というふうに出ておりまして、町は一般財源２,６００万円

から出しております。こちらのほうは、必要であると思いますが、国の定額というところ、こち

らの説明を求めます。 

○山口 泰徳さつまＰＲ課長   

 事業の内容ということで、予算額が７,５０６万５,０００円ということでありますが、Ｐａｙ

Ｐａｙ・ａｕＰａｙ・ｄ払い・Ｐａｙどん、４社の３０％の還元費、これが６,８４１万

２,０００円となります。 

 それから、いま言った４社の手数料、それと販促ツールの事業ということで、６６５万
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３,０００円ということで計画しているところでございます。 

○山口 良浩農林課長   

  有害鳥獣の関係でございます。 

 ４月から３月までの１年間ということで、当初、イノシシにつきましては、１,７００頭から

２,４１８頭。７１８頭の増。 

 そして、シカにおきましては、当初、２,５００頭から２６２６頭、１２６頭の増ということ

で、補整をお願いしたところでございます。 

○垣内 浩隆財政課長   

  畜産物関係の交付金のほうは、定額ということでございますけれども、こちらは、物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金ということで、国からこういった物価高騰に対する交付金という

ことで、交付されております。 

 さつま町の今年度の物価高騰分につきましては、８,０７０万４,０００円という交付額が示さ

れているところでございます。 

 こちらは、推奨事業メニューということで、物価高騰に対する支援ということで、使用の用途

につきましては、町に裁量が与えられているものでございまして、そういった部分から定額とい

ったかたちの内容になっております。 

○宮之脇尚美議長 

 ほかにありませんか。 

○新改 幸一議員   

  ただいま同僚議員のほうから質問もあったのですが、私も畜産の関係の畜産物価格緊急支援の

関係で、金額的にうんぬんということの質問ではないのですが、私たちのこのさつま町は、水稲

と畜産は、何といっても柱でございます。 

 今、畜産の皆さん方は本当に大変な時期なんだなということを、つくづく感じているのですけ

れども、全般の家畜市場の子牛の価格の平均価格等も含めて、畜産の関係、子牛の関係の今後の

見通しといいますか、現時点のおかれる立場、来年、再来年に向けた一つの畜産の皆さん方が、

こういう交付金をいただきながら、何とかつまずかずに、また頑張ろうというかたちの流れでい

ってもらわないと困るわけでございますけれども、そこあたりの流れがどんなふうな状況なのか、

というのが一点でございます。 

 それと、これだけ子牛価格が低迷してきた中で、さつま町内の子牛の生産者、農家戸数がどれ

ぐらい減っているものか。噂では、特に高齢者の皆さん方は、「これだけ牛の値がしなければ、

もう牛は飼わないでおこう」という話をちらほら聞くわけでございます。そういう畜産農家が減

ってきている現実がわかっていれば、減った戸数を教えていただきたいと思います。 

○上野 俊市町長   

 一点目の質問につきましては、私からお答えさせていただきます。二点目の関係等については、

農林課長がお答えさせていただきます。 

 この畜産等の関係につきましては、特に、この子牛の取引価格、先月の子牛せり市につきまし

ては、前月よりも大体６万円から７万円、平均価格が上昇したということでございまして、この

要因は何かということで、農協の技術員とも話をしているわけでございますけれども、明確な理

由は見つからなかったところでありまして、中国の輸出の関係等とも、またインバウンドの関係

等もあるのかなということで、具体的な内容はまだつかめていないところでございますけれども、

今後の状況等につきましては、先般、１月の末にトップセールスということで、ＪＡの組合長

共々、大阪府と滋賀県に行きまして、実際、子牛の取引に来ていただいている社長さんとも話も
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させていただいたところでありまして、今後につきましては、少しは上がっていくのではなかろ

うかというような見方はされておりましたけれども、今後、どういう展開になっていくかという

のは、わからない状況等であります。 

 議員からもありましたように、非常に子牛の価格が低迷している状況下が続いておりまして、

特に少数頭飼いをされている農家の方々は、この機会に辞めようかと言われる方が相当いらっし

ゃいます。 

 そういう中で、我々が「とにかく、もうちょっと気張ってください」と、「もう少し気張れば

必ず上がっていきますから」「上がっていくんじゃないですか」ということで、下支えをしない

といけないということで、今回、予算を計上させていただいたところでございます。 

 なかなか子牛の価格は上がらない中に、飼料・肥料等が非常に高止まりしておりまして、苦し

い状況が続いているところであります。 

 今回は、このような緊急支援的なかたちでしましたけれども、状況を見ながら次の対策も講じ

ていかなくてはならない時もくるのではなかろうかと考えているところであります。 

 農業生産額が本町は大体１５０億円程度ということで、その８割程度はこの畜産が占めており

ます。特に、肉用牛の関係等については、大きなウエイトを占めておりますので、やはりここを

しっかりと支えていかなければ、このまちの農業も、これは本当に牛だけの問題ではなくて、や

はり米にもつながっていく、全体的に地域の活性化につながっていく部分というのは出てきます

ので、ここについては、しっかりと注視しながら対策は講じていきたいと思っているところでご

ざいます。 

○山口 良浩農林課長   

 戸数等についてのお答えをいたします。 

 令和６年２月１日現在ではあるのですが、子牛の生産農家、全２３９戸数。その中に、うち法

人が７戸ということで、通常の農家が２３２戸ということでございます。 

 内訳としましては、１頭から９頭飼いが１４８戸ということで、令和５年２月１日から見ます

と、約５０戸程度少なくなっているところでございます。 

 議員が言われるように、これから先もこの１頭から９頭の少頭飼いの方々が、減ることが予想

されます。 

 先ほど町長も言われました、せり価格が上がってきています。しかしながら、コストも高くな

っているところでございますので、それを見ながら今後、施策を講じていきたいと考えておりま

す。 

○新改 幸一議員  

 全体的な流れは理解いたしました。私はいつも言っておりますように、特に畜産については、

県下、全国的な問題も一緒なのですが、とにかく家畜市場で畜産農家がせりに行かれた時に、必

ずこういう畜産農家は、各市町村のそれなりの財政的な面もあるのですが、畜産農家に対するい

ろんな補助のあり方がバラバラだと。さつま町は、薩摩川内市より劣るとか、そういう話を聞く

のです。ですから、そういう農家の不満が出ないように、財政的な面も確かに理解するのですが、

できれば、各市町村、近隣の市町村と足並みを揃えて、そういう畜産農家、町長が先ほど言われ

ましたように、畜産だけではないのですが、継続は力なりという言葉もありますように、何とか

農家が、５年先、７年先にはまた明るい見通しがくるんだというところを希望を持って、そうい

うところにも配慮をしながら、農家を助けていただくように要請をしておきたいと思います。 

○平八重光輝議員   

 二点ほどお伺いします。 
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 ３月補正予算（案）説明資料の７ページ、有害鳥獣対策費でありますが、イノシシ・シカにつ

いては、いろいろ助成をいただいて農家の方も非常に助かっているというか、できるだけ被害を

少なくしようと努力されて効果もあるのですが、先般、ある農家の方が、サルの被害に非常に困

っていると「サルは電気柵をしても効果がありません。」と言われたものですから、そう言われ

れば、そうですねと。今はもうサルが、むかしは食べなかったカボチャとか、里芋とか、なすび

とか、そんなのを非常に被害が出て、「私はカボチャを作っているけれども、カボチャも半分に

減らしました。」という話がありまして、「何とかなりませんか。」ということでしたが、サル

についての対策というのは、考えておられるのかどうかお尋ねします。 

 もう一つは、今、新改幸一議員からもありました、畜産関係の助成であります。 

 このおかげで辞めようかと思っておられた方も、また気張ろうかという方もおられます。非常

に有難い制度でありますが、ただお尋ねしたいのは、一つは、小売価格が高くなって、消費傾向

が変って、高いものは皆さんが買わなくなったというのもあるし、子牛価格の低迷で辞めたとい

う方もあるし、また高齢化でもう辞めた、私の周りでは高齢化で辞めようという方が結構いらっ

しゃいます。 

 そういう中で、今現在、５,６００万円の助成をされておりますが、これをずっと、元の高く

なるまで続けるというわけにもいかないでしょうから、ある程度の目安を持って、これぐらいま

でなったら助成はちょっとやめようという目安があるのかどうか。 

 今現在は非常に有難い制度で助かっておりますけれども、５０何万円で出して、６０万円でも

出して、７０万円も、前は７０何万円していたのも７０万円を出すかというわけにもいかないで

しょうから、ある程度の目安というのがあるのかどうかをお尋ねします。 

○山口 良浩農林課長   

 先ほどのサルの防除関係でございます。 

 永野から発しまして、今、求名、そして鶴田、そして佐志の広瀬等々に被害が拡大されている

現状がございます。 

 主に、サルの防除ということで、箱わなを設置して、その箱の中に入れて持っていくと。そし

て、また令和６年度にドローンを買いまして、サルの追い払い用の予算を通してもらったのです

けれども、追い払い用のドローン等を活用しながら、サルの防除、被害防止には努めていってい

るところでございます。 

 国の関係について、交付金の関係でございますが、先ほど、畜産のほうと商工のほうに国の交

付金を活用されるということでお願いをしたところではございますが、子牛の価格が２月のせり

では上昇いたしましたが、しかしながら先ほども申しましたコストもかかっております。５５万

円から６０万円からのコストがあるということで、その上を見て、先ほど議員が言われましたあ

る程度高い金額で落ち着いた時には、こちらのほうもと。何せ、国の交付金ですから来た時に、

こちらも対応をするということを考えておりますので、現状は５５万円から６０万円のせり価格。

それ以上になれば、今後、対処していくようなことを考えているところでございます。 

○上野 俊市町長   

 私から若干、補足させていただきます。 

 今、農林課長からも話がありましたが、２月せりは何とか六,七万円上昇いたしましたけれど

も、平均価格が。コストの面でやはり見てみますと、子牛では１頭あたり飼料代が約１２万円程

度出荷するまでに掛かると。それから、繁殖雌牛であれば１０万円を越えるというような状況下

にありまして、やはりここの部分を下げていかないと、なかなかやっぱり大変だろうと思ってい

るところであります。 
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 ここについては、ＪＡ・経済連ともいろいろ協議も機会をみながら話をしておりますけれども、

やはりここがもう少し抑えられれば、農耕飼料が抑えられれば、少しはまたいいのではないかと

思っているところであります。 

 また、昨年は非常に天候不順等がございまして、粗飼料となります藁がなかなか採れなかった

ということもありまして、非常に厳しい状況になっているところであります。 

 こういう状況等も改善していけば、状況等も変わってくるかと思っておりますけれども、価格

がどこまでだったらするかという話ではなくて、やはり全体的に見ながら先ほどありましたよう

に、平均的な飼料等の価格、コスト面を差し引いてもこれだけしっかりと経営ができるという状

況下をある程度目安としながらしていく必要があると思っているところであります。 

 肉の消費が増えて、どんどん枝肉がはけていけば、この価格もまた上昇していくものと考えて

いるところであります。 

○宮之脇尚美議長 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第１１号は、会議規則第３９条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第１１号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第１１号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第１０号）」を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、「議案第１１号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第

１０号）」は、原案のとおり可決されました。 

 

△日程第８「議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び

学校給食費の管理に関する条例の制定について」、日程

第９「議案第１３号 さつま町職員の勤務時間，休暇等

に関する条例及びさつま町職員の育児休業等に関する条

例の一部改正について」、日程第１０「議案第１４号 

さつま町報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正

について」、日程第１１「議案第１５号 さつま町職員

の給与に関する条例の一部改正について」、日程第

１２「議案第１６号 さつま町社会体育施設条例の一部

改正について」、日程第１３「議案第１７号 さつま町
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都市公園条例の一部改正について」、日程第１４「議案

第１８号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」、

日程第１５「議案第１９号 令和７年度さつま町一般会

計予算」、日程第１６「議案第２０号 令和７年度さつ

ま町国民健康保険事業特別会計予算」、日程第１７「議

案第２１号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会

計予算」、日程第１８「議案第２２号 令和７年度さつ

ま町介護保険事業特別会計予算」、日程第１９「議案第

２３号 令和７年度さつま町上水道事業会計予算」、日

程第２０「議案第２４号 令和７年度さつま町農業集落

排水事業会計予算」  

○宮之脇尚美議長 

 次は、日程第８「議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

の制定について」から日程第２０「議案第２４号 令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予

算」までの議案１３件を一括して議題とします。 

 各議案について、町長の提案理由及び令和７年度施政方針の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 令和７年３月議会定例会の開会に当たりまして、令和７年度当初予算をはじめ、諸議案並びに、

これまでの町政運営と予算の概要を説明申し上げ、議員各位と町民の皆様の一層の御理解と御協

力をお願い申し上げる次第であります。 

 さて、私も令和３年４月、町民の皆様の力強い、また温かい御支持をいただき、町長の重責を

担うこととなりましてから、早いもので１期４年の締めくくりを迎えるところであります。 

 この間、マニュフェストとして掲げた６つの政策項目について、町民の皆様からの御意見をお

聴きしながら、大胆かつスピード感をもって、「夢と希望のある さつま町の未来を創る」ため

に、誠心誠意、全身全霊、努力を傾注してきたところであります。 

 これまで町議会をはじめ、関係機関、町民の皆様の御理解と御協力により、諸課題に適時適切

に対応し、マニュフェスト並びに、第２次総合振興計画に沿いながら取り組んでまいりました各

種事務事業も、おおむね順調に進められてきたものと考えており、改めて厚く御礼申し上げます。 

 顧みますと、就任直後、世界的に大流行した新型コロナウイルスは、国の緊急事態宣言発令に

より、外出規制や移動の制限などの対策がなされた中で、感染の拡大が収まらず、医療現場も深

刻な状況に陥るなど、社会経済活動や私たちの日常生活に大きな影響を与えました。 

 本町においては、隣接自治体において鳥インフルエンザが発生し、極寒の中、２４時間態勢に

よる消毒作業や侵入防止対策、また、線状降水帯の発生に伴う記録的な大雨による大規模な災害

から復旧・復興に向けた取組など、まさに災害対応に追われながら、調整運営に努めてきた４年

間であったと実感しているところであります。 

 社会経済情勢では、ロシアのウクライナ侵攻をはじめとして、南シナ海の領有権問題、台湾を

めぐる安全保障、中東情勢の不安定化に伴うエネルギー価格の高騰や資源価格の影響による物価

上昇など、日常生活を含め産業活動に大変厳しい影響を与えているところであります。 

 一方、本町に目を向けますと、喫緊の課題として掲げている「人口減少対策」を背景に「さつ

ま町に住んでみたい、住んで良かった」と思っていただくよう、様々な取り組みを進めてきたと

ころであります。 
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 地域防災力や地域医療体制の充実・強化をはじめ、地域ブランド「薩摩のさつま」の推進、企

業誘致・地場産業の育成・支援、教育サポート体制の拡充、共生・協働による地域づくりの強化、

出産・子育て環境の充実、地域公共交通の維持対策、高齢者・障がい者福祉の充実、移住定住促

進、交流・関係人口対策、行財政改革の推進など、多方面にわたり、ふるさと「さつま町」のた

めに汗をかいてまいりました。 

 このように、私がこの１期４年の町政運営を進めるにあたりましては、マニュフェストによる

実行目標をお示し、取り組みを進めてまいりましたが、それを振り返り、第２次総合振興計画の

項目に沿って自己評価の概要と令和７年度の主な施策を申し上げます。 

 まず、『ひと』ふれあうさつまへの取組として、第１に「まちぐるみで育み、子どもの笑顔が

輝くまち」であります。 

 子育て環境の充実については、宮之城保健センター内の出張助産所を継続し、また、産後ケア

事業では、自宅で安心して心と体のケアを継続的に支援する「アウトリーチ型」のケア体制を整

えるなど、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を一体的に提供してまいりました。 

 さらに、新たに宮之城ひまわり館内に、子育ての拠点施設として「キッズひろば ひまわり」

を開設し、サークル活動や子育て相談の実施など、今後も子育ての不安解消に努めてまいります。 

 保護者の経済的負担軽減対策として、高校生までの保険診療に係る医療費の無償化や令和６年

度から保育料の完全無償化を図りました。 

 さらに、医療機関等での窓口負担をゼロにする「現物給付方式」への制度移行など、子どもの

健康を守る取り組みを進めてまいります。 

 また、不妊治療に対する費用の助成や出産前後に支給する出産・子育て応援給付金に加え、出

産を控えた母親に支給する出産準備応援給付金、予防接種費用の助成、教育・保育施設の副食費

助成、障害児支援事業利用料助成など、引き続き出産から子育てに及ぶ幅広い分野への経済的支

援に取り組んでまいります。 

 子どもが健やかに成長する環境の整備については、新たに柏原小学校区と薩摩小学校区に放課

後児童クラブの開設により、町内全ての小学校区に設置しました。今後も、子どもや保護者にと

って安心できる居場所の確保と共に、共働き世代の働きやすい環境づくりに努めてまいります。 

 教育の推進については、「町教育大綱」及び現在、策定中の「第３次町教育振興基本計画」に

基づき、本町の教育、学術及び文化の進行に関する総合的な施策の推進に取り組んでまいります。 

 学校施設については、年次的に小中学校のトイレの洋式化を進め、より快適に使用できる施設

とし、児童生徒が安全で安心して学べるよう、計画的な環境整備及び安全対策に努めてまいりま

す。 

 また、第２期ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、通信速度の安定化や児童生徒、教職員のタ

ブレット更新を実施し、より主体的な学びが可能な環境を整えてまいります。 

 通学路の安全確保については、交通安全・防犯・防災の３つの観点に基づき、学校、教育委員

会、関係機関等が連携して必要な対策を講じてまいります。 

 学校規模の適正化については、「さつま町の学校教育の在り方検討委員会」で研究・検討を進

めてまいります。 

 また、引き続き再編校の学校運営のフォローアップに努め、地域や保護者に信頼される学校づ

くりを進めてまいります。 

 学校教育については、さつま町が目指す１５歳の姿を、「夢を抱き、自ら未来を切り拓く力を

備えた子～探究心あふれるＳＡＴＳＵＭＡのさつまっ子～」とし、知・徳・体・郷土を愛する心

の４つにおける教育活動を推進してまいります。 
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 本年度の重点的な取組として、第１に「学力向上」、第２に「学力向上と補完し合う非認知能

力を高めるための探究学習の推進」。第３に「小小連携をはじめとした学校間連携」、第４に

「さつま学による、郷土愛の育成」を目指してまいります。 

 薩摩中央高等学校につきましては、昨年４月に締結した「パートナーシップ協定」に基づき、

相互に連携しながら各種振興対策を継続してまいります。また、学校の魅力をさらに高め、地域

社会へ貢献できる学校づくりや人材の育成、確保を図るため、新たに３年留学となる「地域未来

留学」の導入に向けた取り組みを進めてまいります。 

 学校給食については、安全・安心でおいしい給食を提供するとともに、引き続き、地産地消推

進及び給食費助成事業に取り組みます。 

 さらに、本年４月から学校給食費を一般会計に組み入れ公会計化することにより、納付方法の

多様化による保護者の利便性の向上に努めてまいります。 

 第２に「希望に満ちて、生涯をいきいきと暮らせるまち」であります。 

 高齢者の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、「第１０次高齢者福祉計画・第９期

介護保険事業計画」に基づく各種の高齢者福祉サービスを推進してまいります。 

 特に高齢化の進行に伴い、フレイルの予防を含めた健康づくり・介護予防の推進、認知症対策、

在宅医療と介護連携の推進、相談支援体制・見守りの充実等を図るため、保健・医療・福祉・介

護等の社会資源やマンパワーを広く活用し、支援を要する人を地域社会全体で支える地域包括ケ

アシステムの構築に取り組んでまいります。 

 また、介護人材の確保が課題となる中で、介護現場の業務負担軽減や職場環境の改善のための

システム導入、介護人材の確保・定着を目的とした介護従事者の資格取得を継続して支援してま

いります。 

 地域福祉につきましては、「第２次町地域福祉計画・地域福祉活動計画」に基づき、住み慣れ

た地域で、だれもが安心して暮らせる地域社会を目指し、地域・住民・行政・社会福祉関係機関

の協働のもと、助け合い、支え合いながら、それぞれの地域が抱える福祉課題の解決に取り組ん

でまいります。 

 障がい者福祉については、障がいのある方が、住み慣れた地域で、いきいきと暮らすことがで

きるよう「第７期障がい福祉計画・第３期障がい児福祉計画」により、相談支援体制の充実や、

さつまるふくしマルシェなどを通じた障がい等への理解、就労支援事業所による職業相談の充実

等に取り組んでまいります。 

 健康づくりの推進については、「第３次健康さつま２１」を基本に、健康さつまポイント事

業・ころばん体操の推進など町民一人ひとりが主体的に取り組む健康づくりを進めてまいります。 

 また、特定検診及び各種がん検診については、「第３期データヘルス計画」に基づき、休日検

診の実施など受診率向上及び保健指導の充実を進め、疾病の早期発見・早期治療並びに生活習慣

病の改善による重症化予防に取り組んでまいります。 

 ワンコインがん検診につきましては、受診者数の増加で、早期発見、早期治療につながるなど、

一定の効果があったことから、引き続き取り組んでまいります。 

 感染症対策につきましては、国や県の動向を注視し、適切な対応に努めますとともに、予防接

種の推進については、定期接種となる帯状疱疹ワクチン接種費用の助成対象者を拡充するなど、

発症予防や重症化予防に取り組んでまいります。 

 こころの健康づくりの推進につきましては、「第２次町いのち支える対策推進計画」に基づき、

相談支援体制の充実と人材育成に取り組んでまいります。 

 二次救急医療及び地域医療の核となる薩摩郡医師会病院の医師確保対策については、引き続き
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支援等に努めてまいります。 

 第３に「ともに認めあい、支えあうまち」であります。 

 人権を尊重するまちづくりにつきましては、さつま町ＳＤＧｓ推進宣言に基づき、「誰一人取

り残さない」社会の実現に向けた取り組み、中でも「人権啓発フェスティバル」は、一昨年４年

ぶりに開催するなど人権意識の向上に向けた啓発に努めてまいりました。今後も継続して開催し、

さらなる人権啓発に努めてまいります。 

 第４に「安全・安心の輪を広げるまち」であります。 

 地域防災力の強化については、これまでの災害を教訓に、防災活動の支援、防災リーダーの育

成、避難行動を確認するマイ・タイムラインの作成などにより防災意識の高揚を図ってまいりま

した。 

 避難体制につきましては、指定避難所において、早期に開設することで住民の安全確保に努め

たほか、自主防災組織等が自主的に運営する届出避難所運営事業の創設により、地域住民が迅速

に避難できる環境が進められたところであります。 

 さらに、町としての防災対応が安全・安心かつ丁寧に取り組めるよう情報提供システムの改善

を図るとともに、災害連携協定を結ぶ関係機関の協力による町主催の大規模訓練を実施し、災害

対応能力の向上に取り組んできたところであります。 

 常備消防及び救急業務では、高規格救急車の更新をはじめとした各種資機材の整備を進めると

ともに、隊員の資質向上を図るため各種研修に派遣し、消防力及び救急体制の強化に努めてまい

りました。 

 資機材の整備につきましては、水槽付消防ポンプ自動車の更新など整備計画に基づき進めてま

いります。 

 北薩３消防本部指令センターにつきましては、関係消防本部と施設整備を進め、令和７年４月

１日に運用開始の運びとなりました。 

 非常備消防につきましては、新たな団員の確保に努めるとともに、組織再編や団員定数の見直

し、消防団員の報酬の増額など、団員の処遇改善に取り組むとともに、消防自動車の更新、消防

団車庫の改修、耐震性貯水槽の設置などの整備も進めており、引き続き、非常備消防の充実・強

化に努めてまいります。 

 交通・防犯対策については、交通教室の開催、交通安全施設の整備による交通事故防止、防犯

灯設置及び防犯カメラの整備による犯罪抑止に努めてまいりました。 

 加えまして、うそ電話詐欺等による被害防止のための啓発活動、相談体制の強化や資機材の支

援について、関係機関と連携して取り組んでまいります。 

 消費生活については、複雑化・悪質・巧妙化している消費者トラブルに対応するため、消費生

活相談員を配置し、相談・支援体制の充実に努め、４年間で２０８件の相談に対応し、

２,３４０万円を消費者被害から救済したところであります。 

 また、消費者トラブルの発生を未然に防止するため、情報を収集し、町広報紙や町防災無線を

活用した効果的な対応策の周知啓発や、消費生活講座等を活用した情報提供に努めてまいります。 

 次に、『まち』にぎわう さつまへの取組として、第１に「価値ある資源が活かされるまち」

であります。 

 農林業の振興につきましては、「第４次町農林業いきいきプラン」に基づき、稼ぐ力を強化し、

活力ある農林業に取り組みました。 

 また、農商工連携や農産物の６次産業化を進め、イベントの開催や農産物加工品の開発につい

て支援を図ってまいります。 
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 販売対策につきましては、ＪＡ北さつまと連携し、消費者から信頼される農産物の品質向上に

向けた取り組みを進め、トップセールス等による都市圏での販売促進活動を展開するなど、地元

農産物のサプライチェーンにおける付加価値の創出に取り組んでまいりました。 

 農業・農村の多面的機能を発揮するため、日本型直接支払制度である中山間地域等直接支払制

度、多面的機能支払制度、環境保全型農業直接支払制度を活用し、地域の共同取組活動を支援す

ることで、地域資源の適切な保全管理に努めました。 

 有害鳥獣対策につきましては、山林と集落間の草払いや樹木の伐採を推進し、集落に有害鳥獣

を寄せ付けない対策、対象鳥獣の捕獲及び防護柵等の設置など、鳥獣被害対策実施隊による集落

周辺での対策を実施してまいりました。 

 また、ジビエ加工施設の操業に伴い、猟友会会員の協力を得ながら、イノシシ、シカ等の捕獲

頭数の増大に努め、食肉として有効活用をするなど、地域活性化を図っていきます。 

 畜産については、全国屈指の種雄牛の産子による優良子牛生産地の強みを活かし、農家指導体

制の強化に努めました。 

 また、畜産基盤再編総合整備事業や畜産クラスター事業の積極的な導入による畜舎の整備、同

事業による資料畑造成及び機械リース事業の実施により、畜産生産基盤の整備に努めてまいりま

す。 

 高病原性鳥インフルエンザや豚熱をはじめとする家畜伝染病の侵入防止策として、家畜飼養衛

生管理基準の遵守と消毒の徹底を農家に働きかけるなど、家畜防疫体制の強化に努めました。 

 また、肥料や配合飼料をはじめとする生産資材等の高騰対策については、国・県・町の緊急支

援対策など状況に応じた支援を進めてまいります。 

 「人・農地プラン」に基づく地域農業の振興につきましては、農業委員会等の関係団体と共に

各公民館単位で「農業を考える会」を開催し、協議・検討を重ねながら、その実践活動を積極的

に推進するとともに、農地中間管理事業への集積事業にも取り組んでまいりました。 

 認定農業者や認定新規就農者支援については、県・ＪＡ北さつま等関係機関で組織する「さつ

ま町担い手育成総合支援協議会」と連携を図りながら、技術普及指導や研修等の活動や推進をは

じめ、国・町の助成を活用した、新たな農業経営を目指すための大型農業用機械やスマート農業

機器の導入による省力化を進め、将来に向けた夢と希望の持てる「稼げる農業」への支援を図っ

てまいりました。 

 農業基盤整備等については、老朽化する農業用施設の長寿命化対策を佐志地区外４地区で実施

し、柊野地区、羽有地区での農地中間管理機構関連農地整備事業など、県営土地改良事業を積極

的に取り入れ、農村環境の基盤強化や防災充てん農業用ため池の耐震対策に努めてまいりました。 

 林業関係につきましては、２０５０年のカーボンニュートラル実現に向けて、森林環境譲与税

を活用し、再造林や拡大造林による二酸化炭素吸収量に応じた交付金を森林所有者へ直接交付す

る「持続可能な森林（もり）づくり事業」や、補助事業の活用が困難な零細な林業事業体の再造

林を促進し、育成を図るための「未来へつなぐ豊かな森林（もり）づくり事業」を推進するなど、

森林資源の循環促進に努めてまいりました。 

 また、森林の役割や木の性質などについて学ぶ森林環境教育に取組、次の世代を担う子供たち

の森林環境に対する意識の醸成に努めてまいりました。 

 商工業の振興につきましては、商工会と連携し、新規参入者や経営継承者の確保を図るため、

運転資金の支援や小売業等店舗整備等の取組を支援してまいりました。 

 また、商工業制度資金の借入者に対する、利子補給を行うなど、商工業者の経営安定と育成を

図りました。 

- 16 -



 

 

 地場産品の高付加価値化と販路拡大につきましては、商工会、ＪＡ北さつま、観光特産品協会

と連携し、「薩摩のさつま」認証品を中心に、ふるさと納税返礼品としての活用や各種イベント

及び物産展等での販売を通した消費拡大及び生産性向上に向けた取り組みを進め、３２事業者の

５２品目が認証品として認証されました。 

 紫尾温泉や町内５つの直売所につきましては、利用者のニーズや今後の運営方針に基づく取組

や各施設の強みを活かした事業展開など、ローカルブランディングの創出を引き続き支援してま

いります。 

また、道の駅の整備については、既存の直売所等の今後の在り方も含め方向性を整理してまい

ります。 

観光振興につきましては、「町観光振興基本計画」を令和５年３月に策定し、稼ぐ力の創造を

目指し、観光資源のブラッシュアップを図るとともに、公民会やＮＰＯ等が行う交流人口の増大

を目的としたイベントへの支援をはじめ、宗功寺公園の周辺整備や鶴田ダムを核としたインフラ

ツーリズムなどによる回遊性を促す取り組みを進めてまいりました。 

また、食材の宝庫である強みを活かし、魅力ある食の提供を行うフードツーリズムの推進を図

るとともに、温泉やスポーツ施設等を活かしたプロスポーツキャンプやスポーツ合宿等の受け入

れを通じた宿泊者の確保により、延べ約４万人の合宿者等を受け入れ、おもてなしによる町のイ

メージアップに向けた取り組みを進めてまいりました。 

若者等の定住と雇用促進を図るため、新卒者や転入者に対しては就労支援奨励金を交付し、併

せて、転入者や町内居住の新婚世帯については、民間賃貸住宅を利用する場合の家賃補助の充実

を図るなど、労働力の確保と人口減少対策に努めてまいりました。 

町内企業においては、若者の雇用促進を目的に企業見学会や合同企業説明会等にも参加するな

ど、雇用確保にも積極的に取り組んでいることから、引き続き同事業については継続してまいり

ます。 

また、事業主には社員用住宅の建設に係る支援を行うことで民間資本による住宅建設を促進し、

雇用の確保と従業員の利便性向上を支援してまいりました。 

さらに、人口減少対策といて若年層、特に若い女性が働ける環境を創出するとともに、民間企

業や関係団体等と連携しながら、スピード感をもって思い切った施策を講じてまいります。 

国内の労働力不足により増え続ける外国人技能者は、町内企業にとって生産性向上のために大

変重要な人材となっているところであります。この外国人の方々の生活環境・雇用環境の向上に

も全庁的に取り組んできたところであります。 

企業誘致につきましては、企業情勢等の情報収集に努め、積極的な誘致活動を行ったことで、

私が就任してから８件の立地協定を締結し、本町への企業投資額も５５億円を上回ったところで

あります。 

自衛隊施設については、防衛省における測量等調査や土質調査に加え、部隊運用の利便性など

を総合的に検討した結果、中岳に火薬庫を整備することが可能であると判断されたところであり

ます。 

さらに、令和７年度予算案には、調査・設計費の計上が盛り込まれている旨、国から説明を受

けたところであります。 

今後も国と連携を図りながら、地域住民を中心とした丁寧な情報提供と調整に努めてまいりま

す。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○宮之脇尚美議長 
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 ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね午前１０時５０分とします。 

 

休憩 午前１０時３６分 

 

再開 午前１０時５０分 

 

○宮之脇尚美議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

第２に「さつま学の推進による人間性の豊かなまち」であります。 

社会教育につきましては、家庭がすべての教育の出発点でありますことから、家庭教育の充実

を掲げて「地域家庭教育推進協議会」と連携し、事業に取り組んでまいりました。 

家庭教育学級や研修会等の開催により、家庭教育学級等への参加が今後の家庭教育に役立てら

れると感じた方の割合が７割を超えておりますので、安心して家庭教育ができる環境づくりを図

るため、引き続き、家庭教育の支援・推進に努めてまいります。 

青少年育成につきましては、「さつまっ子の日」を中心とした青少年育成活動を展開するとと

もに、ジュニアリーダークラブや「ふるさと体験塾」による青少年交流、体験学習を通じて、郷

土に対する愛着心や未来を担う青少年の健全育成に努めてまいります。 

生涯学習につきましては、各種講座や出前講座、高齢者学級等を開催し、魅力ある学習環境づ

くりに努めてまいりました。今後も受講ニーズを的確に捉え、ライフステージに応じた学習機会

の提供に努めてまいります。また、学校運営協議会と連携・協働し、「学校を核とした地域づく

り」のため、地域全体で子どもたちの学びや成長を支える取り組みを進めてまいります。 

スポーツ振興につきましては、「燃ゆる感動かごしま国体」を一過性のスポーツイベントに終

わらせず、開催を契機として町民の積極的なスポーツ活動への参加や競技力の向上など、広くス

ポーツを普及・振興し、町民の健康増進や体力向上など、スポーツを活かした地域づくりの推進

に努めてまいります。 

 文化の振興については、吹奏楽フェスタや町文化祭、さつま美術展、青少年劇場など、芸術・

文化に触れる機会や環境づくりを行うとともに、文化協会等と連携し、活発な活動が出来るよう

支援に努めてまいります。 

 宮之城文化センターの大規模改修については、町議会より地盤の安全性について申入れを受け、

地質調査等を行っておりますので、その調査結果や物価高騰、本町の抱える人口減少問題などを

踏まえて、総合的に判断してまいります。 

 文化財の保存・活用については、適正な保存管理に努めるとともに、史跡めぐりや出前講座等

により郷土学習に取り組んでまいりました。今後も郷土の歴史や身近な文化財に「触れ、学び、

親しむ」機会を創出し、郷土を愛する心の醸成に努めてまいります。 

 郷土芸能の保存・伝承につきましては、高齢化やコロナ禍等により保存団体が大幅に減少いた

しました。このため、郷土芸能伝承検討委員会を設置し、御意見を伺ったところであり、今後、

意見を踏まえた新たな支援策を検討してまいります。 

 第３に「みんなに優しく魅力あふれるまち」であります。 

 道路交通網の整備・充実につきましては、計画的かつ効率的・効果的な道路整備及び維持管理

に努めてまいりましたが、引き続き、老朽化対策を含め道路の安全・安心の確保に向け、取り組

- 18 -



 

 

んでまいります。 

 また、高規格道路「北薩横断道路」については、積極的な国への要望活動をはじめ、早期全線

開通に向け、整備区間の事業推進が加速されるよう、併せて、被災した北薩トンネルの早期復旧

や本町から川内港を結ぶ「川内宮之城道路」の高規格道路への指定・事業化に向け、地域住民の

御理解と御協力をいただきながら、関係機関との連携を図りながら推進してまいります。 

 町営住宅については、公営住宅等長寿命化計画に基づき、屋根外壁塗装工事を行うほか、計画

的な修繕と点検を実施してまいりましたが、引き続き入居者に寄り添った住環境の提供に取り組

んでまいります。 

 また住宅リフォーム支援事業や危険家屋解体撤去補助事業も継続実施し、住民の安心安全な住

環境の整備に努めてまいります。 

 人口減少対策については、「移住定住」と「子ども・子育て」への支援を充実させ、併せて

ホームページや関連イベント等により、移住希望者に対する支援情報の周知を積極的に進めたと

ころであります。 

 特に、移住定住対策としては、空き家の利活用促進も含め、住宅取得等に係る補助金の拡充を

図りました。また、民間資本による賃貸住宅の建設については、３年間と期間を限定して支援し

ており、入居希望者のニーズに合った賃貸住宅の建設を促進することで転出の抑制、転入・定住

人口の増加、地域経済の活性化に努めたところであります。 

 移住相談会についても、ＮＰＯ法人や鹿児島県等が主催する移住イベントに積極的に参加し、

本町の魅力発信に努めました。併せて、本町独自の「誰でも気軽に参加でき、なんでも話せる」

移住イベントも開催し、関係人口の構築と移住希望者の増加に努めたところであります。 

 次に、『自然』うるおう さつまへの取組として、第１に「豊かな自然を守り、水と緑に癒さ

れるまち」であります。 

 県立北薩広域（Ｎｉｔｅｒｔａ日特スパークテックＷＫＳ）公園の整備促進については、「歴

史ゾーン」の早期完成や公園内施設の充実が図られるよう、引き続き国・県への要望を行ってま

いります。 

 また、宗功寺公園や川内川河川敷の椎込分水路などを含めた一体的整備についても検討をして

まいります。 

 都市公園については、公園施設の長寿命化計画に基づき、施設の整備や施設の清掃・保守・修

繕など維持保全に努めてまいります。 

 また、都市下水路については、都市下水路ストックマネジメント計画に基づき、虎居・轟原・

豊川都市水路の改築を計画的に進めるとともに、施設の修繕・維持管理を効率的に行ってまいり

ます。 

 カーボンニュートラルの推進については、再生可能エネルギーの活用や省エネルギーを推進す

るため、住宅支援や電気自動車等の購入を支援するゼロカーボン推進事業を創設し、温室効果ガ

スの削減に効果のある機器の普及に取り組んでまいりました。 

 なお、本年度は、温室効果ガスの排出削減等を推進するための総合的な計画である地方公共団

体実行計画（区域施策編）の策定をいたします。 

 河川浄化対策については、流域市町及び関係機関と連携を図り、川内川の支川並びに水路等の

水質調査の実施や合併処理浄化槽及び農業集落排水施設の推進により河川環境の向上に努めてま

いりました。 

 第２に「ふるさとを見直し、資源を大切にするまち」であります。 

 一般廃棄物対策については、ＳＤＧｓの目標でもある循環型社会の形成を目指し、ごみの分別
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徹底・減量化の啓発に努めるとともにリサイクルによる再資源化や生ごみの堆肥化を推進してま

いりました。その結果、ごみの収集量は少しずつではありますが減少傾向にあるところでありま

す。 

 「町エネルギービジョン」に基づく取り組みについては、町有施設への太陽光発電設備の導入

に向けた具体的な取り組みを進めるとともに、再生可能エネルギー活用の理解促進に向けた取り

組みを積極的に展開してまいります。 

 最後に、『みんなで紡ぐ』さつまへの取組として、「語らいで育み、連携と役割を担うまち」

であります。 

 令和８年度から新たな計画期間となる第３次総合振興計画の策定にあたっては、「まちづくり

ワークショップ」の開催や各種団体との意見交換会等を積極的に行い、町民の皆様の多様な声を

伺いながら、町民の皆様の声を反映した最重要計画の策定を進めてまいります。 

 また、「誰一人取り残さない」社会を目指すＳＤＧｓの理念を共有し、ＳＤＧｓ目標の達成に

向けた取り組みを進めます。 

 具体的には、自治体におけるＥＳＧ（Ｅ環境、Ｓ社会、Ｇ法令遵守）経営を推進し、環境に配

慮しながら、安全で暮らしやすい、働きやすいまちづくりに努め、まち全体への浸透と理解促進

を図り、町民や企業・団体、学校、地域の皆様と一体となった実践の輪の拡大に努めてまいりま

す。 

 地域コミュニティについては、「地域づくり活性化計画」に基づく各区公民館の進捗を確認し

ながら、地域元気再生事業を効果的に活用し、地域課題の解決と活性化につながるよう、地域と

一緒になって取り組みます。 

 第２次総合振興計画については、計画の締めくくりに向けて、第２期総合戦略などの各種計画

を含めた全事務事業の進捗を加速させるとともに、目標達成を意識した取組を全庁的に進めてま

いります。 

 また、限られた財源の中で、効果的・効率的な行政運営となるよう、新たな自主財源の確保や

行政及び地域におけるデジタル・トランスフォーメーションを図りながら、事務事業の選択と集

中につながる評価制度の見直しを含めた行財政改革に取り組んでまいります。 

 学校跡地等については、まちづくりの方向性との整合を図りながら、地域の活性化に向けた新

たな拠点となるよう、引き続き民間事業者等への譲渡や貸付に向けた活用を進めてまいります。 

 広報広聴の充実につきましては、「まちづくり座談会」や「町長と語る会」を開催し、各地域

の課題や実情を直接お伺いするとともに、幅広く意見交換等が行われたところであり、引き続き、

より良いまちづくりに向け、町民の皆様の声を町政に活かしてまいります。 

 広報・情報発信につきましては、町ホームページをリニューアルし、定住移住の特設サイト、

子育て応援サイトを新設するとともに、ＳＮＳを活用した情報発信につきましても、ＬＩＮＥ、

Ｆａｃｅｂｏｏｋなど複数の手段で確実かつ、きめ細やかなわかりやすい情報発信に努めてきた

ところであります。 

 結びに、本町は、本年３月２２日に町政施行２０年の節目を迎えます。この１年間を通して各

種の記念事業等を行う予定としておりますけれども、この記念すべき年を町民の皆様と共に祝い、

次代に向けてさらに飛躍する大きな足掛かりとして、異議深く元気あふれる１年となるよう取り

組んでまいります。 

 次に、令和７年度予算編成の概要について申し上げます。 

 政府は、令和７年度予算編成について、令和６年度補正予算と一体としながら、「経済財政運

営と改革の基本方針２０２４」に基づき、物価高、賃金や調達価格の上昇に対応しつつ、デフレ
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を脱却し、新たなステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行の実現を目指

すとしています。 

 また、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、地方創生２.０の起動、官民連携による投資

の拡大、防災・減災及び国土強靭化、防衛力の抜本的強化をはじめとする我が国を取り巻く外

交・安全保障の変化への対応、充実した少子化・こども政策の着実な実施など、重要政策課題な

必要な予算措置を講ずることによって、メリハリの利いた予算編成を行うこととしているところ

であります。 

 地方財政対策においては、社会保障関係費や人件費の増加が見込まれる中、地方公共団体が、

住民のニーズに的確に応えつつ、様々な行政課題に対応し、行政サービスを的確に提供できるよ

う、地方が安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、令和６年度地方財

政計画の水準を下回らないよう実質的にその水準が確保される見通しであります。 

 このような中、本町の令和７年度当初予算編成につきましては、基本的には骨格予算として位

置づけながら編成作業にあたりましたが、扶助費や人件費等の増額の影響が大きく、非常に厳し

い予算編成となりました。 

 そこで、財政規律を確保しつつ、「第２次総合振興計画」及び「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」等に掲げる施策の推進を図るため、総合的に調整しながら予算措置に努めたところであり

ます。 

 この結果、一般会計予算の総額は、１４１億８,７００万円で、前年度に比較いたしまして、

１億１,５００万円、０.８％の増加となっております。 

 目的別の主な増減額につきましては、商工費が就労支援社員用住宅建設等促進補助金などによ

り８,３６０万８,０００円。消防費が北薩３消防本部通信指令事務協議会負担金などにより

８,２６８万１,０００円。それぞれ減少となる一方、民生費が障害福祉サービス費、児童手当事

業費、教育・保育給付費などにより３億５,１６１万円。総務費が情報システム管理費などによ

り１億６,７６９万７,０００円。それぞれ増加となっております。 

 歳出予算の性質別内訳は、義務的経費が７３億１,４５０万３,０００円で、５億５,１７６万

２,０００円の増加、主な要因としては、扶助費や人件費であります。 

 投資的経費が１５億３,００９万９,０００円で、文化センター管理運営費などにより２億

８,９４９万４,０００円減少したところであります。 

 また物件費など、その他の経費が５３億４,２３９万８,０００円で、１億４,７２６万

８,０００円の減少となっております。 

 歳入につきましては、町債が２億１,２００万円、繰入金が財政調整基金などにより、１億

３,６２９万８,０００円、それぞれ減少する一方で、町税が固定資産税などにより、２億

５,７３６万２,０００円、国庫支出金が児童手当や障害者自立支援給付費などにより、２億

２,６１９万９,０００円、諸収入がデジタル改革支援補助金や学校給食費の公会計化などにより、

１億９８３万９,０００円とそれぞれ増加しております。 

 このようなことから、歳入の財源割合は、町税や繰入金などの自主財源が５２億７７４万

８,０００円で３６.７％、地方交付税や国・県支出金、町債などの依存財源が８９億

７,９２５万２,０００円で６３.３％となり、結果、自主財源が大きく増加したところでありま

す。 

 今後の財政運営を取り巻く環境は、歳出面では少子高齢化に伴う社会保障関連費、人件費の高

騰や物価高騰に伴う維持補修費等の経常経費が増加の一途であり、一方、歳入面では、経済情勢

等に左右される税収の見通しが不透明であることに加え、普通交付税における令和７年度の国勢
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調査による人口減に伴う測定単位等の減の影響や財政調整基金をはじめとする基金総額が大幅に

減少していることを考慮しますと、さらに厳しい局面を迎えると危機感を抱いているところであ

ります。 

 このようなことから、全職員が財政状況の理解と問題意識を共有した上で、これまで以上に踏

み込んだ行財政改革を進めながら、持続可能な行財政運営に努めてまいります。 

 次に、国民健康保険事業特別会計予算についてであります。 

 本年度の予算総額は、２７億６,１６１万３,０００円で、前年度当初予算と比較しまして、

５,７００万３,０００円の減少となっております。 

 これは、被保険者の減少による保険給付費等の減少が影響していると考えております。 

 鹿児島県と各市町村が保険者となり、県が責任主体となる国民健康保険新制度へ移行して８年

目を迎えますが、被保険者の減少、医療技術の高度化、高い年齢構成による疾病の重症化などに

より、引き続き厳しい財政運営となっております。 

 このようなことから、財政の安定化を図るため特定検診等の結果に基づき、リスクに応じた個

別指導や訪問活動・健康教室等を行い、対象者の生活習慣改善や健康維持増進・重症化予防に努

めてまいります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計予算についてであります。 

 本年度の予算総額は、４億２,２７２万１,０００円で前年度当初予算と比較しまして、

３６２万１千円の増加となっております。 

 市町村業務である届出等の受付事務、保険料の普通徴収業務などを正確に実施し、高齢者の保

健事業と介護予防の一体的実施事業により、フレイル予防・重症化予防など健康課題の解決に取

り組みながら、円滑な事業運営に努めてまいります。 

 次に、介護保険事業特別会計予算についてであります。 

 本年度の予算総額は３２億１,２０４万７,０００円となり、前年度当初予算と比較しまして、

２,８７５万２,０００円の増加となっております。 

 主に、施設介護サービス給付費や介護予防サービス給付費の増加により、保険給付費は２９億

８,１４５万４,０００円となり、前年度比２,８９４万５,０００円、０.９％の増加となってい

ます。 

 団塊世代の高齢化の影響等を見据え、全国的に介護保険事業規模の増大やその対応が大きな課

題となっており、地域における住民主体の取組や介護予防・日常生活支援総合事業などによりま

す介護予防活動を推進するとともに、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、安

定した介護サービスの提供に引き続き努めてまいります。 

 次に、上水道事業会計予算についてであります。 

 本年度の業務予定量は、給水件数９,８０１件。総給水量１９０万８,０００立法メートルを予

定しており、予算額では、収益勘定で収入総額４億３,９２１万６,０００円。支出総額４億

２,０２５万３,０００円と定めています。 

 また、資本勘定におきましては、収入総額３億２０６万７,０００円。支出総額４億

７,８１４万５,０００円と定め、不足する額１億７,６０７万８,０００円につきましては、当年

度分損益勘定留保資金などで補てんするものであります。 

 主な事業につきましては、昨年度から整備を進めている佐志地区の水道施設再編推進事業のほ

か、配水管等の改良工事、水道施設整備の更新など予定しております。 

 水道は、日常生活において必要不可欠なライフラインであり、安全・安心な「水」を安定して

供給する必要があります。 
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 水道施設の老朽化、災害に備えての耐震化などの多くの課題を抱えておりますが、限られた財

源の中で、効率的で健全な事業運営に努めてまいります。 

 最後に、農業集落排水事業会計予算についてであります。 

 本年度の予定排水戸数は、４２１戸。年間総排水量１０万２,９６６立方メートルを予定して

います。予算額では、収益勘定で収入総額６,９０３万５,０００円。支出総額６,７４４万

６,０００円と定めています。 

 資本勘定におきましては、収入総額は計上せず、支出総額を１,３９２万７,０００円と定め、

不足する額１,３９２万７,０００円につきましては、当年度分損益勘定留保資金などで補てんす

るものであります。 

 資本的支出は、下水道債の償還元金であります。 

 農業集落排水事業は、施設の老朽化に伴い厳しい財政運営が予測されますが、施設の延命化を

図り効率的な事業運営に努めてまいります。 

 以上、令和７年度の町政運営についての私の基本的な考え方と、各会計当初予算の概要を説明

させていただきましたが、議員各位や町民の皆様の一層の御理解と御支援をお願い申し上げます。 

 続きまして、当初予算以外の各議案について一括して提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、「議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定に

ついて」であります。 

 これは、学校給食費の徴収及び管理方法について、令和７年度より公会計化することに伴い、

本条例を制定しようとするものであります。 

 次に、「議案第１３号 さつま町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及びさつま町職員の育

児休業等に関する条例の一部改正について」であります。 

 これは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代

育成支援対策推進法の一部改正に伴い、関係する条例の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、「議案第１４号 さつま町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」であ

ります。 

 これは、非常勤特別職の報酬の額の改定等に伴い、本条例の一部を改正しようとするものであ

ります。 

 次に、「議案第１５号 さつま町職員の給与に関する条例等の一部改正について」であります。 

 これは、人事院勧告に基づく本町職員の給与の改定及び消防職員に係る特殊勤務手当の見直し

等に伴い、関係する条例の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、「議案第１６号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について」であります。 

 これは、社会体育施設の廃止及び追加に伴い、本条例に一部を改正しようとするものでありま

す。 

 次に、「議案第１７号 さつま町都市公園条例の一部改正について」であります。 

 これは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の改正に伴い、本条例

の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、「議案第１８号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」であります。 

 これは、東谷北団地及び神子団地の一部用途廃止に伴い、本条例の一部を改正しようとするも

のであります。 

 内容につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議くださるよう

お願いいたします。 
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〔上野 俊市町長降壇〕 

○満園 誠学校給食センター長  

 それでは、「議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制

定について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○富満 悦郎総務課長   

 次に、「議案第１３号 さつま町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及びさつま町職員の育

児休業等に関する条例の一部改正について」御説明を申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○富満 悦郎総務課長   

 次は、「議案第１４号 さつま町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」であ

ります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○富満 悦郎総務課長   

 続きまして、「議案第１５号 さつま町職員の給与に関する条例等の一部改正について」でご

ざいます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○宮里 秀樹社会教育課参事   

 「議案第１６号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について」御説明させていただきます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○原田 健二建設課長   

 それでは、「議案第１７号 さつま町都市公園条例の一部改正について」御説明させていただ

きます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○原田 健二建設課長   

 次に、「議案第１８号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○垣内 浩隆財政課長   

 次に、「議案第１９号 令和７年度さつま町一般会計予算」について、御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○甫立 光治ほけん福祉課長   

 それでは、「議案第２０号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算」について、

御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○宮之脇尚美議長 

 ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね午後１時５分とします。 

 

休憩 午前１１時４５分 

 

再開 午後 １時０５分 

 

○宮之脇尚美議長 
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 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○甫立 光治ほけん福祉課長   

 続きまして、「議案第２１号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算」について、

御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○甫立 光治ほけん福祉課長   

 続きまして、「議案第２２号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計予算」について、説

明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○出水  隆水道課長   

 それでは、「議案第２３号 令和７年度さつま町上水道事業会計予算」について、御説明申し

上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○松山 和久町民環境課長   

 それでは、「議案第２４号 令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予算」について、御説

明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○宮之脇尚美議長 

 ただいま議題となっています各議案に対する質疑は、３月１１日の本会議で行いますので、当

日まで審議を中止しておきます。 

 なお、一般質問者の人数次第では、各議案に対する質疑を３月１０日の本会議で行う場合があ

りますので、あらかじめ御了承を願います。 

 

△日程第２１「議案第２５号 財産の処分について」  

○宮之脇尚美議長 

 次は、日程第２１「議案第２５号 財産の処分について」を議題とします。 

 議案について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、「議案第２５号 財産の処分について」であります。 

 これは、さつま町学校跡地等利活用促進条例に基づき、薩摩中学校跡地の全ての土地及び建物

を処分しようとするため、提案するものであります。 

さつま町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づ

き、議会の議決を求めるものであります。 

 内容につきましては、財政課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○垣内 浩隆財政課長   

 「議案第２５号 財産の処分について」御説明を申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○宮之脇尚美議長 

 これから、議案第２５号について、質疑を行います。質疑は、ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第２５号は、会議規則第３９条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第２５号は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第２５号 財産の処分について」を採決します。 

 お諮りします。本件は可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、「議案第２５号 財産の処分について」は可決されました。 

 

△日程第２２「報告第１号 令和６年度さつま町土地開発

公社事業変更計画及び事業会計補正予算（第３号）につ

いて」、日程第２３「報告第２号 令和７年度さつま町

土地開発公社事業計画及び事業会計予算について」   

○宮之脇尚美議長 

 次は、日程第２２「報告第１号 令和６年度さつま町土地開発公社事業変更計画及び事業会計

補正予算（第３号）について」及び、日程第２３「報告第２号 令和７年度さつま町土地開発公

社事業計画及び事業会計予算について」を議題とします。 

 内容の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、「報告第１号 令和６年度さつま町土地開発公社事業変更計画及び事業会計補正予

算（第３号）について」及び、「報告第２号 令和７年度さつま町土地開発公社事業計画及び事

業会計予算について」であります。 

 これは、公有地の拡大の推進に関する法律第１８条第２項の規定に基づき提出がありましたの

で、地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、別冊のとおり提出するものであります。 

 内容につきましては、産業支援・定住対策監に説明させますので、よろしく御審議くださるよ

うお願いいたします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○米丸 鉄男産業支援・定住対策監   

 それでは、「報告第１号 令和６年度さつま町土地開発公社事業変更計画及び事業会計補正予

算（第３号）について」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○米丸 鉄男産業支援・定住対策監   
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 続きまして、「報告第２号 令和７年度さつま町土地開発公社事業計画及び事業会計予算につ

いて」御説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○宮之脇尚美議長 

 ただいまの報告に対する質疑は、３月２１日の本会議で行いますので、当日まで審議を中止し

ておきます。 

 

△散  会   

○宮之脇尚美議長 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 ３月７日は午前９時３０分から本会議を開き、一般質問を行います。 

 本日は、これで散会します。 

散会時刻 午後１時４１分   
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令 和 ７ 年 第 １ 回 定 例 会 一 般 質 問 

令和７年３月７日（第２日） 

順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

１ （11） 

古 田  昌 也 

 

１ 公共施設の在り方について 

  令和６年１２月議会において、宮之城文化センターの大規模改修

に対して反対の質問があった。 

その質問に対して町長は、現在進行中の調査結果を持つことも踏

まえて、近年の物価高騰や県体育館などの事例を挙げ、様々な角度

から検討の必要性を示唆したが具体的な検討を指示しているのか。 

２ 地域防災体制の在り方について 

  本町の消防本部は、国が定める職員の充足率が６０％である。消

防団は定員に１９人足らないのが現状であるが、この人員不足に関

してどのように考えているのか。 

  また、高齢化や近年の異常気象などで、救急搬送が増加してい

る。安心安全なまちづくりを目指すために、体制作りは急務と考え

るが、町長はどのように考えているのか。 

２ （３） 

上 囿  一 行 

１ 町道沿いの不在住宅の取扱いについて 

  「安心・安全の輪を広げるまち」と、施政方針でうたっている

が、町道に隣接している不在家屋に危険と思われる状態が存在して

いる。求名区では、現在５か所ほどあり、２か所は危険の表示がし

てある。 

  町は、この状況をどのように考えているのか。 

  また、不在住宅の権利者とどの程度の協議がなされているのか。 

３ （１） 

新 改  幸 一 

 

１ 将来の土地改良区の運営について 

  農林水産省は、土地改良区の運営の見直しや、農地改善事業の農

家負担なしへの要件見直し等、時代の流れに沿った考え方で農地の

基盤整備や農道整備などを円滑に行うための土地改良法改正案を通

常国会へ提出するとしている。 

  さつま土地改良区も、組合員の高齢化が進み、土地持ち非農家が

増えつつある。行政と土地改良区は、ますます連携を取り、基幹産

業「農業」を守っていく必要がある。 
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順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

  地域社会の維持と農村政策の理念を新たに含めた改正法を踏ま

え、将来の農業と土地改良区の運営をどのように推進されるのか、

町長の見解を問う。 

４ （14） 

川 口  憲 男 

１ 町の活性化策について 

  一期４年の締めくくりを迎え、これまで全身全霊を傾注し取り組

まれてきた政策について、今後の展望と取組を問う。 

 (1) 人口増に向け、新年度においても、若年層や女性の働ける環

境づくりをスピード感をもって思い切った施策を講じるとの

ことだが、どのような人口増対策を実施するのか。 

 (2) これまでも一般質問において、一次産業の生産性向上と積極

的な事業促進が、農業従事者の増加と町の活性化に繋がると

提言してきた。町長の考えは。 

 (3) 「価値ある資源が活かされるまち」として、温泉施設やホタ

ル舟は、町の貴重な観光資源であり、更に工夫すべきではな

いか。 

     また、本町は、多くの清流に恵まれているが、近年は子ど

もたちが水辺で遊ぶ姿さえ見られなくなった。「豊かな自然

を守り、水と緑に癒されるまち」であるためにも地域の力を

借りて、清掃活動等に取り組む考えはないか。 

５ （６） 

上 別 府 ユ キ 

１ さつま町のジェンダー平等について 

  本町では、令和４年３月に策定した「第３次さつま町男女いきい

きしあわせプラン」において、町民一人ひとりの人権が尊重され、

男女が「いきいき・健やか・笑顔あふれる」まちの実現を基本目標

に掲げている。更に、令和４年９月の「希望輝くさつま町ＳＤＧｓ

推進宣言」においても多様な人々が共生する社会・ジェンダー平等

の実現を掲げている。 

  しかし、固定的な性別役割分担を反映した慣習がいまだ根強く、

法制度は整っても私たちの実生活に十分浸透していない現状があ

る。これらのことを踏まえ、さつま町のジェンダー平等について問

う。 
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順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

 (1) １月に開催された「地域から始めるジェンダー平等トップセ

ミナー」に参加され、さつま町としてどのようにとらえ、ジ

ェンダー平等を実現される考えか。 

 (2) さつま町役場は、育児休業を取りやすい職場環境になってい

るか。 

２ 土曜授業の今後について 

  小中学校に土曜授業が導入され、１０年が経過した。学力向上や

生きる力の育成を目的に始まったが、通常の授業だけでなく、保護

者や地域と連携した活動に取り組まれている。一定の評価をする一

方、現場の教員からは、働き方改革として見直しを求める意見もあ

るようだ。 

  そこで、本町における土曜授業の今後の在り方について問う。 

 (1) 土曜授業の取組による、学力向上の成果をどのように分析し

ているか。 

 (2) 本町の小中学校における実際の取組事例は。 

 (3) 令和６年８月に開催された「町長とざっくばらんに語る会」

において、「土曜授業の廃止」を要望する意見が出され、必

要に応じて検討を重ねていきたいという回答であったが、そ

の後どのように検討されたか。 
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令和７年第１回さつま町議会定例会会議録 

                            （第２日） 

○開議期日    令和７年３月７日  午前９時３０分 

 

○会議の場所   さつま町議会議場 

 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１６名） 

   １番  新 改 幸 一 議員      ２番  平 山 俊 郎 議員 

   ３番  上 囿 一 行 議員      ４番  橋之口 富 雄 議員 

   ５番  中 村 慎 一 議員      ６番  上別府 ユ キ 議員 

   ７番  森 山   大 議員      ８番  新 改 秀 作 議員 

   ９番  平八重 光 輝 議員     １０番  有 川 美 子 議員 

  １１番  古 田 昌 也 議員     １２番  岸 良 光 廣 議員 

  １３番  上久保 澄 雄 議員     １４番  川 口 憲 男 議員 

  １５番  柏 木 幸 平 議員     １６番  宮之脇 尚 美 議員 

 欠席議員（なし） 

 

○出席した議会職員は次のとおり 

  早 﨑 行 宏  事 務 局 長    神 園 大 士  議 事 係 長 

 杉 元 大 輔  議 事 係 主 任 

 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

  上 野 俊 市  町     長    角   茂 樹  副  町  長 

  中 山 春 年  教  育  長    富 満 悦 郎  総 務 課 長 

  大 平   誠  総合政策課長    小野原 和 人  行財政改革管理監 

  垣 内 浩 隆  財 政 課 長    松 山 和 久  町民環境課長 

  山 口 良 浩  農 林 課 長    山 口 泰 徳  さつまＰＲ課長 

  米 丸 鉄 男  産業支援・定住対策監    原 田 健 二  建 設 課 長 

萩木場 一 水  消 防 長    西   一 樹  消防総務課長 

藤 園 育 美  教育総務課長    井手口   勉  学校教育課長 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 一般質問 
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△開  議  午前９時３０分   

○宮之脇尚美議長   

 おはようございます。ただいまから、令和７年第１回さつま町議会定例会第２日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、配布してあります議事日程のとおりであります。 

 

△日程第１「一般質問」   

○宮之脇尚美議長   

 日程第１「一般質問」を行います。 

 一般質問は、一問一答方式となっております。質問時間は答弁を含めて６０分とし、質問回数

の制限はありません。質問通告に従って、発言を許可します。 

 まず、１１番、古田昌也議員の発言を許します。 

〔古田 昌也議員登壇〕 

○古田 昌也議員   

 改めまして、おはようございます。 

 令和７年１回目、任期最後の一般質問をさせていただきたいと思います。 

 何回やっても本当に慣れず緊張しておりますが、よろしくお願いいたします。 

 通告に従い、１回の質問をさせていただきます。 

 公共施設の在り方についてでございます。 

 令和６年１２月議会において、宮之城文化センターの大規模改修に対しての反対質問がありま

した。 

 その質問に対して町長は、現在、進行中の調査結果を待つことを踏まえて、近年の物価高騰や

県体育館の事例を挙げ、様々な角度から検討の必要性を示唆しました。具体的な検討を指示して

いるのか、お聞かせください。 

 続いて、地域防災体制の在り方についてであります。 

 本町の消防本部は、国が定める職員の充足率が約６０％である。消防団は定員に１９人足らな

いのが現状であるが、この人員不足に関して、どのように考えているのか。 

 また、高齢化や近年の異常気象などで、救急搬送が増加している。安心安全なまちづくりを目

指すために、体制づくりは急務と考えるが、町長はどのように考えているのかお聞かせください。 

 通告に従い、１回目の質問を終わります。 

〔古田 昌也議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 おはようございます。 

それでは、古田昌也議員からの質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の「公共施設の在り方について」でございます。 

 先の１２月議会、また施政方針の中でも、文化センターの大規模改修につきましては、

「地質調査等の結果や物価高騰、本町の抱える人口減少問題などを踏まえて、総合的に判断す

る」と申し上げてきたところであります。 

この問題につきましては、庁舎内で組織する「文化施設建設検討委員会」に対し、昨年

１０月に既存杭や地質調査の実施など、文化センターの大規模改修に関連し、多方面から協議す

るよう指示したところでございます。 
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これまで、代替施設として使用しておりました薩摩農村環境改善センターと鶴田中央公民館

で、空調などの故障が相次ぎましたので、今後の修繕見込みをはじめ、昨今の建設資材などの物

価高騰による県内の入札事例など、中間報告を受けたところであります。 

現在、地質調査を実施中でございますので、その結果を基に周辺環境の整備や補強の必要性

など、新たな課題を調査・検討するよう指示しているところでございます。 

また、令和５年に試算しました大規模改修に係る概算費用につきましても、大幅に資材費や

物価が高騰しておりますので、再度、試算し直すよう指示しているところでございます。 

次に、２点目の「地域防災体制の在り方について」の御質問でございます。 

消防本部の職員定数は、さつま町定員管理計画により町全体の定員管理下に置いております

けれども、令和４年に定数を４８名から５名増の５３名に増員し、火災・救急・救助出動などの

ほか、様々な業務に従事しているところでございます。 

総務省消防庁告示による「消防力の整備指針」により、市町村はこの指針に定める施設及び

人員を「目標」として整備することとされているところでございます。 

常備消防におきましては、現に整備されている車両の運用に必要な人員、予防査察や総務事

務等に必要な人員などを元に算定され、これによりますと、議員の言われるとおり本町は定数

ベースで６３％の充足率となっているところであります。 

県内の消防本部の状況を見ますと、平均充足率は６９．８％で、整備指針どおりの人員を配

置している本部はなく、消防本部全体で見ますと２０本部中、高い方から１３番目、本町と同じ

単独消防本部で比較しますと、１１本部中、７番目となっているところでございます。 

非常備消防におきましても同整備指針により、「地域の実情に応じて必要な数」とするよう

定められており、人口減少や団員現在数などを参考に、令和６年４月にこれまでの４５２名から

３９９名に定数を改正したところでございます。 

消防本部の態勢につきましては、これまでも現在の人員において増加している救急出動など

をはじめとした災害対応に支障をきたすことがないよう、適正に配置し業務にあたっているとこ

ろであります。 

 消防団におきましても、地域防災には欠かすことのできない組織でありますことから、団員の

災害活動を補完する消防災害支援隊あるいは、自主防災組織と連携を図って活動しているところ

でございます。 

また、これまで様々な団員の処遇改善を図り、団員の皆様が活動しやすい環境整備に努めて

まいりましたが、今後も消防後援会や区公民館長等と連携を図り、定数に達するよう団員確保に

努め、様々な災害に適切に対応してまいりたいと考えているところであります。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○古田 昌也議員   

 回答いただきました。 

 再検討の指示をした。再検討するのであれば、検討委員会の報告は何だったのか、お聞かせく

ださい。 

○中村 英美社会教育課長   

 文化施設建設検討委員会の報告についての御質問でございますけれども、文化施設建設検討委

員会につきましては、令和５年１月から令和６年１月の報告まで、３回の会議を開催していただ

きまして、宮之城文化センターの整備の方向性につきましては、大規模改修が望ましいと御意見

をいただいたところでございます。 

 町としましても、大規模改修に向けて令和６年度から予算を計上してきたところであります。 
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 一方で、既存杭や地質の健全性に対する御意見、代替施設の多額の修繕など、文化施設建設検

討委員会では、想定されていなかった事項が出てきておりましたので、庁舎内の委員会を開催し

たところでございます。 

○古田 昌也議員   

 そういうことでありましたら、再度、検討委員会は再開するのかどうか、お聞かせください。 

○中村 英美社会教育課長   

  文化施設建設検討委員会の再開についてでありますけれども、その予定につきましては、予定

はしていないところでございますけれども、検討してきた結果につきましては、今後、委員の皆

様へ説明する機会を設けたいと考えております。 

○古田 昌也議員   

  それでしたら、検討内容についてなのですが、それは検討する内容は主に費用面なのか、それ

とも改修の内容なのか。どっちのお考えなのか、お聞かせください。 

○中村 英美社会教育課長   

  検討内容についての御質問でございますけれども、既存杭や地質の健全性に対する取組、さら

には、薩摩農村環境改善センターや鶴田中央公民館の空調等の故障が発生し、今後も設備修繕の

必要が見込まれましたことから、全庁的な検討委員会に諮り、協議を進めたところでございます。 

 またその中で、昨今の物価高騰による県内の状況など、事業費についても議論となったところ

でございます。 

○古田 昌也議員   

  そういった県内の状況とかを見てから、１２月議会で県体育館の事例を出して比較したのか、

そこの関係をお聞かせください。 

○中村 英美社会教育課長   

  昨年、鹿児島県や鹿児島市が発注しました事業が建設資材や人件費等の高騰により、入札不調

となっており、建設費が想定以上に高騰してきております。 

 文化センターの大規模改修も同様に事業費が高騰することが見込まれまして、現在試算してい

る事業費も見直しが必要と感じておりましたことから、先般、そういう鹿児島県の体育館を事例

に出して、申し上げられたところだと思います。 

○古田 昌也議員   

  そういった費用が掛かるなら、検討内容に稼げるような施設の組み方をするような検討をすれ

ばいいかと思うのですが、そういったところは考えないのかお聞かせください。 

○中村 英美社会教育課長   

  稼げる施設ということでございますけれども、現在、ホール・事務所棟ともに文化、芸術活動

を行う現状の建物を基本とした施設の改修で計画をしているところでございます。 

○古田 昌也議員   

  そういったところの改修を検討している、計画しているところでしたら、提案理由になるので

すが、最近、国でも重視されているデータセンターなどの併設など、そういったかたちの検討と

いうのはしていないのでしょうか。 

○中村 英美社会教育課長   

  データセンターなどの併設の考えは、ということでございますけれども、データセンターにつ

きましては、大都市圏の補完・代替するデータセンターを地方に設けるための事業のようでござ

いますけれども、整備に関する検討については行っておりませんので、研究が必要と考えている

ところでございます。 
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○古田 昌也議員   

  でしたら、防災拠点施設などの用途拡大などは考えていないのか、お聞かせください。 

○中村 英美社会教育課長 

  防災拠点施設としての用途拡大についても必要性、それから機能を含めて検討が必要と考えて

いるところでございます。 

○古田 昌也議員   

  と言いますのも、費用面、その他もろもろが、物価高騰であったりとか、そういったかたちで

上がっているということは、稼げる施設というのは重要視されるべきだと思います。 

 ですから、データセンターであったり、防災拠点施設としての併用、その他もろもろ考えてい

きたいなということを提案というか、お聞きしたところであります。 

 根本的なことを再度お聞きしますが、そもそも文化センターは、生涯学習の教室の開催など、

住民にとって重要な施設だと、僕は考えているのですけれども、それはどういうふうにお考えか

お聞かせください。 

○中村 英美社会教育課長   

  ホールについては、文化の拠点施設として、事務棟については、パソコン教室や宮之城人形制

作など、生涯学習の場として、活用をしてきたところでございます。 

 議員御指摘のとおり、重要な施設ではございますけれども、令和７年度以降、利用ができませ

んので、他の公共施設に活動拠点を分散して対応するよう計画をしているところでございます。 

○古田 昌也議員   

  そういうことは、重々承知しているところなのですが、端的にいうと、文化センターはさつま

町にとって必要ですよね。そこはどうお考えなのか、お聞かせください。 

○中村 英美社会教育課長   

  大規模改修の方向性を受けて進めてまいりましたけれども、町議会からも地盤の安全性につい

ての申入れを受けまして、地質調査を現在行っておりますので、その調査結果や物価高騰、本町

の抱える人口減少問題などを踏まえて、総合的な判断が必要であると考えております。 

○古田 昌也議員   

  わかりました。 

 ちょっと、僕の考えなのですが、僕が考える公共施設の在り方は、民間で運営管理が厳しく、

採算がとりにくい、周辺地域に住む方々のために低価格で利用できる重要なサービス施設だと考

えております。 

 確かに、今まで利用目的が限定された施設が多くて、利用者が少ないため「無駄だ」との声も

聞こえるのが現状だと思います。 

 「無駄だ」との声が聞こえるのであれば、総合的に使える施設に改装、また、維持管理費、そ

の他もろもろの費用を稼げる仕組みを併用した、例えば、先ほども言いましたデータセンターな

どの誘致を検討するなど、それも難しいのであれば、先ほども言いました防災施設の総合施設の

併用や例えば、運動合宿などの周辺の施設の併用等も考えることができると僕は思っております。 

 一番問題視される費用面なのですが、前日髙町長が約１２年間、そして、当時の執行部の方々

が公共施設の未来に対しての在り方を考えて、それを危惧して、文化施設建設基金で約２２億

９,０００万円、また、これは別になるかもしれませんが、公共施設整備基金で約１５億

４,０００万円という大きな基金を残してくれているのです。このような理由で、必ずいろんな

調査結果、その他もろもろという考え方はあるかもしれないですけれども、やはり僕はこういっ

た理由もあって、文化センターなど公共施設の改修は必ずするべきだと考えております。 
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 その点について、町長はどういった考えをお持ちなのかお聞かせください。 

○上野 俊市町長   

  文化センターの関係等についてでございますけれども、私自身、一定規模の定員を収容できる

ホールを兼ね備えた施設というのは必要だと思っているところでございます。 

 しかしながら、この大規模改修の検討を始めたこの数年間におきまして、これらを取り巻く状

況が大きく変化してきていると考えているところであります。 

 今、地盤の調査も含めてでございますけれども、県の体育館の建設につきましても三百四,五

十億円を予定したのが、５００億円ということで、金額面でも大きく変わってきているところで

あります。 

 そのようなかたちで大きく変化するなかで、改めてやはりしっかりと将来を見据えた判断を、

また、しなければならないと、改めて今感じているところであります。 

 さつま町には、大きな公共施設等も多数ございまして、やはりそれぞれ旧町時代に抱えていた

施設、それぞれ役割を果たしてきたものと思っているところでございますけれども、これが

１０年後、２０年後、このままの状態では維持できないという時代が必ずきますので、これは整

理等をしていく必要があるということで、今、庁舎内の中でもこの個別施設計画に基づいて、施

設の機能サービスの質を維持しながら、これを適正な配置に変えていくというような議論も進め

ているところでございます。 

 議員の言われることについては、十分把握しているつもりでございます。 

 そのようなことで、私は今後、そういうかたちで進めていきたいと思っているところでありま

す。 

○古田 昌也議員   

  いろんな考え方、人口減少問題、そういうことで、箱物ということで、すごく議論になるとこ

ろだと本当に思うところでもあります。 

 ただやはり、なぜ、その施設が必要なのか。根本的に、本当に将来、子どもたち、その他もろ

もろが伝統文化を継続する方々の発表する場、または会議、その他もろもろが、人が集まれる場

ということで、公共施設というものは重要視されると僕は考えております。 

 そういった方々のために、それは行政の責任をもって、さつま町、行政の責任だと僕は本当に

思っていますので、確かに赤字であったり、金額が大きいところはありますが、そこはそういっ

たところも踏まえて、十分、考慮していただきながら検討していただきたいと、そこを強く要請

して次の質問に移りたいと思います。 

 消防関係なのですが、ちょっと疑問なのですが、そもそもなぜ職員の定員管理に消防職員の数

も含まれているのか、お聞かせください。 

○富満 悦郎総務課長   

  職員の定員管理につきましては、自治体の行財政運営を適正に行うため、全体の職員数を計画

的に管理する制度ということでございます。 

 この定員には、一般行政職だけでなく、消防など特殊な職種も含めて管理することが原則とな

っております。 

 消防職員につきましても、地方公務員法に基づく、地方公務員でございます。自治体の職員と

して、給与・人件費を適切に管理する必要があるところであります。そのため、総務省の指針や

ほかの自治体の運用と同様に、自治体全体の職員の定数の中に、その枠を確保しつつ、消防職員

を含めて管理しているところでございます。 

○古田 昌也議員   
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  そもそもそういった管理をしているのであれば、職員の数は減りますし、消防職員の数も減る

ばかりでどうしようもなくなってくると思うのですが、その点についてはどうお考えなのか、お

聞かせください。 

○富満 悦郎総務課長   

  消防職員につきましては、住民の安全、安心を確保する上で、極めて重要な役割を担っており

まして、他の行政分野とは異なる特性を有していることは、十分認識しているところでございま

す。 

  この定員管理計画のなかでは、こうした消防の特殊性を踏まえまして、必要な人員を確保しつ

つ、業務の効率化や広域連携の活用なども組み合わせることで、持続可能な消防体制を維持する

こととしております。これらの取組を進めることで、単に消防職員を減らすことではなく、必要

な人員を適切に確保しながら、住民サービスの維持・向上を図ってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

○古田 昌也議員   

  わかりました。 

 確認なのですが、消防本部の勤務体系はどのようになっているのでしょうか。お聞かせくださ

い。 

○萩木場一水消防長   

  現在、職員は５０名おりますが、日勤者が１０名、隔日勤務者が４０名となっているところで

あります。 

 日勤者につきましては、現場活動の署員が不足することがないように、消防長以下の管理職や、

係長の一部、並びに行政職員となっております。隔日勤務者の４０人につきましては、指令セン

ターに関係する職員が６人、現場に出動する消防署員として３４人を２部隊、各１７人としてお

りまして、最低当務人員１０人を確保しながら２４時間の２交代制で勤務をしているところでご

ざいます。 

○古田 昌也議員   

  その勤務体系に、年齢や役職などは関係しているのでしょうか。お聞かせください。差はある

のか。 

○萩木場一水消防長   

  行政職以外の消防職員につきましては、階級によって、その職務がおおむね決まっているとこ

ろでございます。 

 また、その階級については一部を除き、それぞれの階級の昇任試験に合格することが必要とな

ります。 

 役職については、さつま町消防本部の組織等に関する規則、それからさつま町消防署の組織等

に関する規程により、それぞれ規程されているところでございます。 

 消防の組織としては、まずは階級による職務が前提となっておりまして、階級が同じであれば、

消防歴、それから昇進歴、年齢などを考慮しながら役職が与えられることになっているところで

あります。 

○古田 昌也議員   

  それは、鹿児島県全体でそういうふうになっているのでしょうか。そこをお聞かせください。 

○萩木場一水消防長   

  県警などのように、県全体で決まっているわけではありませんが、消防は、各市町によって、

責任を果たすこととなっているところであります。 
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 そのことから、各消防本部、消防局でそれぞれ決められているものと認識しております。 

○古田 昌也議員   

  なぜ、こういうことを聞くかと言いますと、消防職員の方々、救急搬送の関係であっても、命

に係わる仕事をしていただいていると認識しています。 

 ですから、勤務体系とか、適切にできているのかどうか、というのを聞きたかったのです。 

 でも、今の話を総合的に聞いてみると、人員不足ではないかと感じるところがあるので、やは

り国が定めている定数にするべきではないかと考えるのですが、その点はどのように考えていま

すか。お聞かせください。 

○萩木場一水消防長   

  先ほど、町長の答弁にもありましたけれども、現在の人員におきましても、災害対応に支障を

きたすことがないように、適正な人員配置に今努めているところでございますが、定数につきま

しては、他の消防本部の現状とか、職員の育休・産休制度、並びに定年延長、職員の勤務体制な

どを考慮しながら、検討をしてまいります 

○古田 昌也議員   

  そこらへんの検討というのは需要だと思いますので、ちょっとそういうかたちで考えるのであ

れば、現在、救急搬送が増加していると聞きましたが、保有している救急車というのは、３台持

っているのですが、３台とも出払って１台もないという状況は実際あるのかどうか、お聞かせく

ださい。 

○萩木場一水消防長   

  救急搬送が増加しているということのまず一点目ですけれども、救急件数につきましては、令

和４年が１,１５５件。それから令和５年が１,１９８件で、４３件増加しております。令和６年

は１,１９４件で、前年からすれば４件の減少となっております。 

 それからもう一点の救急車が３台とも出動した件数でありますけれども、令和４年に４５回、

令和５年に２９回、令和６年では４４回発生しているところでございます。 

○古田 昌也議員   

  ということは、その頻度は月に何回ぐらい起こっているのでしょうか。お聞かせください。 

○萩木場一水消防長   

  令和６年に４４回ということでありましたが、１回もない月もあれば、８回あった月もござい

ます。平均すると月４回ということになっている現状でありますが、特に、夏場と冬場が多くな

る傾向にあります。 

○古田 昌也議員   

  ということは、もし救急車が出払っていない時に、要請があった場合はどのように対応してい

るのか、お聞かせください。 

○萩木場一水消防長   

  一般的な対応としましては、通報者に救急車が全て出動中であること、消防車で一旦出動する

ことをお伝えしながら、御自身で病院受診が可能であれば病院紹介を行い、御自身での受診を依

頼し、不可能であれば救急車が出払っておりますので、ポンプ車などの消防車で簡単な観察資機

材を持参して出動しているところでございます。 

 この場合は、非番や週休などの職員を招集するなどして対応することになりますけれども、当

本部の消防吏員は全員が救急隊員の資格を有する職員でございます。消防車での傷病者は搬送で

きませんので、出動中の救急車が傷病者を病院に収容後に４件目として、現場に出動させている

ところであります。 
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 出動に時間を要するようであれば、隣接総合応援協定により、薩摩川内市の消防局、それから

霧島市の消防局、伊佐湧水消防組合など、隣接に応援要請をするようにしているところでござい

ます。 

○古田 昌也議員   

  近隣のところで、そういった対応ができていると聞いて、少し安心したところであります。 

 例えば、そういうところで地域の消防団員などに、資格を保有していると聞くこともあるので

すが、そういった方々との連携などは取られているのか、お聞かせください。 

○萩木場一水消防長  

  消防団員との連携についての御質問であります。 

 消防団活動中に災害現場に居合わせた時には、連携することもあろうかと思われます。平時の

救急出動等での連携につきましては、行っていないところでございます。 

 ただ、今回、指令センターが開設されましたので、新たに導入した映像配信システム。これを

活用しながら消防団員だけではなく、一般の方々にも応急手当を実施していただけるように活用

を図っていきたいと考えているところでございます。 

 併せまして、普通救命講習をはじめとした救急講習を実施しておりますので、この応急手当の

普及啓発にも取り組んでいるところでございます。 

○古田 昌也議員   

  そういった映像配信システムであったりとかというのは、広く皆さんに知っていただくような

活動をしていただきたいなと思います。 

 ちょっと先の話をしたいのですが、今、現在さつま町は、高齢化率が約４２％。しかも近年の

異常気象などで救急搬送が増加しております。実際、こういった現状を踏まえ、先のことを考え

て、このような状態でも町民の安心・安全な暮らしを確保できているのか、どうかということを

お聞かせください。 

○萩木場一水消防長   

  救急搬送が増加するなかで、町民の安全・安心な暮らしを確保できているかというような御質

問でございます。 

 現在の消防体制におきましては、救急出動の増加に伴い、先ほど言いました「隣接総合応援協

定」で、近隣消防本部へ応援出動を依頼した事例は近年ではないところではありますけれども、

長期研修や、それから育休、それと突発的な疾病などで、当務人員が不足した場合は、休務者の

休みを調整するなどして最低当務人員を確保しながら災害対応に支障がでないように、消防体制

を維持しているのが現状でございます。 

○古田 昌也議員   

  ということは、完全な人員不足ではないかなと思うところがあって、国の充足率を１００％に

していただきたいなと思いが強くなったところではありますが、大体のことは理解できました。 

 ちょっと言いたいことがあるのですが、本町は消防団、消防協力隊の方々、消防本部の方々の

おかげで火災は本当に減少しております。昨年が１３件で、今年が９件でしたか。４件の減少で、

火災が本当に少なくなってきております。 

 しかしながら、先ほども言いましたが、高齢化や異常気象などで救急搬送が増加しているのも

現状で、１日に平均３.３回の出動。本当に先ほどもお伺いしましたように、救急車が１台もい

ないということが４５回発生しているということでありました。そこに、南海トラフ地震、大災

害が起こり得る可能性もあることは確実なことだと思っております。そのことを考えると、地域

防災の要である消防団の方、また消防本部職員の重要性というのは、欠かせないことだと僕は本
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当に考えております。だからこそ、日々の準備、対策は必要で、特に人員の確保は最重要課題だ

と思っております。だからこそ、こんなことができるかどうかわかりませんが、職員定員管理か

ら消防職員を外して、消防職員のみの定員、国の定める定員を１００％にもっていく。これが最

大の備えじゃないのかなと思っております。 

 また消防団の１９名足らないところ、数がどんどん減ってきておりますが、町長をはじめ、皆

様のおかげで、環境が整備され、つきやすくなっている環境もありますので、そこらへんを考え

ながらこそやるべきだと思います。そういったかたちで定数管理を考えると、役場職場の定員も

若干なり増え、様々な災害対応、職員の災害対応などもできるのではないでしょうか。 

 是非とも、さつま町に住む方々の安心・安全で過ごせるまちづくりを考え、定員管理、また勤

務体系の命を預かっているというかたちで、そういった勤務体系の確立などをしていただくよう

に強く要請したいと思います。 

 ちょっと早いですが、僕の一般質問を終わります。 

○宮之脇尚美議長 

 以上で、古田昌也議員の質問を終わります。 

 次は、３番、上囿一行議員の発言を許します。 

〔上囿一行議員登壇〕 

○上囿 一行議員   

 おはようございます。 

 それでは、１回目の質問をいたします。 

 通告いたしましたように、求名区では、町道に隣接したむかしの商店街ですが、不在家屋が危

険な状態で５軒ほど現存しております。 

 いずれも家屋は年数を経過しております。 

 うち２か所は、危険の表示と道路に三角錐が置いてあります。おそらく、町が設置したものと

思います。危険の表示、家屋の撤去は、住宅の持ち主がするべきと思いますが、便宜上といいま

すか、道路が町道である為、町が設置したと思います。 

 歩行者あるいは、車等での町道を通行中に家屋全体の崩壊、また看板、屋根瓦等が落下してケ

ガ、死亡等の災害を被った時に、誰が補償するのか。これには、自然、地震、台風、原因は多く

あると思われます。 

 １回目の質問を終わります。 

〔上囿 一行議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、上囿一行議員からの「町道沿いの不在住宅の取扱いについて」の御質問にお答えい

たします。 

 はじめに、不在状態が長期化した住宅の特徴としては、適切に管理されず放置され、損傷が著

しく、例えば、台風で屋根材などが飛んだり、地震により倒壊する危険性が高くなる場合があり、

ごみの散乱や外壁の破損、ねずみやシロアリなどの害虫が大量発生するなど、衛生上、また景観

上の問題をもたらす恐れがあります。 

 そのため、不在住宅の維持管理につきましては、安心・安全なまちづくりにおいて非常に重要

な課題であり、地域社会の活性化や防災対策にも直結しているものと思うところであります。 

 国のガイドラインでは、不在住宅の中で１年以上住んでいない、もしくは、使われていない建

物を空き家と定義づけられており、年間を通して人の出入りの有無や水道・電気・ガスの使用状
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況などから総合的に見て、空き家がどうかを判断することになります。 

 本町では、空き家法に基づき、「さつま町空き家等の適正管理に関する条例」を制定いたしま

して、空き家問題の解決に向けて取り組んでいるところであります。 

 空き家の管理につきましては、所有者等の責務が前提としてありますので、これまで対応して

いる空き家については、初期段階としての現地調査や所有者調査を行い、情報提供と適正管理を

所有者に連絡するとともに、町内の解体業者の紹介や危険家屋解体撤去補助事業の案内なども行

っているところであります。 

 また、用途を決めないままに放置されることがないようにすることが重要でありますので、空

き家の有効活用や空き家バンクへの登録についても所有者へ向けて情報発信しているところです。 

 御質問の町道隣接の不在家屋への対応につきましては、空き家法・空き家条例に基づく緊急安

全措置の対策としてではなく、あくまで道路法第４４条の２に基づき、道路の安全性と機能確保

のために行う緊急安全措置の前段階の対応事例であると御理解いただきたいと思います。 

 現在、町で対応しております空き家対策に関しては、個々の具体の事案に対し、その物的状態、

それから悪化影響の程度、危険等の切迫性から判断いたしまして、他の法令による措置を講じて

いるところであります。 

 このような措置を行っている箇所にあっては、経過観察中ではございますけれども、令和５年

の空き家法の改正により、「管理不全空家」が新設されたことに伴いまして、特定空家となる前

の段階における対応が可能となったところでございます。 

このようなことから、空き家の状態や周辺の生活環境に及ぼし得る影響の程度を踏まえまして、

個別に行政指導であります「指導」、「勧告」を行ってまいります。 

さらに、状態が改善されず「特定空家」に該当することとなった場合につきましては、強い

公権力の行使となる「命令」及び「行政代執行」などの必要な措置を講じていかなければならな

いと考えているところであります。 

 以上のように、空き家対策につきましては、多面的・段階的に状況に応じた対応が必要でござ

います。 

関係する係と連携を密にし、所有者への支援、危険家屋の見極め、空き家の有効活用など、地

域との連携を図りながら、これについては努めてまいたいと考えているところであります。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○上囿 一行議員   

 内容につきましては、十分承知いたしました。 

 町内には、このようなケースが全体で何軒おありですか。 

○松山 和久町民環境課長   

 御質問の件につきまして、細かい分析はまだできていないところではございますが、以前行っ

た調査で、利用可能な空き家を含めて全体で２,５００軒程度との結果でございます。 

 そのうち、廃屋等で利用が困難な空き家は３００軒程度との記録があるところであります。 

〇上囿 一行議員   

 廃屋といいますか、そういったものが先ほど申しましたが、町道に隣接しているのが５軒と申

しましたが、こういうケースが３００軒、求名区のもほとんどが廃屋でございますので、

３００軒ほどということですね。 

 現在、このような家屋を撤去するときに町から助成金がいくらぐらいでるものですか。 

○原田 健二建設課長   

 町からの助成金の御質問でございます。 
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 本町には、町内の危険家屋の解体及び撤去に係る経費の一部を予算の範囲内において、助成す

るという「危険家屋解体撤去補助制度」がございます。 

 補助金の概要でございますけれども、危険度判定を行いまして、３０万円以上の補助対象工事

の３分の１、補助対象工事というのが、居住部分以外の解体処分費用を除くものでございます。

これの上限２０万円で補助するという制度でございます。 

 さらに、危険度判定によりまして、特に危険度が高いものにつきましては、上限を４０万円と

しているところでございます。 

○上囿 一行議員   

 補助金が、３０万円以上の３分の１、あるいは２０万円、上限が４０万円とか、それのおそら

く３分の１の助成ということでございますが、私これ詳しく調べたわけではないですが、「こう

いう解体をする時に、いくらぐらいいるのか。」と問合せをいたしましたら、以前は２００万円

内外で１軒あたり、家の大きさにもよりますが、おおまかですね。２００万円前後で行っていた

が、現在は５００万円ぐらい撤去にかかるということです。 

 ３０万円以上の３分の１で、上限２０万円。これが多いか少ないかというのはわかりませんが、

そこのところもまた加味していただきたいと思います。 

 このままの状態でおそらく撤去がなされないのには金額が相当係るから解体・撤去依頼しづら

いといって放置してあると思われます。このまま危険な状態で、ずっと放置していく考えなので

すか。町道に設置、屋根瓦などが町道の線を超えてきておりますから、そういったところの状態

しか私は申し上げませんが、このままの状態でずっと放置していく考えか、あるいはまた、所有

者の方とされて、行政代執行と先ほど言われましたが、こういうことをやる考えはないのか、そ

このところを教えてください。 

〇松山 和久町民環境課長 

 お尋ねのこの危険な状態でずっと放置していくのか、とのことでありますけれども、空き家に

ついては、家屋の管理は所有者または管理者が行うことが基本であると考えており、危険な状態

にある場合もその所有者に改善の指導を行っていかなければならないと考えております。 

 所有者が不明な場合につきましては、空き家法の規程に基づき、利用可能な行政情報を使いな

がら調査を行い、所有者を特定しながら改善の指導に努めてまいります。 

〇上囿 一行議員 

 なるべく早く所有者の方と協議し、指導していただきたい。そう思います。 

 「もし」と言ってはなんですが、道路上で災害が起きた場合、これはどちらの補償といいます

か、責任になるわけですか。 

 私、法律的なことがわかりませんのでお尋ねしますが、そういう被害を被った時に、どちらの

方の補償になるのか、教えてください。 

〇原田 健二建設課長 

 空き家の管理不全から生じた事故の責任についての御質問かと思います。 

 具体的ケースにより異なるところでございますけれども、所有者であったり、管理者、それか

ら地方公共団体のそれぞれの責任が問われる可能性があるということになります。 

 これにつきましては、民法や空き家等対策推進に関する特別措置法等に基づいて、判断される

ことになるということで認識しているところでございます。 

〇上囿 一行議員 

 今、お尋ねしました件、よく分かりました。 

 その補助で実施できない状態であるならば、条例の見直し、また町道に隣接する家屋には補助
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制度の見直し、あるいは公的資金で一旦実施して、相続権者に分割で支払ってもらう方式、ある

いは家屋全体を覆うようなネットをかける、そのときも必要経費は、関係者に支払ってもらう、

方法はいくらでもあると思われます。危険な状態が発生してからでは遅すぎます。真剣に早く取

り組んでいただきたい。そういうふうに思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

○宮之脇尚美議長 

 以上で、上囿一行議員の質問を終わります。 

次は、１番、新改幸一議員の発言を許します。 

〔新改 幸一議員登壇〕 

○新改 幸一議員   

 おはようございます。 

 ３番目の一般質問に入るわけですが、一般質問の通告書に入る前に一つだけ、町民の方から

「是非、伝えていただきたい」ということがございましたので、感謝の気持ちを込めて伝えます。 

 それは、今回、教育委員会で実施されました学校備品の無償譲渡の関係についてでございまし

た。無償譲渡された町民の方で、「こんな有難いことはない」と、喜んでいらっしゃいました。

「御礼を言ってくれ」ということでございました。 

 私もその方の家に行ってみましたらロッカーを１つ、それから椅子を１つ、無償譲渡していた

だいたということで、そのロッカーを自分でペーパーをかけて、またペンキできれいに塗り直し

て新品同様にして自分の家に設置しておられました。 

 その中には、農作業用具、雨具などを入れて、「ほんに、よかもんをいただいた」ということ

で、感謝の気持ちを言われました。そのことを是非、教育委員会の方々に御礼を言ってください

ということでございました。 

 そういう流れのなかで、我々のスマホにも入ってきましたが、予定よりも早く無償譲渡が済ん

だという報告もありました。その方が言われるには、当日は朝早くから１時間半前から並んで、

おそらく２００人ぐらいはいらっしゃったのではないかというような話をされました。 

 そういうことを聞いたときに、できれば今、会期中でもいいですので、備品無償譲渡について

の総点数、どれぐらいの、いろんな無償譲渡の備品のあれもあったと思うのですが、実際、名前

を書いて順番で「これが欲しい」という流れで無償譲渡されたと聞いておりますので。 

○宮之脇尚美議長 

 新改幸一議員に申し上げますが、通告外のお話ですので、極力短くお願いします。 

○新改 幸一議員   

 報告書を今、会期中でいいですので、書類で我々議会の方にもいただきたいということを要請

しておきたいと思います。よろしくお願いします。 

 それでは、通告いたしました私の一般質問でございますが、「将来の土地改良区の運営につい

て」ということで、農林水産省は、土地改良区の運営見直しや、農地改善事業の農家負担なしへ

の要件見直しなど、時代の流れに沿った考え方で農地の基盤整備や農道整備などを円滑に行うた

めの土地改良法改正案を通常国会へ提出するとしております。 

 さつま土地改良区も、組合員の高齢化が進み、土地持ち非農家が増えつつあります。行政と土

地改良区は、ますます連携を取って、両輪のごとく基幹産業「農業」を守っていく必要があると

考えております。 

 地域社会の維持と農村政策の理念を新たに含めた改正法を踏まえ、将来の農業と土地改良区の

運営をどのように推進されるのか、町長の見解をお聞きしたい。 
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 １回目の質問といたします。 

〔新改 幸一議員降壇〕 

○宮之脇尚美議長 

 ここでしばらく休憩します。再会は、おおむね１０時４０分とします。 

 

休憩 午前１０時２６分 

 

再開 午前１０時４０分 

 

○宮之脇尚美議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、新改幸一議員からの「将来の土地改良区の運営について」の御質問にお答えいたし

ます。 

 さつま土地改良区につきましては、平成１８年１２月２０日、旧宮之城町・旧鶴田町・旧薩摩

町による新設合併により設立されたところであります。 

新改幸一議員におかれましては、合併前の平成１７年４月から理事、平成２５年４月からは理

事長として１９年１１か月との長きにわたり、御尽力いただいているところでございまして、改

めて敬意を表するところであります。 

 さつま土地改良区は、現在、関係面積１,７１７ヘクタール、組合員４,０７４名となっている

ところでございまして、主に土地改良事業で整備しました賦課金の徴収及び改良区内の土地改良

施設の維持管理を通じまして、「国の基礎である農業」を下支えしていただいているところであ

ります。 

国におきましては、若者や女性が意思決定に参加しやすくするため、年齢や性別に配慮し理

事を選任する仕組みや、オンライン総会も可能にする土地改良区の運営見直しを土地改良法改正

案に盛り込むとしているところでございます。 

さつま土地改良区におきましては、組合員の高齢化、それから高齢化に伴う、役員のなり手不

足、組合員の代替わりによる土地持ち非農家の増加と農地の荒廃化また、土地改良区への理解が

得られず賦課金の徴収に苦労されているということもございます。このような課題があるとお聞

きしているところであります。 

これらの課題につきましては、さつま土地改良区だけではなく、県内及び全国の土地改良区で

も同様な問題があると考えているところであります。 

さつま土地改良区におきましては、以前のように区画整理事業などを連携して行う事業がない

ことから、事業の促進、換地等の連絡調整の必要性は少なくなっているものと考えておりますけ

れども、これまでの事業費の償還や改良区内の農業用施設の維持管理等に今後も中心となって、

その役割を担っていただきたいと考えているところであります。 

また国におきましては、「農地耕作条件改善事業」で農地中間管理機構、農地バンクでござい

ますけれども、これを通じた農地集積を前提に、５ヘクタール以下でも農家による費用負担なし

での事業を実施出来るなど、要件を見直すとしているところでございます。 

今後も農家の御意見、御要望を聞きながら５ヘクタール以下の小規模面積での新たな農地整備

の導入につきましても、積極的に取り組んでいきたいと考えているところでございます。 
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〔上野 俊市町長降壇〕 

○新改 幸一議員   

 答弁をいただきました。 

 確かに、町長の答弁のとおりでございまして、さつま土地改良区も１２月２０日で合併２０周

年を迎えます。 

 そういう流れのなかで、これから先どんな運営をやっていったらいいのかと考える１人でござ

います。 

 いろいろ質問したい流れのなかに、最初に財政課長にお聞きいたしますが、令和７年度の一般

会計のなかでの地方交付税の中に、令和７年度は４３億９,８７５万５,０００円地方交付税で計

上してあるようでございますが、この、国が示す算定基礎の基準の中に農家戸数、あるいは、さ

つま町の農地に対する算定基準含めて、どれぐらいの地方交付金が計上されているのか、わかっ

ていればお知らせいただきたいと思います。 

○垣内 浩隆財政課長   

 令和６年度におきます普通交付税の需要額ということで、お答えさせていただきたいと思いま

す。 

 普通交付税の基準財政需要額の中に、個別算定経費といたしまして、農業行政費とあります。 

 こちらにつきましては、農家戸数を測定単位とするものでございますが、算定根拠の中には、

農地面積、あるいは農道延長、こういったものも含まれております。 

 農業行政費全体の基準財政需要額としては、令和６年度では２億１４８万円という数字が算定

されております。 

○新改 幸一議員   

 ２億円ちょっとのこういう地方交付税があるということでございます。 

 今後の土地改良区運営については、行政から８００万円運営補助金をいただいております。大

変、有難いです。 

 そういう流れの中で、町からの運営補助金と先ほど町長の答弁にもございました土地改良区は

実際、今、賦課金をかけております面積が１,８００万円ぐらいです。農家からの負担をいただ

きながらの運営ということでございます。それぞれの運営については、職員の人件費、臨時職員

の人件費を含めて、大変有難く、こういう流れできているということには感謝するところでござ

います。 

 私も先ほど町長の答弁の中で出てきました理事長を１２年間ということでさせていただきまし

たけれども、勉強をさせられた思いを少し話させていただきたいと思うのですが、県の土改連

（鹿児島県土地改良事業団体連合会）の総代会、それから北薩地区の土地改良区の連絡会議、会

長は長島町の川添町長、副会長が上野町長、そういう流れの中で組織が出来上がっているのです

が、そういう場所でも将来の土地改良区の運営については、私もいろんな意見を言ってまいりま

した。県の土改連の総会の折にも、「賦課金の未納問題というのは、今後、組合員が二分化して

いきます。ここ辺りをどう指導されていくのですか。」という質問も投げかけております。 

 上層部は、「それぞれに法的手続きを取りなさい」という言い方をするのですが、法的手続き、

裁判に持っていきない、そういう流れを取れという言い方をするのですけれども、実際、土地改

良区の役員として、それを農家の皆さん方に昭和の時代、お世話になった先輩方の努力に対した、

その後の相続人、子ども、孫の皆さん方を相手取って裁判まで持っていく。なかなかこれは踏ん

切りきれないです。費用対効果を含めて。そういう流れが根底にあるということで、土地改良区

は、不良債権がどんどん増えていくという流れになってきているのが現実でございます。 
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 今回の県の土改連の総会資料を見てみますと、頴娃町土地改良区は、県の土地改良事業団体連

合会から脱退しております。 

 直接電話で聞いてみますと、「頴娃町土地改良区は、なぜ脱退されたのですか。」と聞いてみ

ますと、さつま土地改良区が抱えている課題と一緒で、組合員が二分化していって、賦課金を納

めてもらっていないと。それが、どんどん増えると。ですから、そういう流れを断ち切って、決

断をもって生産法人にもっていったという話をしていただきました。 

 今度は、川辺町土地改良区もそういう方向に持っていくという話もされました。 

 そういうことが現実に県内でも起きているということを考えますと、我がさつま土地改良区も

そういう時代が来るということを提言したいわけです。 

 町長が、二期目に挑戦されますので、今のところ対抗馬もいらっしゃいませんので、おそらく

上野町長が二期目も頑張っていただけるとは思うのですが、必ず上野町長の時代にこの問題が壁

にぶち当たってくると、私はこのことを強く町長に訴えたいわけです。ですから、町長に１２月

議会で言いました。「挑戦と決断をしてくださいよ」と言ったのはそこなのですよね。そういう

時代がくる。「上野町長でないとできない案件になってきますよ」ということを言いたいわけで

ございます。そういう流れにのっとって、今、さつま土地改良区は、あと特別賦課金が残ってい

るのが中山間地域の宮之城地区、須杭と、田原、山之口、それから中山間の柏原地区、京塚原、

川口。ここの箇所が、特別賦課金が残っております。総額が約１,６００万円。これが年次別に

返済が済むのが令和１５年度に全てが終わるということになります。そうなりますと、いよいよ

「もう事業もしないのであれば、土地改良区に何でいつまでも賦課金を払わないといけないの

か。」という農家の声がどんどん上がってくるということです。現に上がってきております。今、

我々の同僚議員の中でも、２名の方に「私たちの土地改良区の賦課金の事業は済んだのに、いつ

まで払えばいいのだろうか」「おかしいよね」と、こういう質問をされている農家が出てきてい

るということです。 

 そういうことを考えてみますと、先ほど言いますように、いよいよ壁にぶち当たっていって何

か方向性を変えていかなくてはならないということを考えるわけでございます。 

 そういうことで、なかなか町長の答弁でもありました「高齢化に伴う土地改良区の役員のなり

手もない」こういうのが現実。土地改良区は今月をもちまして、一期４年の任期が終わりまして、

新しい役員の方々が今度誕生いたします。２１名中１４名が新しい理事として選出されてきます。

それと、参事が３名なのですが、員外監事を含めて３名。監事３名の中で２名が交代されます。

理事の中で１４名が交代されますが、理事の皆さん方の言葉に出てくるのは、「賦課金徴収に毎

年同じところに毎回、毎回頭を下げに行って『賦課金を納めてください』という、こういう仕事

はしたくない」とはっきりと言って勇退される役員の方々もおられます。新しい理事さんの年代

を見てみますと、ほとんどが７０歳代、６０歳代後半、４０歳代の方が３名は新しく来られる方

がいらっしゃいましたけれども、そういう現実に今後は頑張っていただくということになってく

るところでございますけれども、私は、土地改良区が８年の先のことになるのですが、令和

１５年度に向けて土地改良区がそひこなった時には解散して、行政直轄でできないものか。そう

いうことも提言したいのですけれども、ある農家が言われました。「もう賦課金を納めず、自分

たちは固定資産税を払っているのだから、もうそれでいいはずだ」ということを言われた農家の

方もいらっしゃいます。 

 私は、やはり財政的な面もございますから、そのことも一つの方策だとは思うのですけれども、

できれば、賦課金は経常賦課金反（１０アール）当７００円を廃止して、固定資産税にその半分

額でもいいです反当３５０円負担をしていただいて、行政直轄で運営できないものか、そういう
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のを議論してほしい、検討してほしいと願うのですけれども、町長の見解はどう思われますか。 

○上野 俊市町長   

 私も先ほどありましたように、県の土改連の理事としているわけですけれども、やはりその中

で毎回、新改幸一議員からも発言をいただいているところでございまして、非常にこの経常賦課

金の徴収というのは、困難になってきているという実態は私も理解をしているところであります。 

 以前もこの土地改良区の在り方については、議論をした経緯もあったようでございますけれど

も、今おっしゃいますように、特別賦課金が令和１５年度で終了するというような状況等もござ

いまして、あとは通常の施設の維持管理と農道、それから水路等の維持管理が主になってくると

いうような状況下になります。 

 土地改良区を解散した場合に、課題に上がるのがこの施設をどう維持していくのか。どこが管

理をしていくのか。町なのか、それとも地元の組合なのか、そういう議論が必要になってくると

考えているところであります。 

 当然ながら、将来的なことを考えますと、やはり議論、協議を進めていく必要があると私も思

っているところでございます。 

 現在、平成２８年以降、県内で２１の土地改良区が解散されているような状況等もございます。

ここあたりのその後の維持管理の仕方とか、そういうもの研究、検討しながらやはり協議はして

いく必要はあると私は思っているところであります。 

○新改 幸一議員   

 町長が答弁されましたように、解散した場合のあとの地域の維持管理の在り方、ここが一番、

一つのまたネックになってくると思います。 

 そういうところを具体的にやはり詰めをしていかないと、誰かがここにメスを入れていかない

と、今までみたいな流れで去年が来年になればいい。来年が再来年になればいいという流れでは、

なかなか組合員の苦情というのがドンドン増えてくると思いますので、早くここに手をつけてい

ただきたいというのが私の本音でございます。 

 そこで町長に提言をしたいのですが、先ほど言いましたように、これはまだ４月に選挙があり

ますから、（町長に）なられてからのことになりますが、町長がもし二期目になれることは確実

だと思うのですけれども、なられた場合、さつま土地改良区の理事会に年に１回はオブザーバー

として出席していただいて、新しい役員のもとに現場の声を聴くというひとつの行動をとってい

ただきたい。 

 そして、そのことをもって県の土地改良事業団体連合会の理事会でも、こういうことの問題提

起もしながら、県の上層部の指導体制をどういうかたちでもっていくのかというのに努力いただ

きたいということの提言をしたいのが１つ。 

 それともう一つは、農林業推進連絡会議、１２月議会で私が研究会を立ち上げて専門家の意見

を聞いて、提言を受けて今後の農業政策に活かしてほしいと私言いましたが、メンバーの刷新を

するという答弁もございました。是非、農林業推進連絡会議のメンバー刷新をした現場の声を聴

くという流れの中で、ここもひとつの議題に上げながら、それぞれ集落営農の代表の方とか、作

物別の代表の方とか、そういうこの土地改良区の今後の在り方についても意見を聞いていただき

たい。そして、方向性を決めていただければというのを提言いたします。 

 それともう一つは、４月には選挙になっていくのですが、町長の二期目に向けた農業政策のな

かに、この土地改良区の問題を選挙公約に上げて、上野町長の時代になんとか方向付けを、決断

をしていただきたいと、この３つの提言、要請をしたいと思うのですけれども、町長ここあたり

の考え方を教えていただきたいと思います。 
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○上野 俊市町長   

 ３つほど提言ということでお聞きいたしました。土地改良区の理事会の関係等については、私

も言って、生の声を聴くのは大事だと思っていますので、そういった機会をまた教えていただけ

れば出席して、毎回というわけにはいかないと思いますけれども、できるだけそういう場に出て

生の声を聴いてみたいとは思います。 

 それから、農林業推進連絡会議にメンバーを刷新してというのは、前の議会でもお答えしたと

おりでございまして、これもやはり一緒で、現場の取り組んでいらっしゃる方の声をしっかりと

聴いて、専門家の立場からこれも進めていくということで、これはちゃんと進めていきたいと思

っております。 

 土地改良区を選挙公約というのは、この場ではちょっとお答えが難しいところでございますけ

れども、農林業の振興というかたちで「稼げる農業」ということではこれを進めていきたいと思

っていますので、その中の一つとしまして、この土地改良区の問題というようなことも当然なが

ら入ってくると思っていますので、そういうふうに御理解をいただければと思います。 

○新改 幸一議員   

 大変、前向きな答弁をいただきまして感謝申し上げます。 

 そういうことで、土地改良区の今後の運営については質問を終わりますが、本当に大きな問題、

課題になっていくと思いますので、重ねて提言をしておきたいと思います。 

 最後になりますけれども、私は今回のこの議会での一般質問最後になります。 

 本当に、議員としての任期２１年１０か月、大変お世話になりました。私が最初に当選した旧

宮之城町時代の１年１０か月の流れのなかで、初めて一般質問をしたのを思い出すのですが、時

吉地区の農道と町道の整備をしていただきたいということで通告をして、その時の当時の建設課

長が今の宮之脇議長でございました。建設課長と２人で、花水木のところから私の家のほうに入

っていく町道を歩いて一般質問に対する現場調査ということでさせていただいて、予算がついて

とんとん拍子に時吉の町道、農道が年次ごとに整備されたことを思い出します。 

 そういう流れで、本当に執行部の皆さん方、歴代の町長さん、お世話になったところでござい

ます。 

 それともう一つは、私は農業振興を主に一般質問をしてまいりましたけれども、畜産の関係に

つきましても、さつま町は畜産の産地なのだということで、文化センターのところに看板も設置

していただきました。「日本一の畜産のまち」という大きな看板です。これも一般質問の成果だ

ったのかなと思っております。 

 それと、今、本庁舎の入口の案内所の奥に「おくやみコーナー」を作っていただきました。こ

れも、本当に一般質問のお陰様で遺族の皆さん方から１か所で全ての申請が終わるということで、

大変喜んでもらっているという話を聞いた時に、議員活動の流れのなかでやっぱり実を結んだな

というながれで２１年１０か月が終わるということで、本当に嬉しく思っております。 

 歴代の町長さん、そして、歴代の職員の皆さん方、私の質問に対して委員会を含めてですが、

丁寧ないろんな答弁もしていただきながら、良い方向付けでさつま町が活性化していくようなか

たちになったことのお礼を申し上げまして、長い間の議員活動に感謝申し上げて、今回の質問を

終わりたいと思います。大変、お世話になりました。ありがとうございました。 

○宮之脇尚美議長 

 以上で、新改幸一議員の質問を終わります。 

 次は、１４番、川口憲男議員の発言を許します。 

〔川口 憲男議員登壇〕 
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○川口 憲男議員   

 先に通告しました項目について、質問をいたします。 

 ４年間の締めくくりの３月議会を迎え、新たな意気込みで所信も述べられ、新年度の決意も強

いものがあることでしょう。 

私は、これまでに人口減少への取組、まちの活性化への取組と、まちの課題について質問をし

ました。 

豊かさを守り将来に希望のまちとして取り組むなど、多くの課題を目標に全身全霊を傾注し取

り組む姿勢を示されたが、自己満足な効果でしたか。 

さつま町の課題は未だ多いと感じます。とても短時間で指摘はできませんが、次の３項目につ

いて、町長にお伺いいたします。 

１項目めは、人口増に向け、新年度においても、若年層や女性の働く環境づくりにスピード感

をもって思い切った施策を講じるとの考えだが、どのような人口増対策を実施するのかお聞かせ

願いたい。 

２番目に、これまでの一般質問において、一次産業の生産性向上と積極的な事業促進が、農業

従事者の増加と町の活性化に繋がると提言してきた。今後の町長の考えは。 

３問目に、「価値ある資源が活かされるまち」として、温泉施設やホタル舟は、町の貴重な観

光資源である。さらなる工夫が必要ではないかと思う。また、本町は、多くの清流に恵まれてい

るが、近年は子どもたちが水辺で遊ぶ姿さえ見られない。これは時代の変化でしょうか。「豊か

な自然を守り、水と緑に癒されるまち」であるためにも地域の力を結集し、清掃活動等に取り組

む考えはないか。 

以上の３項目について、町長に質問いたします。 

１回目の質問といたします。 

〔川口 憲男議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、川口憲男議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の「人口減少対策」の関係等についてであります。 

これまで人口減少対策としましては、令和２年度に策定しました「総合振興計画」後期基本計

画や重点プロジェクト、また、「さつま町まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づきまして進

めてきたところであります。 

具体的には、１８歳までの子ども医療費の無償化や保育料の軽減、学校給食費や副食費の助成

などによる子育て環境の整備、転入・新卒者に対する就労支援、転入者や新婚世帯が民間住宅に

居住する場合の家賃補助などによる就労・定住支援など、住みやすい・働きやすいさつま町とな

るよう多岐にわたり施策を実施してきたところであります。 

また、婚活イベントの開催や出産子育て応援給付金、民間賃貸住宅建設促進補助など、若者

や子育て世代をターゲットとした各種事業を展開してきたところであります。 

さらに、本年度からは、保育料の完全無償化などの支援の幅も拡げ、さらに充実した環境を

整えきているところであります。 

 私自身のマニュフェストとしましても、第一に「安全で安心して暮らせるまちづくり」や「さ

つま町で産み育て安心して暮らせるまちづくり」を掲げながら、住民の皆様はもちろんのこと、

町外へも情報発信をしながら、しっかりと実感していただける取り組みとなるよう進めてきたと

ころであります。 
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一方で、人口の推移や今後の推計を見ますと、転入・転出の人口差となる社会減に対しまし

ては、一定の効果があったものの、出生・死亡の人口差となる自然減については、依然として厳

しい状況下にあるところであります。 

国立社会保障・人口問題研究所が発表しました最新の「日本の地域別将来推計人口（令和

５年推計）」によりますと、子供を産む中心世代となる若年層女性（２０歳～３０歳）の人口は、

令和２年時点で１０年前の推計値より１８％低い結果となっており、３０年後の推計値としまし

ては、半数を割り込むと予測されていることからも、強い危機感を持っているところでございま

す。 

 議員御質問の「若年層や若い女性の働ける環境づくり」についてでございますけれども、こう

いった背景からも若い世代が働きやすい、働いてみたい環境づくりがこれまで以上に必要である

と思っているところであり、今まで以上に踏み込んだ、スピード感をもって進めていくことが必

要であると考えているところであります。 

これまでも、多方面の就労支援を行い、地域の企業とともに進めてまいりましたけれども、

社会的な情勢からも、今後は、地域に求められるＤＸ人材の育成や雇用の場の創出に取り組む必

要があると考えているところであります。 

折しも昨年１１月には、令和４年度からのデジタル人材派遣を機に、本町のＤＸ推進に寄与

いただいている株式会社フォーバル様と、包括連携協定を締結いたしまして、本町の地域のＤＸ

推進、それから人材育成、若者、女性活躍の分野におきましても総合に協力する体制を整えたと

ころでございます。 

こういった民間事業者の支援、協力を受けながら、特に若年層、女性がスキルアップしながら

働ける場、リモートワークによる就労など地域に根ざしたデジタル人材の育成をはじめとして、

進めてまいりたいと考えているところであります。 

 人口減少対策につきましては、各施策の中でも最重要課題でありまして、「子ども・子育て支

援」と移住定住、これは企業誘致も含みますけれども、「移住定住促進」を大きな柱としながら、

全方位的に取り組んでまいりましたが、今後は、さらに「若年層、若い女性の働ける環境づく

り」を加えまして、人口減少対策の柱として取り組んでいきたいと考えているところであります。 

次に、２点目の質問についてでございます。 

一次産業の生産性向上につきましては、これまで、認定農業者や新規就農者など、農業にお

ける中心的な経営体の確保・育成について、担い手育成支援室の町単独補助事業として「認定農

業者等支援事業」を令和５年度には、予算額を７００万円から１,０００万円に増額し、また補

助の上限額を８０万円から１００万円に増額して、トラクターや乗用田植機等の大型機械の購入、

導入を進め、またハウス等の施設整備「牛の行動モニタリングシステム」や「トマト養液栽培シ

ステム」、「農薬散布用ドローン」など、スマート農業機器等の導入に４年間で５３件、

２,９８１万円の助成を行いっているところであります。米・トマト・キンカン・梅等の新規就

農者も１２名増えたところであります。 

 また農地の集積の関係等につきましては、国の農地中間管理事業集積協力金を、令和６年度は

二渡地区をはじめ、４地区総面積６２.６９ヘクタール、２,１３５万円の実績があり、令和６年

度集積目標９１ヘクタールに対し、１０４.５３ヘクタール、１１４.８％という高い集積率を達

成でき、この事業の取組によりまして、面的な整備をすることで、大型機械の導入や効率的な作

業が可能となり、生産性の向上につながるものと思っているところであります。 

また、後継者不足と耕作放棄地が増えてきているなかで、意欲ある担い手に農地集積を図るこ
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とで、耕作放棄地の抑制にもつながり、また生産性向上とコスト削減により農業者の所得向上に

もつながるものと理解しているところであります。 

また、新規就農者や認定農業者以外の農業者につきましては、農林課農政係の「経営改善対策

事業」等により、町の重点品目、野菜類では８品目、果樹類では６品目の専用機械や設備、被覆

資材・器具など４年間で延べ８８件、１,３００万円程度の助成を行いながら、一次産業の生産

性向上に努めてきているところであります。 

また、一次産業の農業従事者の増加に向けまして、高齢者を含む就農人口の確保を目的に、平

成３０年度から「定年帰農者応援事業栽培技術研修会」を開催し、４年間で延べ１７０名の方々

が受講され、うち１９名の方が出荷等もされているところであります。 

この研修会におきましては、野菜や果樹の栽培に必要な土づくりや生産技術の習得の支援を

行い、また、販売先としましては町内５つの農産物直売所や宮之城青果市場、北さつま農協少量

多品目部会への加入を促すなど、引き続き町内外の産直市場への出荷などにより、所得向上と一

次産業の活性化に取り組んでまいりたいと思います。 

今後においても、「稼げる農業」の実現に向けて、国、県、町の補助事業等を活用しながら、

機械や施設等の導入を図り、経営規模の大型化、スマート化等を行い、認定農業者の維持や新規

就農者の確保、農業生産性の向上や経営基盤の強化につなげていきたいと考えているところであ

ります。 

３番目の御質問でございます。 

「町の貴重な観光資源である温泉施設やホタル舟、河川の清掃活動などについて」の御質問で

ございます。 

 さつま町観光特産品協会におきましては、昨年７月に宮之城温泉や紫尾温泉など町内の温泉を

「奥さつま温泉郷」とネーミングされ、霧島市や指宿市に次ぐ鹿児島県第三の温泉地を目標にさ

れたところであり、町としましても、町境に「奥さつま温泉郷」の観光看板を設置し、ＰＲ活動

を行っているところでございます。 

また、これと併せまして「さつま町温泉ガイドマップ」を作成し、本町の温泉施設などを紹

介しており、ガイドマップを手に取られた観光客からは、「分かりやすくまとめてあり、見やす

い」と好評を得ているところでございますので、本町自慢の温泉という観光資源を活かしながら、

今後も関係人口の増大につなげていきたいと考えております。 

 次に、ホタル舟につきましては、新型コロナの影響やホタルの減少などを理由としまして、二

渡のホタル舟につきましては令和５年度を最後に運航を終了され、奥薩摩のホタル舟も令和７年

度まで６年連続運航中止の判断がなされたところでございます。 

このようなことから、本町では昨年５月に「ほたる再生プロジェクト協議会」を発足いたし

まして、幹事会などでホタル再生の協議を行い、川内川河川事務所では、川内川沿いの、神子、

湯田、時吉、二渡地区のホタルの生息状況・飛翔確認調査や、ホタルの幼虫、エサとなるカワニ

ナの生息状況調査、環境調査や支川・水路・公園の状況など年間を通して調査されているところ

であります。 

また、町におきましては、来年度ホタルのエサとなるカワニナの放流も計画しているところ

であり、会議においてそれぞれの機関からの取り組み状況について、情報共有も行っているとこ

ろであります。 

 委員からもホタル再生につきましては、「自然相手であり、今すぐ以前の状態に再生すること

は難しいが、関係機関から専門的な意見を聞きながら、長期的な計画で取り組んでいくことが望

ましい」との意見も出されているところであります。 
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 また、奥薩摩のホタルを守る会からは、本年５月に川舟による川内川の河川清掃や川の流れの

確認、ホタルの飛翔調査などを実施し、また、川を活かしたイベントの検討など前向きに取り組

んでいきたいとの意見も出されているところでございまして、町としましても、これらの活動に

寄り添いながら取り組んでいきたいと考えているところでございます。 

また、川内川の支流にありましては、ホタルの鑑賞ができるというようなところも多くある

ようでございますので、また新たな取り組みもしていく必要があると思っているところでありま

す。 

次に、「地域の力を借りて河川の清掃活動等に取り組む考えはないか」ということでござい

ます。 

町内の河川の維持管理につきましては、道路の維持管理と同じく、河川管理者ごとに行って

いるところであります。 

御質問の河川敷の清掃・除草等については、これまでも地域住民等のボランティアによる活

動が行われておりまして、その活動に対し河川管理者ごとに、国は、町を介して神子・高嶺地区

に川内川神子橋下流の右岸の堤防周辺美化業務を委託、県は、「みんなの水辺サポート推進事

業」により久富木川ほか２河川に係る活動経費を、町は、河川愛護作業燃料支給や河川愛護作業

補助による支援等を行っているところであります。 

 近年の水質、形状、景観など河川を取り巻く環境の変化等を踏まえますと、私も地域社会と河

川との関わりについて再構築する必要性を感じているところでございます。 

河川愛護活動は、コミュニティの強化や環境意識の向上のほか、地域の河川環境の保全、河

川空間の利用促進など、地域の活性化につながる大変重要な活動でありますので、引き続き、地

域による協働活動の普及啓発、支援を行ってまいりたいと考えているところであります。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○川口 憲男議員   

 順不同で答弁をお願いしたいと思います。 

 まず、ホタル舟と温泉の活用については、いろいろなところで活用策を図っていくと述べられ

ました。温泉とホタル。切っても切れない事業だと思いますし、町長の話にありましたように

「ほたる再生プロジェクト」で環境調査をしたり、あるいは国土交通省、いろんなところから河

川の整備を行っていくということを言われました。もう一点、町長、質問のなかで、河川愛護に

対する地域の資源活用ということで答弁をいただきました。もう少し、具体的に。地域的にはい

ろんな活用策があるのですけれども、町が取り入れている活用策が。今、いろんなところを見て

も、先ほど申し上げましたように、子どもが遊ぶということを言ったのですけど、魚釣りをする

姿も見られない。本当にきれいな川というか、澄み切った川があるのですけれども、そこ辺りに

親しむ姿が見られない。そういうところに地域の活性化を図る意味からもそういう努力をしたら

どうだろうか、ということを提案申し上げました。 

 答弁にありますように、ホタルも支流にいけば飛んでいます。コビナの発育がいいのか、飛ん

でおります。そこあたりをさらに活かしていくというのは、その地域あるいは、その周りがいろ

んなことに協力をしていかないといけない点ではないかと思っております。 

 再度、この温泉とホタルのところで、実際、宮之城温泉を見られて、宿泊施設が１か所、２か

所、完全に泊まれるところがない。 

 それと、今、さつま町に来て、いろんなところを見て宿泊したい。宿泊施設はあるのですけれ

ども、高価で普通の人たちが泊まれるような方向性がない。まず、そういうところにもう少し、

町としてメスを入れられる考えはないものか。 
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○上野 俊市町長   

 このホタルと温泉という組み合わせの中で、ちょっと話も出てまいりましたけれども、確かに

今、宿泊の施設はむかしみたいに大人数で泊まれる形態から、個々に宿泊するというような形態

に代わってきておりまして、非常に室内も豪華になってきていて、価格自体も高くなってきてい

るような状況下にあります。 

 我々としましても、気軽に宿泊できるような施設が欲しいということで、あらゆる企業等にも

働きかけながらそういう施設ができないかということもお願いもしているところであります。で

きれば、旅館等に泊まりながらホタルを見て、というようなことが一番風情があっていいのかも

しれませんけれども、現状としてはなかなか難しい状況等にあります。 

そういう中にありまして、やはりホタルという素晴らしい資源を活用していくという方法は今

後もしっかりと検討していかないといけないと思っているところでありまして、その一つとして、

またそういう宿泊施設も何とかできるようなかたちで進めてはいきたいと思っているところであ

ります。 

○川口 憲男議員   

 答弁にありましたように、もう深くは申しません。 

 あるいは「ほたる再生プロジェクト」とか、川、温泉、自然の活用策ということで申し上げら

れました。いろんな協議会というか、話し合いがある中で鹿児島県では３番目と言われましたか、

指宿市、霧島市、そして奥薩摩というところで、それに計上されているということでやっぱりそ

このところをどういうふうに活かすかということをもう少し検討していただきたいと思います。 

 是非、地域の観光資源を有意義に活かす工夫、これがさつま町にとっても人口増にもつながる

とも思うのですけれども、行き交う人口が増えてくるということですので、そういうふうにして

いただきたいと要請しておきます。 

 それから、１番目の人口増に向けた課題ですけれども、いろんな施策をとっていらっしゃいま

す。 

 例えば、１８歳までの児童・生徒に対してもいろんな政策があったり、それから、若い女性に

対しても働いてみたい地域づくりにも取り組んでいらっしゃいます。 

 しかし、それが一向に前に進まないのが、実態ではないかとも思うし、一概に今日、明日でそ

の形が見えるかということは、先ほども申し上げましたけれども、ないとは思うのですけれども、

やはり、さつま町として生きていくためには、先ほどの観光にプラス、こういうふうにして住み

たいまち、それから住みやすいまち、こういうところにメスを入れていくことが必要ではないか

と思うのですけれども、再度、そこらへんのところの答弁をいただきたいと思います。 

○上野 俊市町長   

 今、議員がおっしゃるように、いろんな様々な対策も講じてきているところであります。これ

が、もうすぐそれが結果につながるというのは、なかなか時間がかかるものと思っておりますけ

れども、しっかりとこれまでやってきた対策というのは継続しながら、また新たな取り組みとい

うのもしていかなければならないと思っているところであります。 

 単なる補助とか支援ではなくて、やはり全体的な見地から検討していかなければ、なかなかこ

れは結果として出てこないと思っているところでございます。 

 多少と言いますか、やはり時間がかかりますけれども、施策としては早くスピード感をもって

対応をしていかなければならないと改めて思っているところであります。 

○川口 憲男議員   

 町長答弁のとおり、スピード感をもっていろんなことをしていかなければならないと私も思い
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ます。簡単にこれが１年で、あるいは半年で形ができてくるものではないと思っております。 

 だけど、この人口増については、同僚議員なども、それから議会の中で数年議論をしてきてい

るわけなのですけれども、そこが形になってきたのか、どうなったのかなと思うと私は疑問に感

じます。 

 もう一つ、先ほど町長の答弁の中に、ＧＸの推進、リモートワークの推進ということを言われ

ました。私も町内を見回って、このリモートで仕事をしていらっしゃる方がいらっしゃいました。

昼間は農業をしながら、夕方からリモートをして東京の方とやり取りをしていると。「すごいこ

とだな」と、さつま町に居てそういうことを感じたのですけれども、次第にこれはさつま町だけ

ではなく、いろんなところでそういうふうにして、楽（場所を選ばず）に仕事ができていく方向

性じゃないかと思います。 

 こういうところの推進もされることを答弁されましたから、あるいは企業誘致ができなくても

こういうのはどんどんできていくのではないかと思いますが、再度、町長、こういうリモート事

業、こういうのを実際に町内でしている企業がありましたら、示していただきたいと思います。 

○大平  誠総合政策課長   

 ただいまの質問ですけれども、リモートで仕事をしているというところは現在のところはない

と考えております。町内の企業においてはですね。 

 そういった若い女性のデジタルスキルを持つ女性の育成でありますとか、ＩＴ分野で活躍でき

る女性の育成、若者の育成、そういったものをまず最初にやっていこうということで、今、構想、

計画をいたしております。 

そのために株式会社フォーバル様のお力もお借りしつつ、今、そういった協議を進めているとこ

ろでございます。 

○川口 憲男議員   

 企業的にはないということですけれども、個人的にはあるのですよね。二、三人はしています。

そういうことをして、昼間の天気の良い日は、自分のところの畑を耕したりして野菜を作ってい

ると。また、借りてしている人もいらっしゃるのですけれど、やっぱりこういうことをすること

がもう一つ、大きな企業誘致ではありませんが、少ない企業誘致ですけれども、これ（移住・転

入者数）を伸ばしていけるところがあるのではないかと思います。 

 まず、町長、先ほどから言いますように、人口増というのはものすごく厳しい問題です。全国

でも成功したというのは、おそらく移住が成功していろんな山村に行かれたとお聞きしておりま

すけれども、そういうところをいかにしてさつま町に持ってくるかということも非常に難しいと

思うのですけれども、次の農業の問題でも触れますけれども、やっぱりさつま町にどういう魅力

があるか、例えば、農業とか、農業をしながらどういうことができるかとか、リモートにどうい

うふうにつなげるかという、小さな枠から入っていくのが良いのではないかと思います。 

 町長が以前から言われるように、「企業誘致、企業誘致」と言われますけれども、町長、企業

誘致の難しさというのは相当あると思いますけれども、そこと比べられたときどうですか、今言

うリモート的な人たちを増やしていく。移住者をどう増やしていくか。その方が、魅力をもって

進められるのではないかと思うのですけれども。その点、町長はどのように感じられますか。 

○上野 俊市町長   

 リモートの話が出ておりますけれども、私はやはり企業誘致はやっぱり企業誘致として進めて

いく必要があるかと思っております。 

 このリモートの関係等についても、ある意味、企業誘致の面に値するものと思っておりますの

で、やはりこのまちで、雇用・働く場というのは企業誘致もしっかりとしながら、ＤＸの関係等
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についても取り組んでいかなければならないと思っているところであります。 

○川口 憲男議員   

 町長の言われるようにＤＸの推進、それからリモート事業、せっかく町内（町内一円）に光回

線も完備したわけですから、多額の費用をかけてしたわけですから、それをどういうふうに結び

つけるか。先ほどから申しますように、大企業が来てくれればいいですよ、日特（ 

Ｎｉｔｅｒｒａ日特スパークテックＷＫＳ）とは言いませんけれども、その３分の１ぐらいの企

業が来てくれて、雇用が生まれてくれれば非常に万々歳です。 

 しかし、そこにいくまでには、やっぱりこういうふうにして小さなところからしていくことが

大事じゃないかと思います。 

 是非、人口増については、末長いといいますか、長い考えをもって何がいいのか、どうしたら

いいのか、そこあたりは取り組んでいただきたいと思います。 

 是非、ＤＸとか、リモートワークとか、いろんなそういうことで若い人たちが呼び込めるよう

な施策があると思うのですけれども、そこあたりをもうちょっと対策の中に織り込んでいただけ

たらと思っております。 

 ２問目はこれで終わります。 

 それから、３問目ですが、一次産業の生産性向上と、積極的な事業促進を何回となく訴えてき

ました。町長のおっしゃるように、担い手とか、それから中間的な農家、非常に優秀です。いろ

んなこともしています。ただし、やっぱり私が思うには、私の年代からもう少し若い人達が、

「これから農業をはじめてみようかね」と、「特産品販売所の活性化を図ろうかね」とか、ある

いは、今野菜の値段が高騰していたりするので、これに対抗できるように「まずは小さなハウス

でもいいから活用して、それで地域を盛り上げようかね」という流れもあるのではないかと思い

ます。 

 確かに、担い手の事業の方、簡単に申し上げると例えば、米農家を申し上げれば、トラクター

がキャビン付きで１,０００万円。それからコンバインが１,０００万円を越えています。それか

ら乾燥機、新規で農業をはじめていこうとしたら、４,０００万円から５,０００万円の費用が掛

かるのですよね。これを一からはじめるということになったら、そういう経営体というのは、ま

ず、農業というのはないと思います。親からの継続性をもって、その農業に代わるか、あるいは、

ほかの農業をしていてこっちに移るか、そういう多面的な農業をしていかないことには、農業の

一本化というのはできないと思います。今、地域を回られて町長も分かると思うのですけれども、

６５歳から７５歳ぐらいの元気な高齢者が多いです。その人たちに少しでも改めて、あとの人達

に方向性を示せるような方法。今、私の乗っているトラクターでは問題がある。だけど、買い替

えるのには相当な費用がいる。そこには非常に苦労しているというのが実態なのです。実際、

６５歳から７５歳というのは年金生活ですよね。年にどれぐらいですか。多い人は月に１５万円

ぐらいもらいますけれども、少ない人は六、七万円ですよ。細々と自分の菜園を動かしていくそ

ういう農家が多いです。 

 やっぱりそういう方にも頑張ってもらうという意気込みが必要だと思うのですけれども、町長

が今、感じていらっしゃる点でそういう農業の人は早く辞めたほうがいいですか、それともまだ

まだ頑張っていただきたいという気持ちが強いですか。町長の言葉で。 

〇上野 俊市町長 

 非常に農業というのは難しいといいますか、厳しい状況下にあります。 

 今、川口議員がおっしゃったように、この機械類を整えるとなると１,０００万円、

２,０００万円というお金が必要になってくるところでありまして、やはりここについては、事
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業を辞められるというようなところはしっかりと継承していくような取り組みとはやっているわ

けでございまして、これもＪＡ、県と連携を取りながらそういう基盤をそのまま受け継いでして

いただくような取り組みというのも併せてしていっているところでありまして、機械の購入等に

ついても意欲ある担い手と言われる方々については、しっかりとまた高い補助率で補助もいたし

ているところであります。 

 おっしゃられましたように、６５歳だからという話ではなく、６５歳を超えられても７５歳を

超えられても元気な方というのはたくさんいらっしゃいます。そういう方々の力を借りていかな

ければならないということで、先ほど１回目の答弁でもお答えさせていただきましたけれども、

定年帰農者応援事業栽培技術研修会をしながら今、その成果として１９名の方がしっかりと出荷

もされているというような取り組みもされているところでありまして、今後におきましても、そ

ういう方々をまたしっかりと働ける場をつくっていって、働いて、またそこで収入を得ていただ

くというような取り組みというのは生きがいにもつながっていくものと思っていますので、これ

については、今やっている事業等を活用しながらまた進めていきたいと思っているところであり

ます。 

〇川口 憲男議員 

 是非、答弁の主旨にありましたように、私も６５歳から７５歳、ここで農業を辞める、ここで

終わりだよということをせずに、まだこれから先、自分たちの力を振り絞って、そしてまた後継

者にそれを伝える。さつまの農業にそれを伝えるということを導いてほしいと、そう思います。 

 昨日のテレビでしたか、鳥インフルエンザが流行しまして、もう２回、そこのところで発生し

たと。まだ続けたいのだけれども、国の政策とか、県の政策でそれができなくなって、完全に辞

めると、悲しいけれども、残念だけれども辞めるということがありました。その人もまだ７０歳

そこそこだったと思うのですけれども。これは特例ですけれども、鳥インフルエンザということ

で、国、県の施策があってできないということだったのですけれども、やっぱり、今現役で頑張

っていらっしゃるそういう方々が地域にもいらっしゃいます。 

 是非、そういう人たちをどういうふうにして盛り上げていくか。その人たちがまたどういうふ

うにして地域の活性化に力を貸していただけるか、以前にも質問をいたしましたけれども、地域

と言いますか、集落の役員のなり手がない、あるいは区のなり手がない。そんな中で、「まだ、

頑張れるのだから頑張ってしてください」という話ももっていきましたけれども、そういうこと

も農業の一端で、地域の活性化にもつながっていくと思うのですけれども、まず、若い人たち、

女性の方々がさつま町にどんどん来ていただける状況をつくっていく流れの中では、そういうこ

とも必要だと私は思うのですけれども、再度、町長もお答えになられたのですけれども、是非、

そういうところにもう一回メスを入れられるような考えはないのか。もう一回、聞きます。 

〇上野 俊市町長 

 これにつきましては、もうお答えしておりますように、しっかりとこれは進めていきたいと思

います。 

〇川口 憲男議員 

 確かな答えをいただきましたけれども、まず、すぐ言って、すぐ活動に結びつけられるという

ことはないですから、町長の場合は担当課に「どれぐらい、こういうのをすることができる

か。」「こういう意見があったけれども、こういうことをしてほしい。」とか、「私も思う」と

か、そういうことを申し述べられるのが町長のお立場ですから、是非、していただきたいと、私

の方からも要請をいたします。 

 それともう一点ですね、さつま町が捉えている大変な問題がいつもありますね。交通の問題で
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あったり、人との往来の問題であったり、町長、観光の面で言いましたけれども、人の往来がど

ういうふうにして流れていくか、以前、例えば、「一次産業の生産性向上と事業促進」を言いま

したけれども、やっぱりこれも、例えばの話で申し訳ないですけれども、自慢館に行けば、この

商品は絶対あるよとか、以前、宮之城町に来たときに「甫立スイカ」というのがありましたよね。

覚えがあると思うのですけれども、「あれは、あそこにいかないとないよ」とか、「どこに行け

ばいいのか」というのがありましたけれども、今は特産品館を見ても大変失礼な話なのですけれ

ども、どこに行っても同じような結果で終わっているかなと。そういう特産品を育てる事業、あ

るいは生産性を上げる工夫、農林課のほうに細かく話をするべきだと思うのですけれども。そう

いうような、５つの物産館をフルにそういうふうなところで。二渡に行けば「あそこのきんかん

は大したものだよ」とか、薩摩川内市入来のきんかんが、非常に名前が有名になってランクアッ

プされましたね。私は、二渡のきんかんやみかんもありますから、そういうので「さつま町のあ

そこに行けば、これがあるよ」とか、「ちくりん館に行ったら、あそこの野菜は天下一品だよ」

とか、そういう個々でそういう特産品を出すような工夫というか、指導性はないものなのか。 

 そこを最後にお聞きして、質問を終わります。 

〇上野 俊市町長 

 最後に非常にお答えが難しい。指導するといいますか、私はやはり思うのは「ここにしかない

もの」というのがあれば、必ず外から買い求めに来られます。薩摩の西郷梅がそうでありますよ

うに、昨年、凍霜害で大きなダメージを受けて、ほとんど収穫ができないという状況下にあって、

やはり町外から非常に多くの問い合わせがあったと聞いているところでありまして、やはりここ

にしかないもの、さつま町に行かないとないものというのをそれぞれ作っていく。農産物の加工

にしてもそうですし、「やはりここに行かないと買えない」、「ここにしかない」というのをや

っぱりしっかりとそこ辺りは作っていかなければいけないと、それは前から申し上げているとお

りでありまして、そのような取り組みもやっているわけでございますので、今後におきましても、

やっぱりそれぞれの物産館等の特色を活かしたもの、ここにしかないもの「逸品」というのをし

っかりと指導と言いますか、それはお願いしながら進めていかなければならないというのは、変

わりはないところであります。 

〇川口 憲男議員 

 小規模ハウスの補助をしていますよね。雨よけハウスです。先ほど申し上げた高齢者の人は、

これを設置したいが、今３０％補助ですよね。「とてもじゃないが、今の年金生活では到底太刀

打ちできない。」と、町の災害の町単事業で５０％の補助事業に引き上げましたよね。これは、

災害ですから。この小規模ハウスの３０％の補助をもう少し、格上げするような政策的な考えは

ないですか。 

〇上野 俊市町長 

 補助関係については、全体的な見地から検討していかなくてはならないと思っているところで

ありまして、具体的に小規模ハウスうんぬんということではなくて、全体的な農林業の振興とい

う観点からは検討していく必要はあると思っております。 

○宮之脇尚美議長 

 以上で、川口憲男議員の質問を終わります。 

ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね午後１時５分とします。 

 

休憩 午前１１時４２分 
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再開 午後 １時０５分 

 

○宮之脇尚美議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次は、６番、上別府ユキ議員の発言を許します。 

〔上別府ユキ議員登壇〕 

○上別府ユキ議員   

 本日、３月７日の最後の一般質問になりました。よろしくお願いしたいと思います。 

 本日が３月７日であるということは、明日は３月８日、皆さん、去年も言いました。明日は何

の日でしょうか。「ミツバチの日」ではないです。それもありますが、去年も言いましたとおり

明日は、「国際女性デー」です。 

 それでは、質問に入りたいと思います。 

 「さつま町のジェンダー平等について」ということで、本町では、令和４年３月に策定した

「第３次さつま町男女いきいきしあわせプラン」において、町民一人ひとりの人権が尊重され、

男女が「いきいき・健やか・笑顔あふれる」まちの実現を基本目標に掲げている。 

さらに、令和４年９月の「希望輝くさつま町ＳＤＧｓ推進宣言」において、多様な人々が共生

する社会・ジェンダー平等の実現を掲げています。 

しかし、固定的な性別役割分担を反映した慣習が未だに根強く、法制度は整っても私たちの実

生活に十分浸透していない現状があります。これらのことを踏まえ、さつま町のジェンダー平等

について質問します。 

１つは、１月に開催された「地域から始めるジェンダー平等トップセミナー」に参加され、さ

つま町としてどのように捉え、ジェンダー平等を実現される考えですか。 

２つ目は、さつま町役場は、育児休業を取りやすい職場環境になっていますか。 

大きな２つ目、「土曜授業の今後について」、小・中学校に土曜授業が導入され、１０年が経

過した。学力向上や生きる力の育成を目的に始まりましたが、通常の授業だけでなく、保護者や

地域と連携した活動に取り組まれています。一定の評価をする一方で、現場の教員からは、働き

方改革として見直しを求める意見もあるようです。 

そこで、本町における土曜授業の今後の在り方について質問したいと思います。 

１つ目は、土曜授業の取組による、学力向上の成果をどのように分析されていますか。 

２つ目は、本町の小・中学校における実際の取組事例はどのようなものがありますか。 

３番目、令和６年８月に開催された「町長とざっくばらんに語る会」において、「土曜授業の

廃止」を要望する意見が出され、必要に応じて検討を重ねていきたいという回答がありましたが、

その後どのように検討されましたか。 

以上で、１回目の質問を終わります。 

〔上別府ユキ議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、上別府ユキ議員の御質問にお答えいたします。 

まず、１点目の「ジェンダー平等」についてでございます。 

 町では、令和４年３月に「第３次さつま町男女いきいきしあわせプラン」を策定し、また、令

和４年９月には「希望輝くさつま町ＳＤＧｓ推進宣言」を行い、全ての人々が「いきいき・健や

か・笑顔あふれる」まちを目指し、取り組みを進めているところであります。 
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これまでも、県のアドバイザー派遣事業を活用し、地域住民を対象としたセミナーの開催や

各種啓発を実施してまいりましたが、職員向けとしましても、鹿児島県自治研修センターで行わ

れる各研修に男女共同参画や人権啓発に関するカリキュラムが組み込まれておりまして、男女共

同参画の基本となる研修を受講しているところであります。 

 また、毎年度、実施しております人権啓発研修では、家庭での性別による役割意識、職場での

男女格差の解消、男女協働による地域づくりなど、女性の人権に関する内容が含まれており、考

え方を学ぶ一つの機会と捉えているところであります。 

 議員御質問の、先日開催されました「地域から始めるジェンダー平等トップセミナー」につき

ましては、私自身、公務の関係から出席できませんでしたけれども、副町長が出席いたしました

ので、内容としては報告を受けているところであります。 

セミナーでは、はじめに基調講演が行われ、ＳＤＧｓの観点からのジェンダーの考え方や、

鹿児島の風土を例としたジェンダーについての説明があり、また事例発表としては、兵庫県豊岡

市での取り組みが紹介され、基本的な考え方から第一線での実例など、充実したセミナー内容で

あったとのことであります。 

 セミナーを通してどのように感じたか、との御質問でございますけれども、これまでもジェン

ダー平等に関わる取り組みを進める中で、都度、学習機会を得てまいりましたが、表面的に関わ

る部分だけでなく、私たち一人一人が生活を営む中で、何気ない行動や考え方の中にも、潜在的

に存在する様々なジェンダーについて、再認識する貴重な機会になったことと思っているところ

であります。 

 本町でも、本年度は、女性団体連絡協議会が中心となり、さつま町産業祭＆ＪＡ農業祭におき

まして、男女共同参画に関するブースを設けられ、また、毎年開催されております女性大会でも

啓発活動を行われるなど積極的な活動に心より感謝申し上げる次第であります。 

 ジェンダー平等社会については、一朝一夕でできるものではございませんが、これまでの取り

組みが、こういった地域に根ざした活動へつながり、ひいては、全ての人々が平等に権利や機会

を分かち合い、社会に参加できるよう引き続き進めてまいりたいと考えております。 

次に、「役場においては育児休業を取得しやすい職場環境となっているのか。」との御質問で

ございます。 

役場では、職員が仕事と育児を両立しやすい職場環境の整備に努めているところであります。 

職員の育児休業取得促進に向けましては、本町の「特定事業主行動計画」に基づき、具体的

な施策を推進しているところであります。 

まず、育児休業制度の利用促進につきましては、職員への制度周知を徹底するとともに、総

務課内に相談窓口を設置し、個別相談にも対応いたしているところであります。 

また、育児休業を希望する職員に対しましては、制度の詳細や取得手続きを丁寧に説明し、

安心して制度を利用できる環境を整えているところであります。 

特に、男性職員の育児休業取得につきましては、管理職への制度の周知を徹底しながら、職

場全体で取得を支援する意識を醸成するとともに、業務分担の見直しや支援体制の構築を進めて

いるところであります。 

さらに、育児休業中の組織における業務負担の軽減を図るため、必要に応じて、会計年度任

用職員等を配置するなど、職場のサポート体制についても努めているところであります。 

これらの取り組みにより、今年度は女性職員３名、男性職員３名が育児休業を取得しており、

今後におきましても、職員、一人ひとりが仕事と家庭を両立できる職場環境の充実を図ってまい

りたいと考えているところであります。 
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〔上野 俊市町長降壇〕 

〔中山 春年教育長登壇〕 

○中山 春年教育長   

 それでは、上別府ユキ議員の「土曜授業の今後について」の御質問にお答えいたします。 

平成２６年１２月の鹿児島県教育委員会からの通知を受け、さつま町は、平成２７年９月から

土曜授業を実施しております。 

この土曜授業につきましては、県内すべての小・中学校において、月一回程度実施しておりま

す。これによって授業時数を確保し、教育課程全体の見直しを行うことで各学校の教育課題の解

決に努め、学力向上や児童・生徒一人ひとりの生きる力の育成を目指しています。 

土曜日に授業を実施するにあたっては、保護者や地域住民、関係団体等との連携を深め、社会

全体での教育力の向上に努めているところであります。 

土曜授業の取り組みと鹿児島県及び本町の学力の関係につきましては、全国学力・学習状況調

査や鹿児島学力・学習状況調査等の結果を基に分析しております。 

土曜授業がはじまる前の平成２６年度の全国学力・学習状況調査は、国語、算数・数学の教科

ごとに「主に知識を問うＡ問題」と「主に活用の力を問うＢ問題」という出題形式で行われてい

ましたけれども、令和元年からＡ・Ｂ問題の区別はなく、教科ごとにまとめて出題されるように

なっております。 

鹿児島県の結果としましては、平成２６年度、小・中学校合わせて全国平均を上回ったのは、

小学校算数の「主に知識の力を問うＡ問題」のみでした。令和６年度は、小学校国語の結果で全

国を上回っております。 

さつま町の結果としましては、平成２６年度、小学校・中学校ともに国語、算数・数学におい

てＡ・Ｂ問題とも全国平均を下回っておりました。令和６年度は、小学校において国語、算数共

に全国平均を上回っております。中学校においては、国語、数学ともに全国平均を下回っている

状況です。 

本年１月に行われた鹿児島学力・学習状況調査につきましては、速報段階のものになりますけ

れども、県とさつま町を比較しますと、今年度は小学５年生においては国語・社会・算数・理科

の４教科全て県平均を上回っております。中学１・２年生におきましては、一部の学年・教科で

県平均を上回っておりますが、それ以外は下回っており、全国学力・学習状況調査とおおむね似

た結果となっております。 

学力向上の結果につきましては、小学校・中学校７校の中で、指導方法改善におきましても、

熱心に取り組んだ学校・学級・教科ほど顕著に成果が上がっていると言えます。 

次に、「我が町の小・中学校における実際の取組事例について」です。 

各学校におきましては、保護者や地域の方々が気軽に学校に訪れることができるように、また、

地域の素材、教育力を活かしながら、各学校の実態に応じた土曜授業を実施しております。 

例えば、第２土曜日を「ＣＳの日」コミュニティースクールの日と設定しまして、保護者はも

ちろん地域住民の方々が自由に授業参観できるように設定している学校もあります。 

また、読み聞かせ会やグランドゴルフ大会、さつまカルタ大会、ニュースポーツなど地域の

方々とのふれあいを企画している学校もあります。 

そして、教科の学習として、習字や合唱、調理実習、ミシン、体験学習などゲストティーチ

ャーとして、保護者や地域、関係団体の方々の協力も得ながら、子どもたちの学習に携わっても

らっている学校も多々あります。 

町内全体の取組としましては、原発事故や災害時の引き渡し訓練を小・中学校で一斉に行って
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おります。このように本町では、各学校で、土曜日だからできる地域人材・素材を活用した多様

な学習活動や体験活動を進めているところであります。 

本町の小学生がその一端を昨日の南日本新聞に「楽しい第２土曜日」という題で投稿してくれ

ていました。学校での取り組みが子どもたちに届いているなと感じ、協力していただいている皆

様方に感謝の気持ちでいっぱいです。 

次に、「町長とざっくばらんに語る会」後、「土曜授業」について、どのように検討されたか

ということについてです。 

土曜授業について、マスコミ報道等も踏まえ、様々なご意見があることは承知しております。 

また、学校の教育課程は、各学校で編成しますが、本町といたしましては、県市町村教育長会

の申し送りに合わせ、ハッピーマンデーを含む三連休の土曜日は、柔軟な対応を学校と確認した

ところです。 

このことは、来年度から本町ではじめる探究学習においても、可能な御家庭は子どもたちが設

定したテーマの課題解決にハッピーマンデーを含む三連休の活用を促すことで、より家族とのふ

れあいや、様々な体験活動・探究活動がしやすくなるのではないかと考えたからです。 

現在のところ令和７年度は、本町の全ての小・中学校で７回の実施をする予定です。 

土曜授業を含めた教育課程全体の在り方については、県市町村教育長会において、これまで継

続して見直しや検討を行ってきておりますが、本年度、集中的に協議を進めているところであり

ます。 

子どもたちの健やかな成長や教職員の働きやすい環境づくりを目指し、保護者や地域、関係団

体等の理解、協力を得ながら検討を進めていく所存であります。 

〔中山 春年教育長降壇〕 

○上別府ユキ議員   

 お答えいただきました。 

 昨年の３月議会で、私は「さつま町のジェンダーギャップ指数を出していただけませんか。」

という宿題を出したのですが、それはあっさり難しいと跳ね除けられてしまいました。 

 その視点では、これは前に進まないなと思いまして、これは自分たちから取り組んでいかなけ

ればならない問題だなと考え、地域目線からのジェンダー平等ということが私の宿題になりまし

た。 

それから一年、先ほど町長からお答えいただきましたように、今月の３月号の町報にも掲載さ

れておりますけれども、１月１９日、日曜日に「女性大会」が開かれました。子育てしやすいま

ちを目指して、相互に連携協力し、男女共同参画社会の実現と地域社会の発展を願って開催、

１４０名の参加があり、コーラスのオープニングの後、さつま町長と女団連会長のクロストーク

を開催しました。 

その中で、本町のデータがたくさん提示されました。お手元のタブレットを見ていただくと分

かると思いますが、各分野における男女の平等感、また各自治体組織における女性代表者の状況、

性別による固定的な役割分担の状況、夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであるという考え方の

「肯定」・「否定」という形でのデータが、参加者の皆さんに提示されました。 

 みんなの意識は少しずつ変わってきているけれども、実態はどうなのだろうかという問いかけ

でした。 

その後、ワークショップがあり、「一人ひとりを大切にするために男女共同参画への理解を深

めよう」と題して、多様性トレーナー髙崎恵さんの講演でした。 

世代間ギャップや男女間ギャップを取り払い、違いを認め合い、対話を重ねながら一人ひとり
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を大切にすることが大事であるという話に、たくさんの参加者の方が共感されていました。 

参加者アンケートが次のとおり出ております。 

たくさんの方々が濃厚な思いを書き込んでくださいました。 

お手元のタブレットにあるとおりですけれども、その中で「子育てに参考になるたくさんの発

見があった」「さつま町の状況を数値で示していただき、わかりやすかった」「さつま町もジェ

ンダーに対しての活動をしていることが知れた」「進んで協力してくれる男性は育児休業をとっ

たらいいと思う」「町長も議長も参加されており、とてもよかった。もっと男性の参加が欲しか

った」「女性がすること、男性がすることと当たり前に思っていたことが、疑問を持つことがで

きる良い機会になった」「意識は変わってきてはいるが、実態はなかなかついていっていないの

ではないか」というような意見がいっぱい出されていました。 

参加して、アンケートに答えてくださった方の８９％の方が、意識が変ったと述べられていま

した。 

先ほど、クロストークでデータが出されたということですが、そのデータ、このアンケートは

町が行った、令和３年度さつま町男女共同参画社会におけるアンケート調査の一部です。 

昨年も次の計画を推し進めるために、町民に対してのアンケート調査が行われたと聞いており

ます。その町民アンケートの結果についても併せて、どのように町として分析されていますか。 

○大平  誠総合政策課長   

 アンケートの結果をどう分析しているかということでございますけれども、まず第一に、

「『男は仕事、女は家庭』などと、性別によって役割を固定する考え方をどう思いますか」とい

うことで問いただしましたところ、今回調査では、４８％の方が同感できないということでござ

いました。前回が、４７.７％ということで、ほとんど変わってはいないというようなことでア

ンケートの結果が出てきているところでございます。 

 まさに議員が言われる、そこの根底にある意識の改革だというふうに捉えておりますので、引

き続き継続して、いろいろなことをやりながら、ここの潜在的な意識改革を進めていきたいと考

えております。 

○上別府ユキ議員   

 本当に、先ほど町長がお答えになったとおり、一朝一夕にできることではないというのは実感

するところですが、こういう機会の必要性、こういう場を作っていくことの大事さというのを、

この大会を通じてつくづく思ったところです。 

 そして、少しずつでもいいですので、ちょっと、ちょっとの前進が大きな前進につながってい

くということを考え、こういう意識啓発というのを続けていかなければならないなというところ

だと思います。 

 次に質問に入りたいですが、よろしいでしょうか。 

 町の職員の育児休業についてですが、女性が３人、男性が３人というお答えでしたが、それは

取りやすい環境なのか、ということです。 

 女性の場合は、見た目の変化で徐々に育休の必要性を周りが察知してもらえるところがあると

思うのです。 

 産前休暇、産後休暇そして、育休という流れになっていきやすいですが、男性の場合は、自分

から言いださないと取れない、取りにくい。 

その時に、自分の仕事をカバーしてくれる人がいるのかとか、周りに負担はかからないかなど

の心配のない職場環境づくりは、今できていますか。 

○富満 悦郎総務課長   
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 環境のお尋ねをいただいたところです。 

 このことにつきましては、職場全体で、育児休業を取得しやすい雰囲気を醸成することが大切

であるというふうに考えております。そのため、定期的に職員に対しまして制度の周知や相談を

受けたりしておりますほか、本年度はじめて男性職員の実績が上がるなど、職場の環境づくりが

進みつつあるところでございます。 

 特に育児休業の取得は、職場の理解と協力が必要であることから、取得希望者には業務の引継

ぎを徹底していただきながら、上司と同僚に事前に業務の調整をしていただくよう進めていると

ころでございます。 

 これによりまして、職場全体の業務負担を適切に調整し、安心して育児休業を取得できる環境

を整えているところでございます。 

○上別府ユキ議員   

 育児休業や時短勤務など取得することで、給料や昇進に影響するのではないかという、なんと

なくモヤモヤとしたようなところがあるのですけれども、本人の不利益にならないそういう環境

ができているのですか。 

○富満 悦郎総務課長   

 この育児休業等の取得につきましては、職員が安心して職務に専念できる環境を整える上で、

極めて重要であるということでありまして、その取得が不利に評価をされることはございません。

むしろ、職員の方が育児や介護と仕事を両立しながら円滑に職務を遂行する能力や事務としての

業務分担、調整能力の向上は職場全体の活力にもつながると考えているところでございます。 

 なお、育児休業期間中の給与については、給与は支給されないところでありますけれども、た

だし健康保険等の制度により、一定の補てんがあるところでございます。 

○上別府ユキ議員   

 制度があったり、いろいろな配慮の上で、本人の不利益にならないようになっている現在の状

況ということを聞いて安心しました。 

 これから、介護というところも出てくるというのを考えると、そういう視点はとても大事だと

つくづく思いました。 

 次の質問ですが、現在、女性管理職登用率はどうなっていますか。その登用について、何か工

夫されている環境づくりがありますか。 

○富満 悦郎総務課長   

 女性の役職等への登用の関係の御質問でございます。 

 まず、役職でありますけれども、係長・課長補佐・課長級の登用、全体で見ますと対象者が

１０２名のうち１９名の方が役職の職にあるということで、全体の１９％を占めているところで

あります。その中で、課長職・課長補佐職については、それぞれ４名、６名と、令和６年４月現

在でおりますけれども、前年度と比較しまして、課長が１名、補佐職が２名増えているところで

あります。 

 係長級については、減少しているところでありますが、状況としてはそういう状況でございま

す。 

 登用の考え方になるところですけれども、性別に関わらず職員一人ひとりの能力や適性、経験

を適正に評価をしまして、組織の活性化と行政サービスの向上を図ることを基本としているとこ

ろでございます。 

 特に女性の管理職の登用につきましては、職員の多様性を活かし、より柔軟で創造的な組織運

営を行う観点からも重要であるというふうに認識しているところでございます。 
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 また男女に関わらず、役職として活躍できるよう各種研修や内部の意思疎通の充実を図りまし

て、意欲をもってキャリアアップできる環境を整えてまいりたいと考えているところでございま

す。 

○上別府ユキ議員   

 柔軟な対応と意欲をもったキャリアアップに向けて登用しているというお答えでした。 

 まだ１９％という数字は、もうちょっと伸ばしていただきたいという思いがありますので、是

非、これからもそういう姿勢で頑張っていただきたいと思います。 

 次にですけれども、人口減少の進む中、若年層、特に若い女性に選ばれる自治体、選ばれる企

業の育成に力を入れてほしいと思っているところですが、町内の企業で、県が呼び掛ける女性活

躍推進宣言などをしている企業の把握はされているか。 

 その実態はどうなっていますか。 

○大平  誠総合政策課長   

 町内における女性活躍推進宣言企業ということでございますけれども、町内には３社ございま

す。企業名でいきますと、アロン電機さん、それからクオラさん、それから渡利建設さんになり

ます。 

 この宣言というのがどういうものかと言いますと、それぞれの事業所が目標を立てて、女性の

そういった家事、それから仕事の両立とか、そういうものを支援していく。そして、周りの環境

も職場も支援していくというような形で、多くの目標をもって取り組んでいる企業が宣言してい

るような状況でございます。 

○上別府ユキ議員   

 さつま町に３社あるということでした。家事や仕事の両立というような部分にも大きく目を向

けてくださっている企業があるということは、心強いなと思うのですけれども、やはりまだ少な

いなと感じるところですので、是非、そういうところの育成にも、これから力を入れていただき

たいなと思うところですが、先ほど、川口議員の質問の中にありました。町長の施政方針の中に

も出ておりました「若い女性に選ばれる自治体」そういう意味も込めて、形とか制度ができても

そこの女性の気持ちを組み入れられるような、そういうところもやっぱり必要だなと思うのです

けれども、それが一緒に進み上がっていくことの大事さというのもあると思うのですけれども、

地方の女性の生きづらさというか、仕事のしづらさというか、そういうものまで目がいけるよう

になることの重要性、だからこそ意識改革というのが必要だと思うのですけれども、先ほどの同

僚議員の質問に対して町長が答えた時に株式会社フォーバルという企業を使って、デジタルを使

える女性の育成を図っていくということでしたけれども、具体的にどんなふうに進めていこうと

考えていらっしゃるのですか。どこか工場ができて、そこで従業員を集めてするということなの

か、それとも、教育的な場所を作っていくのか。そういうデジタル要員をどう育てていくのかと

いう具体的な策は何かあるのですか。 

○大平  誠総合政策課長   

 まだ構想の段階でございまして、一つの館を準備いたしまして、そこにデジタル人材を育成す

る組織としてまず立ち上げるということになります。 

 そうした中で、女性のデジタルスキルをまずは習得支援というような形で、当然、そこの館の

中でも勉強をしていただいたり、あるいは自宅に持って帰って御自宅でしっかりと勉強をしてい

ただいて、それなりのスキルを身につけていただくという形になります。まずそこをやっていき

たいと考えております。 

 その後、スキルを身につけた方が、先ほどもありましたように町内のあらゆる分野の支援をで
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きるように、まだ育てていくという形になります。 

 役場の仕事でございましたり、観光分野、あるいは商工業の支援なり、デジタルを活用した仕

事というのは、まだたくさん今からございますので、そういった業務を請け負っていただいて、

自宅でできる部分もありますし、館の中に入ってみんなでやる部分もあるかと思いますが、そう

いったことで雇用につながり、そしてまた給料をいただくような、女性が活躍できるようなもの

をつくっていきたいというふうに考えているところでございます。 

○上別府ユキ議員   

 スキルを磨く時点でも給与というか、そういうのは支払われる状態なのですか。 

○大平  誠総合政策課長   

 スキルを磨く段階では、今、地方創生の推進交付金というのがございます。第２世代の地方創

生推進交付金というのが立ち上がってきておりますので、そういった事業を活用しまして、研修

会の開催とか、あるいはそういった教材、そしてパソコンの準備とか、そういうものを先ほども

言いましたとおり、株式会社フォーバルさんと連携をしながら整えていって、女性の皆さん方に

受講していただくということでございます。 

 特に若い女性ということでございますけれども、現在、さつま町内にいらっしゃる女性の方々、

子育て中、あるいは介護の隙間の時間を使って、所得を少しでも得ていただきたいというような

取り組みも含めてやっていきたいと考えているところでございます。 

○上別府ユキ議員   

 是非、今の構想が前向きに進んでいくことを望みたいと思います。 

 先ほども述べましたけれども、地方の女性の生きづらいという感覚は、未だに存在しているの

で、若い女性は地方に見切りをつけて都会に出ていって、戻ってくる可能性は低いという状態の

ようです。 

 希望する仕事がなかったり、賃金が低かったり、生活の利便性など要因はそれぞれですけれど

も、やはり地方の閉塞感とか、性別の固定的な意識なども無視できません。若い女性に選ばれな

い地域の人口減少は加速するようです。 

 女性も男性も一人ひとりが希望をもって安心して働き続けながら、子どもが育てられる環境を

早急に整えていただければ人口減少というのは、そういうことをやっていかなれば人口が減って

いくのは止められないのではないかと思っているところです。 

 ジェンダー視点を主流化する施策というのに重点を置いていただきたいという要請を込めて、

この質問は終わりたいと思います。 

 次に、土曜授業について、先ほど回答をいただきました。 

 県教育委員会の方針を受けて、２０２５年度、令和７年度は、土曜授業数は７回に予定されて

いるというのをお伺いしました。 

 今まで年１０回行われていた土曜授業が７回になることにより、授業時間は減っていきますが、

それがそれ以外のところに、しわ寄せがいくということはないですか。教育課程に影響すること

はないですか。 

○井手口 勉学校教育課長   

 土曜授業の回数が１０回から７回に減るというところで、少なからず教育課程全体の見直しが

必要になってくると考えております。具体的には、学校行事等の精選、そして６時間授業の日の

増加等を考えることになってくると思われます。 

 現在、各学校におきましては、教育課程編制を行っているところでございます。予備時数も含

めて現在調整を進めているというところでございます。 
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○上別府ユキ議員   

 これから検討していくということで、学校というのがちょっと変わっていくかなと感じている

ところです。 

 働き方改革が叫ばれる中で、教員からは負担軽減を求める声もあります。教員が平日に振替を

取るのは難しく、長期休暇中に消化しているのが現状です。 

 土曜授業の成果と、教員の確保を天秤にかけると時代に合わなくなっているのではないかとい

う考え方もあります。一方、県教育委員会では、地域の協力を得た取組など、先ほど教育長から

報告のあった特色のある土曜授業の仕方、そういう土曜日にしかできないことをすることが望ま

しいと県教育委員会は言っているわけですけれども、それを考えると、働き方改革と多様な教育

の在り方をどう工夫していけるかが、今後は重要になってくると思われるのですが、現在、さつ

ま町では学校教育の在り方検討委員会が審議中でありますが、この土曜授業の今後についても、

その中で審議していく方向性はないですか。 

○井手口 勉学校教育課長   

 学校教育の在り方検討委員会につきましては、町立の小・中学校のこれからの在り方について

検討を行い、望ましい学校教育環境にするため設置しているところでございます。 

 先般１月に行われました学校教育の在り方検討委員会の中では、本町における学校再編後の取

り組みの報告や、これからの学校教育の在り方について意見交換がなされたところでございます。 

 今回におきましては、土曜授業についての検討については、行われなかったところでございま

す。 

○上別府ユキ議員   

 今後、そういうものを論議する場というのが大変必要かと思いますので、御検討いただければ

と思います。 

 ３月の県議会では、土曜授業について大変議論が進んでいるようです。県教育委員会は、「来

年度の回数を減らす対応は実施目安の趣旨に反しない。」ということを言っています。そして、

「土曜授業については、基本的に学校で柔軟に決めていく問題である」と述べていました。 

また、ある県内の公立小学校では、授業時間の短縮や休み時間の縮小も含めた研究というのが

進められているというのもお伺いしました。 

これからの学校生活は、子どもたちにとっても、保護者にとっても変化していく過渡期なんだ

なとつくづく考えているところです。 

そんな中、夢を抱き自ら未来を切り拓く力を備えたさつま町の子どもたちを育むために、我が

町の子どもたちにより良い教育と現場の実情を踏まえた議論が今後も重ねられることを想うので

すが、そこのところは教育長いかがでしょうか。 

〇中山 春年教育長 

 今、ありました県議会の議論等もお聞きしております。 

 今ありましたように、各学校でいろんな取り組みというのを進めております。そして、各学校

で内容を決めるということがありましたが、実施の取り組み内容、活動等を各学校で、これは本

町も一緒です。各学校にそれぞれで取り組んでいただいているところであります。 

 そして、併せまして、短縮授業のお話がありました。４５分を４０分にと。これは、先般、私

も東京で出張の合間に、そういった取り組みをされていらっしゃる学校に行ってきました。こち

らの学校は、その方向を取り組み始め１年して、これでは学力がつかない。本当に残りの５分、

この５分が大事だ。私どもも現場の時にそういう話をしておりました。最後のまとめ、最後、子

どもたちに確認をしていく、見届けをする時間。これが取れない。そこの校長先生もそういう話
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をされていました。そのため１年で元に戻したという話を受けてきたばかりでした。 

 どちらが正しいかは、わかりません。我々はこれをきちんと研究を進めていきたいと考えてい

るところであります。 

 あと、働き方改革の話がいくつかありました。働き方改革につきましても、これは賛否両論あ

るかと思います。県ＰＴＡの役員さん方とも先般話をしましたけれども、この働き方改革は、た

だ教職員の働き方のいろんなことがどんどん無くしていくというのが目的ではなく、子どもの立

場にとって、どのように先生方が教育がしやすくなるために考えてもらう、そういう働き方改革

をしていただくと有難いなというお話等もいただいたところであります。 

 この土曜授業につきましても、教職員の中にもいろんな御意見があるのは承知しております。

そして、本町では先ほど課長のほうが、５時間を６時間に戻すこともあり得るだろうという話を

しましたが、この土曜授業をしまして、この週は５時間授業を数日取ることで、子どもたちとの

ふれあい時間とか、個別指導とか、教育相談とか、または教材研究の時間に充てて、なるべく早

く帰れるようにしている学校もあります。 

 中学校におきましては、勤務時間内４時４５分でありますけれども、この時間に部活動が終わ

るような取り組みをしながら、この宮之城中学校もされております。そうすることで、先生方が

早く帰れるようなということもされることによって、肯定的に捉えている職員もいることは確か

です。 

 ですから、いろんな御意見を賜わりながら、我々は先ほどありました県教育委員会や県の市町

村教育長会、教育課程全般でいろいろと議論しておりますので、ここと連携を図りながら考えて

いきたいと思っております。 

〇上別府ユキ議員 

 御回答いただきました。 

 子どもたちにとって本当により良い学習というか、教育がなされるように今後とも要請いたし

まして、私の質問を終わらせていただきます。 

○宮之脇尚美議長 

 以上で、上別府ユキ議員の質問を終わります。 

 

△散  会   

○宮之脇尚美議長 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

 ３月１０日は、午前９時３０分から本会議を開き、引き続き一般質問を行います。 

 本日は、これで散会します。 

散会時刻 午後２時０７分   
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令 和 ７ 年 ３ 月 １ ０ 日  

 





 

 

令 和 ７ 年 第 １ 回 定 例 会 一 般 質 問 

令和７年３月１０日（第３日） 

順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

６ （５） 

中 村 慎 一 

 

１ 通学補助制度について 

  施政方針では、「喫緊の課題として人口減少対策を掲げ」、若者

等の移住・定住にかかる推進策を講じているが、小中学校の統廃合

が進められ、高校進学は町外希望も多い中、幼児、小中高生を持つ

若者世帯の地域定住の実態について把握しているか。 

 (1) 小中学生の通学支援制度について、バス、自転車、スクール

バス等の義務教育にかかる支援の概要と利用実態について示

せ。また、支援に係る基準はいつからのものであるのか、これ

を改める考えはないか。 

 (2) 高校通学にかかる支援については、中学３年生の進路状況を

みると、町外の高校への進路希望が多いことから、若い世代の

定住支援を考慮すれば、町外への通学支援を考えるべきと思う

がどうか。 

２ 道路の安全管理対策について 

  施政方針では高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように

と基本的な考え方を示されている。地域に居住する高齢者は多く、

生活にかかる日常活動は自家用車が欠かせない。地域在住の高齢者

からは、道路の白線が分からずに危ない思いをするとの訴えが多

い。地域の高齢者の声を聴いて対策を講じる考えはないか。 

３ 施政方針について 

  新年度の施政方針では、上野町政４年間の総まとめをしている

が、施政方針の中で次の項目について、具体的な考え方や方向付け

を示せ。 

 (1) 道の駅の整備について 

 (2) 人口減少対策として若年層の特に若い女性が働ける環境を創

出するための「スピード感のある思い切った施策」について 
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順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

(3) 「自然潤うさつまへの取組み」の中で、「豊かな自然を守り水

と緑に癒されるまち」については、これまで観光事業の柱であ

ったホタルや水産資源についての記述がない。これの考え方を

示せ。 

７ （15） 

柏 木 幸 平 

１ さつま町職員自主研修費助成金について 

  効率的な行政運営に資することを目的に、さつま町職員自主研修

費助成金の交付要綱があるが、実績と効果は。 

  また、今後の活用について問う。 

２ いじめや不登校の対応について 

  教育委員会においては、各学校や町ＰＴＡ連絡協議会と連携し、

いじめ防止や指導に取り組んでいる。 

  また、不登校の児童生徒についてもスクールソーシャルワーカー

と共に積極的な対応をしているが、現在の取組と今後の指導方針に

ついて問う。 

 

８ （10） 

有 川  美 子 

 

１ 水道事業について 

  町長の施政方針にも水道は町民にとって必要不可欠なライフライ

ンとあった。さつま町水道事業経営戦略によると本町の水道・管路

は、ほとんどが昭和４０年代から平成１４年に集中して建設されて

おり、老朽化・災害に備えての耐震化等の課題がある。最も老朽化

が進んでいる施設・管路の状態と更新についての具体的な計画は。 

２ 戦没者の慰霊と平和教育について 

  令和７年は町制２０年、戦後８０年、昭和１００年の年である。

直接戦争を知らない人が約８割を超える中で、全国各地で戦後

８０年記念事業が計画されている。我が国の発展と世界平和を願い

ながら戦地へ赴いた皆様や空襲等の体験をされた方の声や想いを後

世に伝えることは、町民の平和意識の醸成に役立つと考える。 

  また、遺族会も高齢化が進み、慰霊碑の清掃や保持、戦没者名簿

の管理等、様々な困りごとを抱えていると聞く。 

  そこで、次のとおり質問する。 
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順 番 
（議席番号） 

質 問 者 
質  問  事  項  ・  要  旨 

  (1) 町が旗振り役となり、今後の遺族会の在り方や慰霊碑及び

戦没者名簿の保持管理について協議をする考えは。 

  (2) 国と本町の近現代史を伝えるために戦争に関する遺品等の

貸出や寄贈を募り、常設展示あるいは記念事業展示をしてはど

うか。 

    また、常設展示の場所としてふるさと薩摩の館を検討できな

いか。 

３ 消防本部の老朽化について 

  北薩３消防本部指令センター視察時に、大地震や川内原子力発電

所での事故等、有事があった場合の対応について質問をした。万が

一、指令センターが被災した場合には、これまで通り各消防本部に

て緊急電話を受けられるとの回答であった。 

  (1) 消防本部全体の建屋は、大地震マグニチュード７以上に耐

えることができるのか。 

  (2) 個別施設計画によれば、耐用年限は令和１３年となってい

る。もしも建替えや大規模改修となれば、予算規模や建設計画

等について早めに取り掛かる必要があると思うがどうか。 
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令和７年第１回さつま町議会定例会会議録 

                            （第３日） 

○開議期日    令和７年３月１０日  午前９時３０分 

 

○会議の場所   さつま町議会議場 

 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１６名） 

   １番  新 改 幸 一 議員      ２番  平 山 俊 郎 議員 

   ３番  上 囿 一 行 議員      ４番  橋之口 富 雄 議員 

   ５番  中 村 慎 一 議員      ６番  上別府 ユ キ 議員 

   ７番  森 山   大 議員      ８番  新 改 秀 作 議員 

   ９番  平八重 光 輝 議員     １０番  有 川 美 子 議員 

  １１番  古 田 昌 也 議員     １２番  岸 良 光 廣 議員 

  １３番  上久保 澄 雄 議員     １４番  川 口 憲 男 議員 

  １５番  柏 木 幸 平 議員     １６番  宮之脇 尚 美 議員 

 欠席議員（なし） 

 

○出席した議会職員は次のとおり 

  早 﨑 行 宏  事 務 局 長    神 園 大 士  議 事 係 長 

  杉 元 大 輔  議 事 係 主 任 

 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

  上 野 俊 市  町     長    角   茂 樹  副  町  長 

  中 山 春 年  教  育  長    富 満 悦 郎  総 務 課 長 

  大 平   誠  総合政策課長    小野原 和 人  行財政改革管理監 

  垣 内 浩 隆  財 政 課 長    甫 立 光 治  ほけん福祉課長 

  山 口 良 浩  農 林 課 長    山 口 泰 徳  さつまＰＲ課長 

  米 丸 鉄 男  産業支援・定住対策監    原 田 健 二  建 設 課 長 

  出 水   隆  水 道 課 長    萩木場 一 水  消 防 長 

  藤 園 育 美  教育総務課長    井手口   勉  学校教育課長 

  中 村 英 美  社会教育課長 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 一般質問 
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△開  議  午前９時３０分   

○宮之脇尚美議長   

 おはようございます。ただいまから、令和７年第１回さつま町議会定例会第３日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、配布してあります議事日程のとおりであります。 

 

△日程第１「一般質問」   

○宮之脇尚美議長   

 日程第１「一般質問」を行います。 

 一般質問は、一問一答方式となっております。質問時間は答弁を含め６０分とし、質問回数の

制限はありません。 

質問通告に従って、発言を許可します。 

 まず、５番、中村慎一議員の発言を許します。 

〔中村 慎一議員登壇〕 

○中村 慎一議員   

 おはようございます。 

 私も当選以来、４年間、高齢化する地域に生きる人たちやそれを支える人たち、通院や買い物、

地域の生活には欠かせない公共交通、お店、介護福祉サービス、郷土の歴史や美術工芸、中山間

の農村を守る人たち、ホタルや鮎漁の風物詩など取り上げてまいりました。大事な問題でありま

す。町民一人ひとりの気持ちを大事にすることを忘れないようにいただきたいというふうに思っ

て、一期４年目、最後の質問をさせていただきます。 

まずは、「通学補助制度について」であります。 

施政方針では、人口減少対策を喫緊の課題とされて、若者等の定住を図る取り組みをされて来

ています。 

また、小中学校の統廃合が進められ、合併から２０年を要しましたが、足腰の強い、永く愛さ

れる学校を目指してほしいと願うものであります。 

中学校に入ると高校の進学をどうするか。一、二年生の段階から家庭でのテーマになると思い

ます。３年生は、３分の２が町外の高校への進学希望であると聞きます。町内の幼児・保育園か

ら、小学校・中学校・高等学校と、子どもさん方を持つ若者世帯の皆さん方の地域定住の実態は

どうか。子どもの進学を考えて住居を決めたいということなどについて、調査等把握されている

のか、説明をお願いしたいと思います。 

 人口減少とともにバスの地方路線も整理縮小廃止されてきました。通学手段はどうなのでしょ

う。学校が近い生徒は徒歩で、比較的近くても昨今の事件・事故等を考えると必然的に家族が送

迎というふうになります。 

 このような現状に対して、現行の通学支援はマッチしているのか、まず小・中学生の通学支援

制度についてですが、バス、自転車、スクールバス等の義務教育にかかる支援の概要と利用実態

についてはどうなのか。また、支援に係る基準はいつからのものなのか、これを改める考えはな

いか。教育長の答弁ができなければ、町長の答弁をお願いいたします。 

次に、町長に問いますが、高校通学にかかる子の支援です。 

中学３年生の進路状況から鑑みますと、薩摩中央高校には３分の１、あとは町外の高校などへ

の進路希望ということであるようであります。こういうことが常態にあるわけですが、保護者世

帯を含めて、私たちのまちに家族で住もうという若い世代の定住支援を考えますと、薩摩中央高
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校だけではなくて、分け隔てなく町外の学校への通学支援も行うべきではないかと思います。こ

れについてはどうでしょうか。 

次に２番目ですが、「道路の安全管理対策について」であります。 

この施政方針では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようにと基本的な考え方を示

されています。地域に居住する高齢者は多いわけです。生活上、自家用車が欠かせないというの

が現実です。高齢者の皆さんからは、道路の白線が分からずに危ない思いをするとの訴えが多く

あります。国県道を含めて白線が見えないところは多いようですが、県への要請もですけれども、

町道の安全対策ですが、ふるさと納税と財源に配慮しながら、少し地域の高齢者の声を聴いて対

策を講じていただきたいというふうに思うわけです。 

次に、３番目「施政方針について」ですが、道の駅の整備についてです。 

既存の直売所の在り方を含めて方向付けをしたいという説明でした。これはどういうことをし

たいのか、よくわかりませんので内容の説明をお願いしたいと思います。 

次に、人口減少対策として、若年層の女性が働ける環境の創出ということで、昨日の上別府議

員の質問に対しまして、説明がありました。新規事業のようです。国のデジタル田園都市国家構

想に伴う交付金ということで、内容的にはちょっとよくわかりませんが、事業採択はできている

のか。そこのところの御説明をお願いいたします。 

  最後に３つ目ですが、施政方針の「自然潤うさつまへの取組み」の中で、「豊かな自然を守

り水と緑に癒されるまち」ということで、観光事業の柱でありましたホタルや水産資源について

の記述も今回はありません。ホタル観光については、そもそも総合振興計画に記載がないのかな

と、ずっと見ていましたらそんな感じがいたします。 

 鮎等水産資源については、まちにぎわうというところで漁族の関係が分類されているようであ

りますが、こういうこれまでこのまちの中心的な観光事業であった鮎観光とか、そしてホタル観

光、こういったことに全く記載がないということで、これらにつきましては、関係者の皆さん方

も関心をもって見ておられるのではないかと思いますが、これの今後の取組をどういうふうにさ

れるか、そこのところを御答弁いただきたいと思います。 

〔中村 慎一議員降壇〕 

〔中山 春年教育長登壇〕 

○中山 春年教育長   

 それでは、中村慎一議員より、御質問いただきました「小・中学校の通学支援制度の概要と利

用実態」につきまして、私からお答えいたします。 

 小学校は「さつま町スクールバス運行管理規則」に基づき、盈進小学校２路線、柏原小学校

１路線、 摩小学校２路線の合計５路線運行しております。 

利用者は規則の中で「学校の統廃合時の条件により、スクールバス利用区域に定めた者」、

「身体に障害がある等特別の事情を有する者及び通学の安全を図るうえで必要があると運行管理

者が認める者」としております。対象者は９９人です。 

その他、通学費に係る保護者負担の軽減を図るため、「さつま町通学費補助条例」で遠距離で

通学する児童・生徒の保護者に通学費の助成を実施しております。 

１点目は、バス通学補助であり、通学距離が小学校は片道４キロメートル以上、中学校は片道

６キロメートル以上の場合、定期券等の額を助成しております。この中では、平成３１年４月の

中学校再編により、就学すべき学校が変更となった通学区域に居住する生徒はこの限りでないと

しております。申請者は小学生５人、中学生１７８人であります。 

２点目は、自転車通学補助です。中学校生徒で通学距離が片道３キロメートル以上の場合、通
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学用自転車購入費補助が１人１回限り３万円まで出ます。また自転車通学費補助が年額１万

５,０００円となっております。なお、通学用自転車購入補助申請者が１７人、自転車通学費補

助が６６人となっております。 

３点目は、小・中学校の児童及び生徒で通学距離が、片道４キロメートル以上の場合、自家用

車利用通学費を１世帯当たり年額１万５,０００円助成しており、自転車通学との併用はできま

せん。なお、申請者は小学校５人、中学校１２人です。 

支援に係る基準につきましては、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行

令（第４条第２項）」の中で、通学距離が、小学校はおおむね４キロメートル以内、中学校はお

おむね６キロメートル以内であることとあり、そちらを基準にしております。 

この施行令は、昭和３３年４月より施行されております。また、この基準は平成２７年１月

２７日付けの「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」の中でも、徒歩や自

転車における通学距離としては、小学校で４キロメートル以内、中学校で６キロメートル以内と

いう基準はおおよその目安として引き続き妥当であると考えられ、通学路の安全確保の状況や地

理的な条件に加え、徒歩による通学なのか、一部の生徒について自転車通学を認めたり、スクー

ルバスを導入したりするかなども考慮の上、児童生徒の実態や地域の実情を踏まえた上で、通学

距離の基準を設定する事が望まれるとあります。 

先ほど申し上げましたスクールバスの運行や通学費の助成につきましては、今後もこの基準に

沿って進めてまいりますが、通学の安全確保の状況や地理的な条件に大きな変化があった場合に

は、児童生徒の実態や地域の実情を踏まえ協議する必要があると考えております。 

〔中山 春年教育長降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

それでは次に、「高校生に対する通学支援」の御質問でございます。 

現在、宮之城中学校３年生の進路希望の状況につきましては１８０名中、薩摩中央高校への入学

希望者数は３３名でございまして、全体の１８％と前年度までの宮之城中学校からの入学者数の

平均より２％ほど下回っている状況にあるところであります。 

一方、薩摩中央高校以外で北薩地域の公立高校への入学希望者は５６名、全体の約３０％でご

ざいます。その他、私立高校等への進路志望者は８６名ということで、全体の５０％になってい

る状況であります。 

本町唯一の高校であります薩摩中央高校につきましては、少子化等の影響により定員割れが続

く状況下にあるところでございますが、地元の高校で学んだ卒業生が町内で就職することにより、

人材の育成、確保が図られ地域経済や地域の活性化に大きく貢献をすることが期待されていると

ころであります。 

一方、町外の高校に通学する生徒、寮生等への支援につきましては、昨年の１２月議会でも述

べさせていただきましたとおり、町としましては、これまで子育て支援の一環として、医療費の

全額町単独助成など、保護者の経済的負担の軽減策を段階的に拡充してきているところでありま

す。御質問の通学支援策を含め、今後の子育て支援策につきましては、限られた財源の中であっ

ても、更に充実させていきたいと考えておりますが、今現在、国におきましては、高校授業料の

無償化について議論も進んでおりますことから、今後の動向を注視しながら、国をはじめ、県の

新たな支援制度等を踏まえつつ、できる限り保護者の経済的負担を軽減できるよう努めていきた

いと考えているところであります。 

２番目の「道路の安全管理対策について」でございます。 
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道路標示や区画線は国道、県道及び町道などの種類によって管理者が異なるため、規制に関す

る設置者の都道府県公安委員会や道路管理者である、県及び町が補修を行っているところであり

ます。 

 高齢者に限らず、町民の皆様から寄せられる御意見につきましては、公民会を通じた要望書等

や通報により収集・把握しており、町道の白線補修につきましては、交通安全施設整備工事や町

単独区画線補修工事などにより実施しているところであります。 

なお、交通安全の施設整備工事につきましては、各公民会長へ要望箇所を照会し、昨年度につ

いては３５公民会のうち２６公民会の要望に対して実施してきているところであります。 

 国道・県道の白線消失に関しましては、通報のあった箇所について、現地確認の上、位置図や

現況写真を添えて県へ連絡しているところであります。また、早期改善が図られるよう土木事業

連絡会をはじめとした県への要望活動も毎年行っておりますが、緊急性を伴うものについては、

随時連絡をしているところであります。 

ふるさと納税につきましては、主にソフト事業への財源となりますことから、白線補修等につ

きましては、必要に応じて一般財源を含めた全体的な調整を検討してまいります。 

今後も関係機関と連携・調整を行いながら、安全・安心な道路環境の整備に努め、交通事故対

策を講じてまいります。 

次に、３点目の施政方針の関係についての質問の中で、道の駅の関係等についてでございます。 

道の駅の定義については、省略させていただきます。 

鹿児島県内には、２３か所の道の駅がございますけれども、新たな道の駅の建設の動きが、こ

れは近隣の出水市・阿久根市においての話でございますけれども、あるように聞いているところ

であります。 

このように、道の駅につきましては、地域経済の活性化や観光振興、防災拠点施設として、持

続可能な地域社会の発展・構築に大きく寄与するものと考えているところであります。 

 現在、議員からもありましたように、本町には、５つの物産館があり、いずれも道の駅の登録

施設ではありませんけれども、地元産の米や野菜、果樹、惣菜、加工品、「薩摩のさつま」認証

品など、それぞれの物産館が地域の魅力ある産品の販売を行っておられるところであります。 

一方、町内５か所の物産館につきましては、建築からいずれも２０年以上が経過し老朽化して

いることや出荷者の高齢化などにより、出荷者数や出荷品も年々減少傾向にあるところでありま

す。 

このような、物産館の現状を踏まえ、町としましても、栽培技術研修会を開催し、新たな出荷

者の開拓や町の単独事業による生産施設や設備等の導入、また、農林産物直売所連携会を組織し

まして、「ぐるっとさつまスタンプラリー」を開催するなど、集客力のアップにも努めていると

ころであります。 

また、令和４年度から地方創生推進交付金を活用し、鹿児島銀行との協働による「ローカルブ

ランディング」事業に取り組み、既存の物産館の今後の在り方も含め、各物産館の出荷者及び管

理者・従業員の方々へ物産館の５年後１０年後につきまして、アンケート調査等を実施し実態の

把握と方向性を整理してきているところであります。 

お尋ねの道の駅の整備については、現在ある物産館の今後の在り方や新たな道の駅等の建設の

必要性等を総合的に判断した上で、方向性を見極めていきたいと考えておりまして、将来のまち

の活性化や魅力創出につながる取組など、検討する場を立ち上げまして、これを研究、検討を行

っていきたいと思っているところであります。 

また、本町では、高規格道路「北薩横断道路」の整備が進められておりまして、近い将来、南
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九州西回り自動車道などと一体となった広域的な幹線道路ネットワークが形成される見込みであ

ります。このため、道の駅の整備による本線の整備効果が町内の産業や観光分野の振興につなが

るよう、ハード面・ソフト面の両面から研究・検討を進めていく必要があると考えているところ

であります。 

さらに、道の駅の整備にあたりましては、構想、計画段階から関係者や住民の意見を把握し、

また十分反映しながら、情報共有や協働の推進を考慮しながら進めていく必要があると考えてい

るところでございます。 

次に、「人口減少対策」についての御質問でございます。 

 先日の川口憲男議員の質問にもお答えしたところでございますけれども、これまで「子ども・

子育て支援」と企業誘致などを含む「移住定住促進」を柱としまして、全方位的に取り組んでま

いりましたが、人口の推移や時代の流れを捉えますと、今後は、さらに「若年層や若い女性の働

ける環境づくり」をもう一つの大きな柱とし、人口減少対策として取り組んでいきたいと考えて

いるところであります。 

 先に御説明申し上げましたが、まずは、若年層女性の雇用の場を創出するため、包括連携協定

を締結いたしました株式会社フォーバル様の御支援もいただきながら、デジタル人材として就

労・育成できる環境を整えたいと考えているところであります。 

 近年では、リモートワークによる就労など幅広い働き方が実現されておりますので、そういっ

たＤＸによる場所や時間を問わない、多様な働き方も模索しながら、地域に根ざしたデジタル人

材が育成され、さらには地域活性化につながり、人口対策の一助となるよう考えているところで

あります。 

 この取組の関係等について、新たな交付金等の関係については４月以降の申請になる予定でご

ざいます。 

次に、「観光資源の柱であったホタルの関係、水産資源の関係等について」であります。 

 ホタルの関係については、これまでの観光資源の柱であったホタルや水産資源について、御承

知のとおり、ホタルの減少や新型コロナの影響等により、ホタル舟の運航については、二渡地区

のホタル舟が、令和５年度を最後に、運航を終了され、奥薩摩のホタル舟も令和７年度まで今現

在運航を休止されているところであります。 

 また、水産資源につきましても、モクズガニは川内川の本流で捕れるものの、鮎やテナガエビ

などについては、川内川の本流ではあまり見かけず、支流での漁獲量が増えているのが現状でご

ざいます。 

 このようなことから、ホタルの復活に向けまして、本年度から「ほたる再生プロジェクト協議

会」を立ち上げ、設立総会や３回の幹事会を開催し、協議をすすめ、令和７年度におきましても、

関係機関による河川調査や支川の水質調査の実施、また、町においてもカワニナの放流を計画し

ているところでございますが、以前の状態に再生するまでにはまだまだ時間がかかるものと考え

ているところでございます。 

 また、水産資源につきましても、地球温暖化の影響により、水温が高いことが漁獲量が減った

原因ではないかとの意見も出されているところであります。 

 一昨日も私も川内川漁協の宮之城支部の総代会に出席いたしまして、川の現状などを含め、今

後の取り組みについての意見の交換もさせていただいたところであります。 

一方、国におきましては、水辺の楽校の上流であります時吉地区において、かわまちづくり支

援制度を活用され、遊歩道整備と併せたホタル再生の取り組みも検討されているようでございま
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すので、連携をとりながら、事業推進を図っていきたいと考えているところであります。 

 今後におきましても、ホタルや水産資源につきましては、本町における貴重な観光資源である

と認識しておりますので、再生に向けた取り組みを粘り強く進めていきたいと考えているところ

でございます。  

〔上野 俊市町長降壇〕 

○中村 慎一議員   

まず通学支援の関係であります。 

 中学校の保護者説明会で母親が、子どもがバスに乗れなくなったと言って帰ってきたと。小学

校のスクールバスで通学していた子どもが、中学校のバスが対象外だと。それ以来、家族の送迎

をされているということでした。 

 朝の一便、通学優先のコミュニティバスは乗れるはずなのだがなと、教育委員会に聞きますと、

中学生は１００円で乗れますという説明でした。明らかに最初の説明不足じゃないかなと思うの

です。ただ、教育委員会が示している通学支援についての資料については、通学支援ということ

での説明資料になっていて、１００円出して普通に乗れるよといったような説明はなされていな

いわけですね。ですから、そこのところが勘違いが生じたとか、理解不足があったとか、説明不

足があったとか、そういったようなことではないかなという話なのですね。そこらをしっかりと

説明されて、その４キロメートル、６キロメートルという基準。説明を聞きますと昭和３３年と

かいう話でありますが、この話は私なんかが中学校の５０年前ですね。中学校の頃の統廃合、旧

宮之城町では紫陽中学校、鶴宮中学校、佐志中学校が宮之城中学校に統合になったときもそうい

う話でありましたので、昭和３１年の文部省の通知、小学校４キロメートル、中学校６キロメー

トルという基準をそのまま使っていらっしゃるということであります。今でもそうだという話で、

ただ当時と状況が違うと思うのですよね。子どもたちも多くて、途中の家屋も見守り家屋もあっ

たと思うのですよね。そういう時代と、今、子どもが少なくて、一人、二人帰っていくとか、途

中の家屋も住んでいる人がいなくなったとか、見守る人もいないとかいったようなところになり

ますと、状況が変ってきていると思うのです。ですから、そこらは十分に配慮していただいて、

昭和３１年の通知でも諸事情を考慮してと、各教育委員会で定めなさいとなっていますから、そ

このところはさつま町のそういう諸事情というのを考慮していただいて、行政当局とも協議をさ

れて、そういう支援の基準というのは独自に改められていいのではないかなというふうに思いま

す。これは、あちこち通学支援のキロ程なども見てみますと、やはり各市町村によってことなり

ます。３キロメートル、４キロメートルとしているところもありますし、いろんなところがあり

ます。そういったところをやっぱり勉強していただいて、この過疎化が進むさつま町、少子化が

進むさつま町、そういうところでの通学支援というのはどうあるべきかというのを再度、研究し

ていただきたいと、先ほどの教育長の答弁では従来どおりの基準でいきますというような話であ

りましたが、それではなっていかないというふうに思いますが、どうでしょう。 

○中山 春年教育長   

 今、議員から御意見をいただいたところですけれども、まず、私たちが基準につきまして、御

指摘のとおり、昭和３１年中央教育審議会の答申を受けて、事務次官の通知が行われているとこ

ろであります。 

 先ほどもお答えいたしましたけれども、その後、平成２０年に出された小・中学校適正配置に

関する主な意見等の整理の中で、小学校４キロメートル、中学校６キロメートルとする通学距離

の上限とする考え方については、徒歩の場合、おおむね３０分から１時間程度が考えられ、そし

て、あわせて通学距離等の児童・生徒への影響としまして、通学と心身の負担に関する調査の中
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でも小学５年生が徒歩の場合、４キロメートルまでは特に顕著な問題は見られない。また、中学

校２年生が自転車通学の場合６キロメートルを超える場合、ストレスを感じる生徒が増えるけれ

ども、その範囲内であれば、生徒のほうはストレスは感じていないというデータが出ており、こ

れを一つの目安として考えられるとその中でも記されております。 

 その後の平成２７年度の手引きの中でも、先ほども申しましたけれどもその目安として、その

基準４キロメートル、６キロメートルの基準は引き続き妥当であると示されているところから、

私たちは先ほど申し上げたとおりです。 

 また、県内の他自治体を調べてみましたけれども、補助の仕方というのはいろいろとあります。

いろいろありますけれども、さつま町は今調べている中では基準としては手厚くやっているとい

うふうに感じたところであります。 

 本町だけが特別距離が、また時間等が長いとは考えていないところですので、先ほど申し上げ

ましたとおり、今のところはこの基準を今後も続けていきたいと感じているところであります。 

 また、もう一つ、教育的な視点から申し上げますと、児童・生徒には年齢に応じた心身共に逞

しくあってほしいと願うところもあるところも考えているところであります。 

 以前、学校統合に関わった時の話ですけれども、通学に関する保護者等との意見交換会で、あ

る保護者の方から、私たちが自宅から数百メートルの場所に安全面を考えて停留所を設定予定し

ていた案に対し、「家の前で乗れるようにしてもらえないか」というような御意見があったとこ

ろです。バスは、学校前で降りることからその生徒さんの通学時に歩く距離というのはいくらで

しょうか。一方、私が担任しているときに、学校の校門前にいる保護者が、「この子は毎日歩く

距離が短いのだ」と、「我々が高齢で産んだ子だったので、先にいなくなるのは私たちだ。だか

ら、この子には、心身ともに強い大人になってほしいと毎日学校の反対方向に、数キロ先まで車

で子どもを乗せて、そこから歩かせています」と。私は、そういうふうに話を受けました。その

考え方というのは、子を思う一つの素晴らしい心だと思っております。通学路の安全の運行がで

きるかを確認しながら、十分、子どもたちには状況を踏まえながら個々に対応していきたいと考

えているところであります。 

○中村 慎一議員   

 さつま町の場合は、そこまでないと、手厚いほうだという説明であります。 

 今、おっしゃった小学校・中学校、それぞれ通学距離によるストレスとか、それから脳の活性

化とか、体がほぐれているかとか、身体機能がどうかとか、そういう調査結果というのがあるよ

うです。私も見ました。 

 ただ、単なる距離だけではなくて、安全などの観点、それから地理的な事情、平たん地を３キ

ロメートル、４キロメートル行くのはそんなにかからないと思うのですが、見てみますと山があ

ったり、峠があったり、道路の狭いところがあったり、危険なところがあったりするわけですね。

その子どもさん達がどの道を、どういうふうに通って、交通量の多いところを危ない思いをしな

がら歩いてくるとか、自転車に乗ってくるとか、そういう状況等は是非、実際、現場を踏まえて

からでないと言えないのではないかなと思うのです。ですから、実際、保護者の皆さんが無理を

して車で送り迎えをされるといったようなところでありますから、そこのところはしっかりとそ

こから通ってくる子どもさん達がどういう気持ちでされているのか。ただ、基準がこうだとか、

ほかのところを見て手厚いとかという話ではなくて、現場を見ないと分からないのではないかな

と思うのですけれども、そこは是非、取組を進めていただきたいと思うのですが、どうでしょう。 

○中山 春年教育長   

 御指摘のとおりだと、私も思います。 
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 本町におきましては、通学に関する案件等の教育委員会に直接相談というのはあまりないわけ

なのですが、学校にも確認してみました。 

 学校のほうでも日々、保護者からの相談や三者面談等の時に、そういう話があれば受けますと、

そして、「実際、現在はどうですか。」と、いうところでは「（相談は）ないところだ」という

ふうに受けております。それはなぜかというと、これは全国的に調査がかかったわけですけれど

も、通学路で子どもさんが亡くなるという案件がありました。それを受けて、全国的に通学路の

安全点検をし直しなさいと、そしてそれに基づいて毎年見直しを図りなさいというのがありまし

て、それに基づきまして本町では、各学校ごとに保護者や地域からの情報を吸い上げ、その箇所

の合同点検、対策実施後の効果把握の取り組みをＰＤＣＡサイクルとしまして、毎年繰り返し会

合を開きながら、通学路及び子どもの移動経路の安全性の向上を図っているところです。 

本町は、さつま警察署や北薩地域振興局建設部、本町の教育委員会、総務課、建設課、農林課、

こども課、そして学校、町Ｐ連、町保育連合会代表員として、先ほど申し上げました、子どもの

移動経路安全推進会議を設置し、取り組んでいるところであります。 

自分が回ってきた行政とか学校を含めまして、私が本当に実感しましたのは、さつま町は現在

学校数が少ないからかもしれませんが、その改善、改修をしていく件数というのは非常に多いと

自分自身は肌で感じているところであります。 

その箇所につきましては、議員御指摘のとおり、我々もみんなで現場を見ながら対応を考えて

いるところであります。 

○中村 慎一議員  

 うちのまちは十二分にされてきているというふうに感じるという話であります。余所のまちを

見て来られた先生ですので、そういうふうに感じられていらっしゃるのではないかなというふう

に思います。 

 ただですね、文部科学省、国もですが、やはり５０年前と基準が一緒だということ自体がちょ

っとやっぱり進歩がないのではないかと思うのです。現在、当時とは相当環境も違うし、道路も

良くなりました。走る車も多いと思います。特に、高速道路等ができますと、インターに向けて

相当な数の車が動きます。そういったところなんかも考えていただいて、朝の一番忙しい時間帯

に子どもたちも通学をするわけですから、そういう環境の変化というのはあると思うのです。で

すから、そこらは保護者の皆さん方と、また学校サイドもよく協議をされて、やはり改めるとい

う方向で、何らかの措置を講じないことには、皆さんどうなのでしょうか。この町長が「夢と希

望のあるさつま町の未来をつくる」と表明をされていらっしゃいますが、通学とか、家庭教育に

かかる希望とか不安とか心配事とか、そういったものなどはあると思うのです。そういったとこ

ろなども調査をされて、じゃどこに問題があるのかと、じゃなぜ、子どもを抱えて他所のまちに

移っていくのかと、そういったところなども視野に入れて検討進めていただきたいというふうに

思います。是非、お願いしたいと思うのですがどうでしょう。 

○中山 春年教育長 

 今いろんなケースのお話をいただきました。我々も感じているところであります。今後、空港

からの道路が完全につながったときとか、今後、どのような状況が出るか、こういったのも教育

委員会内でも意見交換はしているところであります。 

 今現在、先ほども申し上げました個々で子どもさん達の実情に合わせて現在も検討し、対応し

ているところでありますので、そういった実情に応じた対応というのをしていきたいということ

と、基準については５０年前、６０年前という話でありますけれども、その後に随時見直しをし、

この基準が妥当であるという御判断をいただいておりますので、今のところはそこで進めていけ
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ればと考えているところでありますので、よろしくお願いいたします。 

○中村 慎一議員   

 なかなか前に進まないようであります。課題が残っているというふうに思います。町長も今の

教育委員会の考え方をお聴きになったと思いますが、それぞれ御考慮をいただきたいと思います。 

 次に、高等学校の通学支援であります。 

 薩摩川内市の祁答院町から薩摩中央高校に通う高校生には通学支援がなされているということ

であります。内容の説明はいいですが、この通学補助の問題を含めて、朝の川内高校等へのバス

便の関係があったときに、非常に町内の保護者、親御さん方は顔が青ざめましたよといったよう

な話を聞くのですね。やはり通学の問題、さつま町への定住ということに対しまして、一つの不

安材料だと思うのですが、現在のやり方を見た時に薩摩中央高校に来る余所の子どもたちには支

援があるのだけれども、余所のまちに行く、うちのさつま町の子どもたちには支援がないんだと

いったようなことなんかもあるわけですね。そこらが、何か希望とか魅力とか見いだせない部分

というのはあるのではないかなと思うのですけれども、人口減少対策を喫緊の課題と取組をされ

ておりますが、これらについて、改められるお考えはないでしょうか。 

○上野 俊市町長   

 今、議員から出ました通学の関係等についてでございます。 

 川内高校への専用バスが昨年廃止されまして、今、幹線のバスを使っての通学という形になっ

ております。これにつきましては、やはりしっかりと先般の行政報告でも申し上げましたけれど

も、鹿児島県知事の方にも「しっかりと県として、これは取り組んでいただきたい」ということ

でお願いいたしているところであります。 

 定住の選択の要件の中にやはり学校というのは、当然入ってくるものと思っているところであ

ります。これだけじゃなくて住環境、医療、総合的に含めながらやっぱり進めないとなかなか定

住が増えていかないというのは実態でございますけれども、教育環境の今通学の話もされました

けれども、これは、通学補助だけではなくて、やはりそのバスをしっかりと確保していかないと、

今まで我々は、このまちから近辺の高校まで通学していたわけですから、やはりここの確保とい

うのはしっかり図っていくことが先だろうと思って、今いろいろ動いて、要望もしながらしてい

るところであります。 

 この金銭的な支援については、総合的な定住対策の中で今後につきましても検討していきたい

と思っているところであります。 

○中村 慎一議員   

 是非、検討を進めていただきたいと思います。 

 次に、道路の安全管理対策であります。高齢者の運転免許保有状況などは１２月議会でも十分

聞きました。田舎に行けば行くほど高年齢になりましても日常生活での自動車の運転というのは

欠かせないということなのです。独居とか、二人暮らしが多い中で、明日どうしようかと、車の

運転どうしようかと、日常のやりくりに悩まれている家庭は結構あるのではないかなと思うので

すね。 

 その中で、白線が見えづらくて自動車の運転が怖いと、危ない思いをするから白線だけは何と

かしてほしいのだと。ほかは何もいらないと言ったようなことなんかもあるようであります。安

全施設の整備予算というのは、前年度額５８０万円予算に計上してあるようでありますが、公民

会からの要望が全てではないと思うのですが、要望に対して４分の３程度しか対応はできていな

いといったような話でありました。 

 ここのところをもうちょっと配慮いただけないだろうかというのが、本日の質問です。 
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○富満 悦郎総務課長   

 町長もお答えされましたけれども、要望につきましては、年度初めに各公民会長への調査を行

って把握しているところでございます。 

 要望箇所はカーブミラーや修繕などが多いところでありますけれども、こちらからの公民会へ

の依頼文の中には、カーブミラーや区画線などの事例を掲載しているところではありますけれど

も、高齢者を含めた地域の要望をより反映させるために、要望の報告様式にも区画線や道路標識

等の項目や、イメージ図を加えるなど、要望が上がりやすいように工夫をしてまいりたいと考え

ております。 

 なお、要望された公民会につきましては、要望に対しての実施状況などの回答を行っていると

ころでございます。 

○中村 慎一議員   

 ここのところはいろんな問題もあるかもしれませんが、地域の高齢者の皆さん方の声というの

は十二分に聞いていっていただきたいということをお願いしたいと思います。 

 最後の３番目の質問です。 

 この道の駅の整備につきましては、十分関係者の声を聴きながら対応を進めていきたいという

ようなことであります。 

 最近、私もちくりん館に行く中で、やはり駐車場が狭くて出入りが不自由である。車の出入り

が相当混乱しりました。 

 売り場につきましても、品物の種類が並んでいなかったり、お米、肉、魚、川のものなど、特

産品、これらを充足していく必要性を感じました。やはりそういった点を考えながら、ちくりん

館ではないのですが、道の駅の一つの機能というのを考えますと特産品の開発とか、生産奨励と

か、後継技術の伝承とか、そういう役回りもあるのではと思います。 

 物産館からの情報発信、農産物、特産品、販路拡大とか、生産振興とか、生産拡大、商品開発、

後継者の確保、技術の伝承、一つのキーステーションにできると思うのですね。 

 今、冬場ですから、川ものはあまりありませんが、乾物は全くどこにも置いてないですね。川

エビ、モズクガニ、鮎など、乾物などないです。聞いてみますと、もう高齢で辞められたと、品

物はないですといったような話でありました。 

 ですから、これを今後どういうふうに農政とか、水産振興とか、そこに携わっている人たちが、

夢と希望をもって取り組みができるかといったようなところを、是非、取組を進めていただきた

いなと思うのです。ですから、ここのところはやはり町長の大きな柱としていただきたいと思う

のですが、どうでしょう。 

○上野 俊市町長   

 先ほど、道の駅の話もございましたけれども、道の駅に限らず、今あるこの５つの物産館を統

合してはという話等も出ておりますので、そういうような話等も含めながらこれは進めていかな

ければならないところで、先ほど申し上げましたように、これについては協議を進めていくとい

うことにいたしているところであります。 

 今、議員からおっしゃられましたように、本町が持っている素晴らしいものが農蓄産物ござい

ます。これなんかを全て上手く活用しながら情報発信をしながら多くのお客様にきていただく、

またそれで励みも出てくるということでありますので、ここについては、これまで進めてきたも

の以上にまた幅広くいろいろなものを取り入れながら、なんとかしっかりと町外から多くの方々

に足を運んでいただいて、ここにしかないもの、ここでしか買えないものというのをしっかりと

できるようなものを構築していきたいと思っているところでございます。 
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○中村 慎一議員   

 是非、お願いをしたいと思います。 

 先ほど、ちょっと戻りますが、若年層の女性が働ける環境の関係、デジタル田園都市国家構想、

これは申請をされて、まだ採択にはなっていないということですね。そこのところを。 

○大平  誠総合政策課長   

 議員から今御質問がありましたけれども、これまでは、デジタル田園都市国家構想交付金とい

う名称でございました。それが、石破首相に代わりましてから、名前が変っているところでござ

います。新しい地方経済・生活環境創生交付金という形で、令和７年度当初予算で２,０００億

円の予算を計上されているところでございます。 

 その事業に着手したいということで、未確定事業としては、こちらの方で計画段階でございま

す。４月以降に、正式に申請をさせていただいて、採択されれば８月、９月ぐらいから事業が実

施できる予定で今進めているところでございます。 

○中村 慎一議員   

 わかりました。 

 是非、採択をされて若い女性が集っていただけるような、そういうまちづくりを進めていただ

きたいと思います。 

 先ほど、ホタル観光といったような、そういうところでの説明がありました。やはり、私は思

うのですが、町長の施政方針というのは、今度は改選時ですからそこまで詳しくは書けないとい

うのがあるかと思いますけれども、やはりこれまで大きな問題をはらんできた関係、方針なりと、

考えなりと施政方針の中に書いていただいて、そして関係者の皆さん方にやっぱり情報発信をす

るべきだと思うのです。 

 単に従来どおりの予算を付けておきましたという話ではなくて、そこのところは一つの行政、

政治の進め方として取り組みを進めていただきたいなと思っております。 

 そこのところが非常に疑問に思いましたので、質問をいたしました。 

 最後、町長のコメントをお願いいたします。 

○上野 俊市町長   

 今、議員からもございましたが、今回の施政方針の中では明確にうたってはないところではご

ざいますけれども、これにつきましては、これまで進めてきた経緯等も踏まえているということ

で御理解をいただければと思います。 

 この水産資源を活かした関係等については、当然ながらこれまでも私も申し上げてきていると

ころであります。 

 これにつきましては引き続きしっかりとこれは取り組んでいきまして、まちの宝であります水

産資源をなんとか、しっかりとまた再生していくような取り組みというのを進めていきたいと思

っておりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

○宮之脇尚美議長 

 以上で、中村慎一議員の質問を終わります。 

 ここでしばらく休憩いたします。 再開は、おおむね１０時４０分とします。 

 

休憩 午前１０時２５分 

 

再開 午前１０時４０分 
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○宮之脇尚美議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次は、１５番、柏木幸平議員の発言を許します。 

〔柏木 幸平議員登壇〕 

○柏木 幸平議員   

それでは早速ですが、通告に従いまして、「さつま町職員自主研修費助成金について」と「い

じめや不登校の対応について」質問をいたします。 

さつま町職員研修規程の職員自主研修費助成金交付要綱は、自主研修を行うさつま町の職員に

対し、必要な助成を行うことにより、職員の自己啓発意識の高揚を図るとともに、職務に必要な

能力の習得を促進し、もって効率的な行政運営に資することを目的としております。 

令和６年度の当初予算では、職員自主研修費助成金として７０万円があります。この実績と効

果はどうだったのか伺います。 

次に、いじめや不登校の対応についてですが、まず「いじめ」の質問から入ります。 

文部科学省によると２０２３年度に小・中・高、特別支援学校が認知した「いじめ」の件数は、

７３万２,５６８件。このうち、生命や心身への被害や長期欠席などを含む重大事態は、

１,３０６件で、いずれも過去最多だったそうです。 

また鹿児島県教育委員会では、２０２３年度の県内公立学校の「いじめ」件数は、１万

６６６件。前年度比１５４件減で、内訳は小学校が７,５１５人、前年度比１６件減。中学校は

２,８４０件、前年度比９２件減。そして、重大事態は１０件で、これは前年度比５件増という

ことであります。また、自殺は２人で、前年度比８人減だったそうです。 

本町の教育委員会では、町ＰＴＡ連絡協議会との連携で、年２回行われる「いじめ問題対策連

絡協議会」と、「いじめ対策専門員会」や「いじめ防止基本方針」を基にした指導の徹底など、

いじめ防止や対策に取り組みをされていると思いますが、町内の現状はどうなのか伺います。 

次は、不登校についてですが、文部科学省の「問題行動・不登校調査」によると、２０２３年

度の小・中学校の不登校生は３４万６,４８２人にも上り、過去最多となり、学校別では小学生

が１３万３７０人、前年度比２４％増。中学生は２１万６,１１２人、前年度比１１.４％増で、

いずれも１１年連続で増加しております。 

また、鹿児島県教育委員会が発表した２０２３年度の県内公立学校の不登校生は５,４３２人

で、６年連続で最多を更新し、内訳は小学校が１,６１０人、前年度比３７０人増。中学校は

２,９６０人、前年度比４５７人増で、理由としては、学校生活に対してやる気がでないなどが

３割を占め、最多となっているとのことであります。 

文部科学省の担当は、「コロナで一旦崩れた生活リズムを立て直すことが難しいことや、無理

してまで学校に行かなくても良いという意識の広がりがあるのでは」と、みているそうです。 

本町の不登校の状況はどうなのか伺います。 

 これで、１回目の質問を終わります。 

〔柏木 幸平議員降壇〕 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長  

 それでは、柏木幸平議員からの質問にお答えさせていただきます。 

さつま町職員自主研修費助成金交付要綱に基づく助成制度につきましては、今議員からもござ

いましたけれども、職員の自己啓発意識を高め、職務に必要な能力の習得を促進し、効率的な行

政運営を支えることを目的として設けているところであります。 
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本制度につきましては、職員個人が実施する自主研修、これをパワーアップ研修と呼んでい

ますけれども、及び複数の職員で構成されるグループ研修に対して助成を行っておりまして、近

年の実績においても一定の成果が確認されているところであります。 

具体的には、個人研修では、職務遂行に必要な専門知識の習得や資格取得を目指し、自己研

鑽の一環として活用された事例、それからグループ研修では、所属部署を超えた職員が共通課題

に取り組む事例などがあるところであります。 

また、令和元年度から本年度までの実績として、個人研修につきましては２件、グループ研

修については４件の申請があり、それぞれに助成を行っているところであります。 

 本助成金を活用することで、職員の自己研鑽意欲が向上し、研修を通じた知識やスキルの向上

が業務の効率化に寄与していることから、一定の効果が認められるものと考えているところであ

ります。 

今後の制度運用におきましても、引き続き、職員の自己啓発意欲を促進するとともに、行政課

題に対応するための専門的知識やスキルの習得を積極的に支援できるよう、時代の変化に応じた

制度のさらなる充実を図ってまいりたいと考えているところであります。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

〔中山 春年教育長登壇〕 

○中山 春年教育長   

柏木幸平議員からの「いじめや不登校の対応について」の御質問について、お答えいたします。 

 まず、いじめ防止対策推進法では、いじめについて、「他の児童等からの行為で、児童等が心

身の苦痛を感じているもの」としており、いじめ解消の認定要件につきましては、「いじめに係

る行為が少なくとも３カ月止んでいること」、「被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこ

と」の２つが満たされていることとしております。 

 さて、本町におけるいじめの状況ですが、本年度２月末時点で認知件数が小学校１６０件、中

学校５７件、解消件数が小学校１２３件、中学校５１件となっております。 

 なお、残りの件数はいじめにかかる行為は止んでいますが、まだ３カ月経っておらず解消とし

ていないところです。 

また、本町では、いじめ問題への対策として、学校、警察、ＰＴＡ、公民館長、民生委員、児

童委員、役場福祉関係機関が一堂に会する「町いじめ問題対策連絡協議会」を年２回開催してお

ります。 

この協議会では、各機関がそれぞれの立場からいじめ問題に関する情報を共有し、連携して取

り組むための協議を行っております。 

また、本町の「いじめ対策専門委員会」では、弁護士、精神科医、スクールカウンセラー、大

学教授、警察ＯＢを委員としております。現在のところ、重大事案は発生しておりませんが、架

空の事例をもとに、教育委員会と学校が連携してどのように対応すべきかについて、専門家から

具体的なアドバイスをいただき、シミュレーションを行っているところであります。 

これらの取組に加え、「町いじめ防止基本方針」に基づき、いじめの未然防止と早期発見・早

期対応に努めております。 

次に、不登校の児童生徒への対応についてですが、令和７年２月末時点で、町内の不登校によ

る年間欠席３０日以上の児童生徒は小学生１５名、中学生２５名となっております。 

これまでスクールソーシャルワーカーや教育相談員の配置及び、盈進小学校、宮之城中学校内

に校内教育支援センター、そして、さつまる～ムの校外教育支援センターの設置を進めてきたと

ころであります。 
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令和７年度は、個々の状況に応じた多様な支援策を充実させるため、スクールソーシャルワー

カーや町教育相談員の派遣日数を増やす取組を進めているところであります。   

〔中山 春年教育長降壇〕 

○柏木 幸平議員   

 それでは、職員自主研修費の助成金についてですけれども、自主研修費助成金の活用で一定の

効果が認められているとのことであります。 

 この実績については、新型コロナウイルス感染の拡大防止で制限がかかっていたときは仕方が

ないのですけれども、私の感覚で言えば実績が少ないのではと感じたところであります。 

 せっかくいい制度がありながら職員への周知が伝わっていないのかわかりませんが、所属部署

の日常業務や災害など緊急時において迅速な対応が求められるので、必要な資格を持つことは業

務の効率化につながり、住民サービスにもつながると思います。 

 所属部署を超えて資格者がいることで災害などの長期的な業務になれば、交代で業務にあたれ

るし、幅広く活かせると思います。 

また、資格があることで大規模災害の復旧、復興支援などにも消防署だけでなく、一般職員で

も派遣できるのではと思っております。 

災害を例えて言いましたけれども、本年度もこの助成金は予算が残っております。自主研修、

グループ研修ともに使い切るぐらいの意欲を期待するのですが、どうでしょうか。 

○富満 悦郎総務課長   

 災害時に迅速な対応を行うことにつきましては、例えば防災士などの資格を持つ職員の育成が

重要でありまして、複数の課にこの資格者がいることで、災害時の現場作業や事務作業の長期的

な支援が可能になることから大変有意義な事例であると考えております。 

 また研修制度のさらなる活用につきましては、関係部署と連携をしながらより効果的な運用に

向け、研修内容の充実や支援の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 

○柏木 幸平議員   

 職員の自己啓発の促進や時代に応じた制度の充実を図るとのことで、今後の取組に期待をいた

すわけですが、この自主研修費助成金は消防業務でも令和６年度予算を３０万円組んであります

が、消防署の実績と効果はどうだったのかお伺いいたします。 

○萩木場一水消防長   

 消防職員の自主研修の状況でございますけれども、全てが個人研修のパワー研修でありまして、

令和元年度が２０人、令和２年度が１０人、令和３年度が７人、令和４年度が６人、令和５年度

が１１人となっており、令和２年度からはコロナ下もあり、少なくなっておりますけれども、令

和６年度は２８人と増えたところであります。 

 研修内容について、令和６年度で申しますと救急関係では「新生児蘇生法」、それから「集団

救急対応」、「精神科対応」などが多く１９人、危険物関係では「危険物取扱者試験」、「調査

技術聴講」に６人、「予防技術検定」に３人となっているところでございます。 

 いずれも自らのスキルアップにつながり業務に活かせる研修を積極的に受けている状況でござ

います。 

 特に、今救急関係につきましては、救急救命士だけではなく、救急隊員も積極的に研修を受講

していることなどから、個人だけではなく救急隊としてのレベルアップにもつながっているもの

と考えているところでございます。 

○柏木 幸平議員   

 今、消防長から報告があったように、研修の件数が非常に多いです。それで職員の手出しが多
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額になったそうですが、個人で出費された取扱いはどうされたのか、お伺いいたします。 

○萩木場一水消防長   

 自主研修助成につきましては、消防職員もこの助成金の交付要綱を準用しておりまして、行政

職員とは別枠で予算化しているところでございます。 

 消防職員のモチベーションも高く、令和６年度は多くの職員が積極的に研修を行っている現状

であります。より多くの職員に自主研修をしていただくために一人当たりの上限を設けてこれま

で助成をしており、研修経費と助成金の差額を自己負担している状況もあったところであります。 

 この自主研修を通じて、職員個人の能力を向上させることは、消防本部全体の活性化につなが

ることから、令和７年度からは予算を３０万円から７０万円に増額しているところでございます。 

○柏木 幸平議員   

 令和７年度の予算で増額されたということでありますが、積極的に研修等や個人のレベルアッ

プに努力されているわけですから、これらの研修や資格の取得については、職員に過度の負担が

ないように要請いたしたいと思いますが、これについてはどうですか。 

○萩木場一水消防長   

 業務に必要な資格、例えば、潜水士とか、小型船舶、クレーン操縦、中型免許、救急救命士な

どにつきましては、公費で負担をしているところでありますが、主幹係の取得計画によりまして、

人選を行い、取得をさせているところであります。 

 自主研修につきましては、職員個人の希望によりまして、受講するスキルアップ研修でありま

すことから、引き続き、職員の意思を尊重しながら対応してまいりたいと思います。 

○柏木 幸平議員   

 職員に大きな負担がないように、今後、取り組んでほしいと思います。 

 町内では、各種産業や福祉関係など、人材不足で苦労されております。役場職員の定年後にお

ける再雇用や転職のために、この制度を利用して資格を取得することで退職後においても役場の

再雇用や町内の民間に就職した場合でも活かせると思っております。 

 聞いたところでは、自衛隊員は退職後の就職のために在職中に資格取得や技能取得をされてい

るそうですけれども、答弁で先ほど町長が言われました時代の変化に応じた制度とも捉えていい

のかなと思っております。このことについてお伺いいたします。 

○富満 悦郎総務課長   

 町内の各産業や福祉分野における人材不足は重要な課題と認識しておりまして、役場職員が定

年後に培った経験や知識を地域で活かせるような仕組みが求められていると感じております。 

 現行の制度を活用しまして、職員が在職中に地域産業や福祉関連の資格を取得し、定年後の地

域貢献につなげることについては、今後の検討課題として関係機関と協議を進めてまいりたいと

考えております。 

○柏木 幸平議員   

 今後の検討課題として、関係機関と協議をしていくとのことですけれども、これからますます

少子化が進んで、働き手が減少すると思いますので、６０代は貴重な人材になります。真剣な協

議を要請しておきます。 

 この研修費助成金要項には、職員と消防職員の明記はあるのですが、会計年度任用職員の位置

付けがないので、この制度は、会計年度任用職員は使えないと思っております。 

職務に必要な能力の習得については、会計年度任用職員にも機会を与えるべきと思っておりま

すが、この要綱の改定は考えられないのか、お伺いします。 

○富満 悦郎総務課長   
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 業務遂行に必要な能力の習得については、会計年度任用職員にとっても大変重要であると認識

しているところであります。 

 現行の助成制度では、業務遂行の能力の向上や事務の能率改善などを対象としておりますこと

から、常勤職員を中心に実施しているところでありますけれども、会計年度任用職員も対象とし

てございます。 

今後、ほかの自治体の事例も参考にしながら研修機会のさらなる充実につきまして、検討をし

てまいります。 

○柏木 幸平議員   

 会計年度任用職員も対象としているとのことですが、会計年度任用職員は、業務の制限はされ

ていても常勤職員と変わらないぐらいの意欲を持った方もおられると思いますので、常勤職員を

中心に実施することなく、会計年度任用職員にも研修会の参加や資格取得の機会を是非、与えて

ほしいと要請し、この職員自主研修費助成金については終わります。 

 次に、いじめの件で質問をいたします。 

 本町においては、認知件数が小学生で１６０件、中学校が５７件という教育長の報告で、重大

事案がないということで、重大事案のほうは安心したところですが、これまで対処された数も小

学校で１２３件、中学校で５１件ということでありました。 

 ほかに、このいじめの中で文部科学省の調査では、パソコンやスマホを使ったネットいじめは

全国で２万４,６７８件、これが前年度比７５８件の増となっており過去最多となっております。 

 このネットでのいじめは、小中高生のスマホの普及により、増加しているとみられており、Ｓ

ＮＳで悪口を言われたり、無断で加工した画像を拡散されたり被害が出ているようであります。 

 文部科学省では、こうした状況を重く見て警察ＯＢや保護司、福祉や医療関係者、ネットいじ

めに知見のあるＮＰＯ職員、大学教員らを想定した「いじめ対策マイスター」をモデル事業とし

て全国２０教育委員会に来年度置くそうです。 

 このいじめ対策マイスターは、学校から相談を受けた教育委員会がマイスターを派遣し、個別

のいじめ問題に直接対応したり、被害支援だけでなく、加害側の児童生徒への指導を行ったり、

学校に対しては、再発防止に向けた助言もするとのことです。 

 現在、さつま町ではネットいじめ等の事例は発生していないものか、事例があるとすれば、こ

のような「いじめ対策マイスター」に類似した取組も必要と思うわけですが、現状をお伺いいた

します。 

○井手口 勉学校教育課長   

 まず、ネットいじめ等についてです。 

 鹿児島県教育委員会が、専門業者と連携して行っております「学校ネットパトロール」という

ものや、各学校の取組において早期発見、早期対応を図っているところでございます。 

 現在のところ、本町にてそのようなネットいじめ等の事案についての報告はございません。 

 次に、「いじめ対策マイスター制度」についてでございますが、議員がおっしゃるとおり令和

７年度から実施される制度でございまして、国が認定したマイスターが教育委員会や学校に派遣

され、個別のいじめ事案への対応、そして加害児童・生徒への指導、支援、再発防止等に関する

助言を行うものでございます。 

 マイスターには、警察ＯＢ、大学教授、ＮＰＯ法人などが想定されるとおっしゃっていただい

たとおりですけれども、現時点では、鹿児島県において制度を活用する自治体はないと聞いてい

るところでございます。 

 これらの方々（弁護士、精神科医、スクールカウンセラー、大学教授、警察ＯＢ）と本町の
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「いじめ対策専門委員会」という組織がございますが、その組織について、いわゆるお願いする

方々が類似しているという状況から、さつま町教育委員会としましても、今後は「いじめ対策専

門委員会」において、事案への対応に関しアドバイスを求めていくということを考えているとこ

ろでございます。 

○柏木 幸平議員  

 いじめに対する教育委員会の対応については、理解をいたしました。 

 次に、不登校についてですが、不登校が「一時的なものであってほしい」と思うのは保護者や

関係者の願いだと思います。 

 不登校は、年３０日以上、学校を欠席した人をいうのですけれども、それに満たない不登校に

なりそうな児童・生徒は町内にどれぐらいいるのか、併せて、不登校生の学校への復帰はどのぐ

らいなのか、わかっていればお伺いいたします。 

○井手口 勉学校教育課長   

 令和６年度不登校を理由とする欠席が、１５日以上３０日未満また現在いわゆる不登校として、

考えていない児童・生徒については、２月末現在で４名と確認しているところでございます。 

 また復帰のことにつきましては、令和５年度校内教育支援センターから教室に復帰ができた児

童・生徒が６名、校外教育支援センターさつまる～ムから学校復帰ができた児童・生徒が３名、

校内外の教育支援センターを介することなく教室復帰ができた児童・生徒は１名となっていると

ころでございます。 

○柏木 幸平議員   

 復帰が合わせて１０名ということで理解していいわけですね。 

 全国の中では、不登校の減少に取り組んでいる大分市の教育委員会での取組があります。 

 それは、中学入学時に環境の変化から不登校が増える「中１ギャップ」を防ぐ対策で、約

１００人減少したり、長期休み明けの授業時間を短縮したりして、小学生の増加幅が抑制傾向と

なっているとのことです。 

 また、入学後即時可能だった新入生の部活参加は４月末まで見学のみにし、５月の体育大会も

競技数を減らし、練習時間も短縮したことで１年生が昨年よりクラスに馴染むのが早く、不登校

生の生徒も明らかに減ったそうで、教職員にも時間の余裕が生まれたとのことであります。 

 このように学校のカリキュラムの見直しでも不登校生の減少につながっているようですが、本

町の取り組みとしてはどのようなものがあるのか、お伺いいたします。 

○井手口 勉学校教育課長  

 「中１ギャップ」の解消につきましては、各自治体、各学校で、様々な取り組みが行われてい

ること、中には成果をあげていらっしゃるところがあることも私どもも承知しているところでご

ざいます。 

 本町においても以前から学期始めや学期終わりに授業を短縮するなどしている学校も多い状況

でございます。 

 また、教育委員会が積極的に進めてきております小・小交流についても、本年度実施したさつ

ま町教育委員会と中学生との意見交換会の中で、ある小規模校の学校出身の生徒さんから「小学

校の時に、もっと他の学校との交流があれば中学校入学時に戸惑わない」というような貴重な意

見もいただいたところでした。 

 オンラインでの合同授業、陸上記録会や英語のスキットコンテストにおける児童同士の交流、

複数校での合同修学旅行や集団宿泊学習など、さらなる小・小連携を各学校に働きかけていると

ころでございます。 
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来年度は、佐志小学校、柏原小学校、鶴田小学校が３校で合同修学旅行を行う予定でございま

す。 

さつま町教育委員会としましても、このように小・小連携を進めることが、中学校生活のス

ムーズなスタートにつながり、そして少しでも不登校生が減少するのではないかということを考

えているところでございます。 

○柏木 幸平議員  

 現在、各学校において、不登校にならないような学校に親しみを持てる取組を行っているとい

うことで、安心したところでございます。 

 学習意欲がありながら自主学習をしている中学校の不登校生が、いざ進学になり受験しても、

学習の評価がされていないことや学力がついていないことで、希望の高校に合格できないことも

聞いているところでございますが、不登校生の学習の機会を優先することも急務かと思います。 

 不登校生の高校進学を見据えた学習補償については、どのように考えておられるのかお伺いい

たします。 

○中山 春年教育長  

 本町では、校内教育支援センター、校外教育支援センターを設置し、不登校児童・生徒の居場

所づくり、人間関係づくりに取り組んでまいりました。 

 具体的には、トランプやボードゲームなどの人間関係構築に効果があるとされる活動、読書な

どを通して、児童・生徒が安心して過ごせる環境を提供してきております。 

 また、校外教育支援センター「さつまる～ム」におきましては、屋地楽習館に移設し、図書館

との連携を図るなど、一定の成果もあげております。 

 しかしながら、これらのセンターにおける支援は議員の御指摘のとおり、居場所づくりとして

は一定の成果をあげているものの学習補償という観点からは十分とは言えません。 

 そこで、さつま町教育委員会としましては、まずは不登校生徒の学びの補償を確保し、進路補

償、将来の社会的自立を支援するための学びの多様化学校、宮之城中学校分教室につきまして、

先般の議会で御質問をいただいた時に研究してまいりますとお答えしておりました。そこで、私

たち教育委員会としましては、令和８年度４月、「学びの多様化学校」を宮之城中学校分教室の

設置を目指すことといたします。 

 「学びの多様化学校」とは、不登校児童・生徒の学習支援、心理的サポート、社会的自立支援

などを目的とした学校であり、個々の児童・生徒の状況に合わせて教科学習はもとより、多様な

学習機会や体験活動、そして探究学習等を提供します。 

 加えて、「学びの多様化学校」では、鹿児島県からの教員配置があるため、より専門的な知識

や経験をもった教員による指導が可能となります。 

 分教室の設置にあたりましては、昨年秋から県外視察も実施し、現在は、鹿児島県教育委員会、

文部科学省とも連携を図りながら先進事例を参考に、本町の実情にあった分教室の設置に向けて

準備を進めております。 

 今後は、有識者を交えた「多様な学びの在り方」に関する協議会も設置し、様々な角度からよ

りよい分教室の在り方を探っていこうと考えているところです。 

 分教室の設置場所につきましては、「学びの多様化学校」分教室は、同じ校舎内には設置でき

ないため、町内の小学校などの施設を活用できないか検討を進めており、今後、設置に向けた環

境整備に努めてまいります。 

○柏木 幸平議員   

 今の答弁で、居場所づくりは一定の効果は上げているが、学習補償は十分とは言えないという
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ことのようであります。 

 そこで、不登校児童・生徒または、療養時よる長期欠席生徒を対象とする特別な教育課程を編

成して教育を実施する先ほど言われました「学びの多様化学校」の設立に向けて、現在、本町の

教育委員会が努められているということでありましたが、これが実現すれば、さつま町にとって

も、鹿児島県にとっても、今、鹿児島城西高校が、県内には１校でありますけど、それに次ぐ設

置で素晴らしいことですが、当然これには財源が出てくると思うのですが、そこ辺りの町の出費

はないものか、お伺いいたします。 

○中山 春年教育長   

 「学びの多様化学校」分教室につきましては、現在のところ、既存の施設の活用を念頭に大規

模な改修は考えていないところであります。 

 しかしながら、文部科学省との協議を進める中で施設の変更や備品、施設に関わる具体的なも

のが必要な場合には、町費で対応することになるかと思います。 

○柏木 幸平議員   

 既存の施設を使うということで、大きな町の出費はないということでありますが、備品等につ

いても施設の中身のことであると理解しました。 

 今、教育長が答弁されましたように、今後また行政の支援も必要になってくると思いますが、

町長の協力体制はどう考えておられるか、お伺いいたします。 

○上野 俊市町長   

 この「学びの多様化学校」分教室の設置の関係等については、非常に不登校生の学習の機会、

それから社会的自立、高校進学へつなげていく非常に大事なものだと思っているところでありま

す。 

 これにつきましては、行政としましても実現に向けまして全面的に協力していきたいと思って

いるところであります。 

○柏木 幸平議員   

 私が調べた「学びの多様化学校」は、令和６年で全国の小・中・高あわせて３５校あり、内訳

は公立学校が２１校、私立学校が１４校です。 

 当町においても令和８年４月には、分教室がスタートできるように期待しておりますので、教

育委員会の取り組みを要請しておきます。 

 あと１問なのですが、新聞記事で読んだのですが、不登校生を持つひとり親の母親は要介護状

態の父親と同居し、娘の世話を頼める人がおらず仕事を辞めるしかなかった。娘の将来に不安を

感じる中、経済的にも追い込まれて辛かった。外出もままならず、誰に相談すればよいかもわか

らなくて孤独を感じたとのことです。このように日中、家庭過ごす子どもを支える保護者の経済

的、精神的負担に対する支援についても必要だと思うのですが、このような事例があるのか、本

町の取り組みをお伺いいたします。 

○井手口 勉学校教育課長   

 その点につきまして、不登校生に限らず家庭の抱える経済的、精神的な（負担に対する）課題

については、状況に応じてこども課、社会福祉協議会、そしてスクールソーシャルワーカーと連

携して、それぞれができる支援を協議しながら進めているところでございます。 

○柏木 幸平議員   

 本町においては、関係機関など横の連携をとりながら経済的、精神的に困っている保護者等に

対して対応しているということで安心したところです。 

 このように、引き続き不登校の児童・生徒や家族が孤立しないように、また不登校生が出にく
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い環境づくりができることを要請して、私の質問を終わります。 

○宮之脇尚美議長   

 以上で、柏木幸平議員の質問を終わります。 

 次は、１０番、有川美子議員の発言を許します。 

〔有川 美子議員登壇〕 

○有川 美子議員   

 議員番号１０番、無所属の有川美子でございます。 

 私は、我が町の将来を見据えて、まちづくりが大切だと現在、考えております。 

 その視点より３つの項目について、質問いたします。 

大項目１「水道事業について」 

町長の施政方針にも水道は町民にとって必要不可欠なライフラインとありました。 

さつま町水道事業経営戦略によると本町の水道・管路は、ほとんどが昭和４０年代から平成

１４年に集中して建設されており、老朽化・災害に備えての耐震化等、多くの課題があります。 

最も、老朽化が進んでいる施設・管路の状態と更新について、具体的な計画はどうなっている

でしょうか。 

大項目２「戦没者の慰霊と平和教育について」 

本年は町制２０年、戦後８０年、昭和１００年の年にあたります。報道によりますと、国民の

中で、直接戦争を知らない人が約８割を超えたそうです。 

全国各地で戦後８０年記念事業が計画されております。我が国の発展と世界平和を願いながら

戦地へ赴いた皆様や空襲等の体験をされた方の声や想いを後世に伝えることは、町民の平和意識

の醸成に役立つと考えます。 

また、遺族会も高齢化が進み、慰霊碑の清掃や保持、戦没者名簿の管理等、様々な困りごとを

抱えていると聞いております。 

そこで、２つ質問いたします。 

町が旗振り役となり、今後の遺族会の在り方や慰霊碑及び戦没者名簿の保持管理について協議

をする考えはないでしょうか。 

国と本町の近現代史を伝えるために戦争に関する遺品等の貸出や寄贈を募り、常設展示あるい

は記念事業で展示をしてはどうでしょうか。 

また、常設展示の場所としてふるさと薩摩の館を検討できないでしょうか。 

大項目３「消防本部の老朽化について」 

北薩３消防本部指令センターを視察いたしました。大地震や川内原子力発電所での事故等、有

事があった場合の対応について質問をいたしました。「万が一、北薩３消防本部指令センターが

被災した場合には、これまで通り各消防本部にて緊急電話を受けることができる」との回答であ

りました。 

そこで、２つ質問いたします。 

（１）消防本部全体の建屋は、大地震マグニチュード７以上に耐えることができるのでしょう

か。 

（２）町の個別施設計画によれば、耐用年限は令和１３年となっています。もしも建替えや大

規模改修となれば、予算規模や建設計画等について早めに取り掛かる必要があると思いますがど

のように考えているでしょうか。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

〔有川 美子議員降壇〕 
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〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、有川美子議員からの御質問にお答えさせていただきます。 

まず、１点目の「水道事業ついて」でございます。 

 本町の水道につきましては、大正１５年に県内で３番目に創設され、水源地３４箇所、配水池

４３箇所の施設ほか、給水区域を給水するための水道管路の総延長は、約４５３キロメートル保

有しているところであります。 

水源地・配水池などの主要構造物の法定耐用年数につきましては、水源施設が４０年、配水施

設が６０年となっているところであります。 

その中で最も古い施設は、昭和１０年に築造された船木水源地で、ほかに耐用年数を超えてい

る施設が数か所あるところであります。 

また、水道管路の法定耐用年数は４０年で、昭和２６年に布設された配水管が最も古く、令和

５年度末現在で法定耐用年数を超えている管路延長につきましては、約１２４キロメートルで、

全体の約２７.５％に達している状況下にございます。 

耐震化につきましては、水道管路全体で耐震性のある水道管への更新率は、約３％程度で、水

源地・配水池などの構造物についてもほとんど耐震化が進んでいない状況下にあります。 

このような状況から今現在、優先順位をつけて計画的に取り組んでいるところであります。 

これらの施設の更新・耐震化につきましては、多額の資金を要することから、水道事業基本計

画の「水道ビジョン」や「経営戦略」のもと、限られた財源の中で、効率的な更新を行っていき

たいと考えているところであります。 

水道事業につきましては、御存じのとおり利用者の皆様が御負担いただく「水道料金」で賄わ

れる「独立採算制」で運営を行っているところでおります。 

水道利用者の方々に対しましては、このような現状と今後の課題を御理解していただき定期的

な料金の見直しと適正な御負担もお願いしていかなければならないと考えているところでありま

す。 

次に、２点目の「戦没者の慰霊と平和教育について」の御質問でございます。 

 まず、現在の遺族会の現状でございますけれども、平成１７年のさつま町合併当初、さつま町

遺族会として活動しておられましたが、それぞれの旧遺族会のお考えのもと、平成１９年度から

旧遺族会での活動に戻され、３支部遺族会での活動になったと伺っているところであります。 

 現在「宮之城支部遺族会」と「鶴田支部遺族会」が活動されており、「薩摩支部遺族会」につ

いては、活動状態が不明で休止されているようでございます。 

 遺族会の主な活動としまして、毎年４月と１０月の護国神社大祭、それから平和の塔や慰霊塔

の清掃、県や町が主催する戦没者追悼式への参加が主な活動となっているところであります。 

 しかしながら、戦後８０年という月日の経過から、会員の方々も高齢となっているため、遺族

会会員の減少、役員のなり手がいないなどの状況下にあるところであります。 

 お尋ねの今後の遺族会の在り方等については、令和５年度に遺族会から要望を受けまして、検

討した結果、それぞれの遺族会に対し令和６年度から運営補助を開始したところでありまして、

県遺族会に対する負担金相当額の補助をいたしているところでございます。 

 次に、慰霊碑及び戦没者名簿の保持管理について、協議をする考えはないかとの御質問でござ

いますけれども、先ほども申し上げましたとおり、遺族の高齢化に伴いまして、遺族を中心とし

た慰霊碑や慰霊塔の維持管理に限界がきている状況下は全国的な問題でもありまして、日本遺族

会による国への要請もされているようであります。 
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保管場所によっては劣化が著しい物もあり、整理をしているところであると伺っているとこ

ろでございます。 

国の動向も注視しながら、本町といたしましても、両支部の遺族会と協議を進めさせていた

だければと考えているところでございます。 

次に、３点目の「消防本部の老朽化について」の御質問でございます。 

北薩３消防本部指令センターは、先ほど議員からもございましたように、薩摩川内市中郷町に

あります薩摩川内市消防局３階に開設されまして、本年２月１８日から仮運用を開始していると

ころであります。 

現在のところ大きなトラブルもなく順調に運用されているところであり、４月１日には運用開

始式が挙行され、正式に運用が始まるところでございます。 

本指令センターが大規模災害等で万が一運用不能となった場合には、その代替施設としまして、

さつま町消防本部に本部受付装置が設置してございまして、消防本部で１１９番の受信ができる

ように、また１１９番回線につきましても迂回回線が設けてございまして、１１９番通報ができ

ないこととならないようバックアップ体制はしっかりと整えてあるところでございます。 

まず、「消防本部の耐震性能について」でございますが、消防本部の建屋は昭和５６年竣工の

旧庁舎と、平成１０年竣工の新庁舎に分かれてあります。 

本部受付装置が設置されている旧通信指令室につきましては、平成１０年竣工の新庁舎に置か

れておりまして、新しい耐震基準で建設されているところであります。 

また、旧庁舎におきましては、平成９年に耐震診断を実施しており、その耐震判定書によりま

すと、１・２階とも壁量、壁の量ですが多く耐震性能が高いとの評価となっておりますけれども、

一部塔屋部分の強度が弱く、撤去若しくは補強が必要との診断でございました。 

指摘がありました塔屋部分につきましてはすでに撤去しており、このことで耐震診断による震

度６～７程度の消防庁舎の倒壊や崩壊の可能性は低いと認識しているところであります。 

次に、「耐用年数について」でございますが、議員御指摘のとおり、町個別施設計画による旧

庁舎部分の耐用年数は５０年でございます。 

これまでの改修等を進めてきておりますけれども、この耐用年数等を考慮しますと、令和

１３年がその期限でございますのでこれにつきましては内部で検討を進めてまいりたいと思って

いるところであります。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

〔中山 春年教育長登壇〕 

○中山 春年教育長   

 有川美子議員の「戦没者の慰霊と平和教育について」の「戦争に関する遺品等の常設展示あ

るいは記念事業展示ができないか」との質問にお答えいたします。 

 議員御提案の戦争に関する遺品等の展示に関しましては、戦後８０年また昭和１００年の節目

の年でありますことから、町としましては、宮之城歴史資料センターの企画展として、「昭和

１００年の歩み」をテーマに開催を計画しており、その中で戦争に関する遺品等の展示も検討し

ていたところであります。 

 また、中種子町との交流事業におきましても、戦時中における学童疎開が縁で交流がはじまっ

ており、令和７年度は、中種子町の子どもたちを本町に受入れる予定ですので学童疎開８０年の

節目として、「次世代に語り継ぐ」をテーマに取組を検討しているところであります。 

戦争体験者や関係者も少なくなる中、平和教育として後世に引き継ぐ点において、常設展示場

所は大変、有効な方法であると思います。 
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常設展示については、今後、展示の規模を含め、場所、展示品数、管理方法、セキュリティ面

など検討してまいります。 

なお、「ふるさと薩摩の館」の御提案もいただきましたが、老朽化により空調設備も故障して

おり、多額の修繕費が必要となりますので、地元の理解をいただきながら、今後は用途を廃止し

収蔵庫とする予定として考えているところであります。 

〔中山 春年教育長降壇〕 

○有川 美子議員   

 １問目の回答をいただきました。 

 まず大項目１の水道事業についてであります。 

 この水道事業については、実は、令和６年の４月１日から料金改定ということで、町民の皆様

にも御理解をいただいて１２％の料金改定をしたばかりでございますが、今回４年間の締めくく

りとして質問に上げさせていただいたのは、正直申し上げましてそれでは、今後の水道事業が成

り立っていかないのではないかと、水道管について今大変注目が町民の方からお声がきます。ニ

ュースであるような漏水であるとか、下水管では千葉県のような道路が陥没するような事故が起

こるのではないかというような不安の声がありますが、私は水道管のことも大事だけれども、一

番は財政的な経営戦略、こちらが大事だと思って、この一般質問に上げております。 

 では、２問目の質問になりますが、私の方でお伺いしました、町長が昭和１０年の船木の水源

地と、水道管は昭和２６年のものがあると。計画的にしていくというものでありますが、この中

で最後に耐震化のお話がありました。需要施設の耐震化というのは、国の方でも水道が国土交通

省へ所管が移りましたので、耐震化をしなさいというようなことがきておりますけれども、すみ

ません、私はこのように考えます。 

 病院、もちろんこの本庁ですね、大きな地震とか、何か被災した時にとにかくこの重要施設に

だけは水を供給しなければ、病院は特に例えば透析をなさっている方とか、命に係わる、水がな

ければならないところはいっぱいありますけれども、このへんについて計画はどのような形で考

えていらっしゃるかあればお示しください。 

○出水  隆水道課長   

 重要施設への管路の耐震化ということで、御質問であったかと思います。重要施設までの耐震

化の状況でありますけれども、本町の水道については、水源、配水池等が点在をしているような

状況でございます。 

水源地から送水管、配水池、排水管、重要施設までという形で水道を供給しておりますけれど

も、これが一直線で直結しているような状況ではございません。 

それぞれ施設ごとに耐震化を進めていかなければならないというような状況でございますので、

これが、一緒くたにすぐ耐震化が進むという状況ではないということでございます。 

○有川 美子議員   

 これについても国の方は、能登半島地震のあとに耐震化のことを言ってきていると思います。

その前からもありますが、さらに目の前に重要なことがありましたので、そのようなことなので

すが、すみません、令和５年の６月議会だったと思います。同僚の上久保議員からも質問があり

ました水道課について。正直申し上げてその時には水道管のことばかりお伺いしながら御質問を

聞いていたのですが、この水道管の更新にその時の回答は３３億円程掛かると御回答されており

ます。管路については、耐用年数４０年あるのだけれども、すみません、素人の質問ですが、例

えばアスファルトを剥がさず水道管が空気に触れなければ４０年経っても使えるものがたくさん

あるのだというふうに私は理解しております。なので、計画的にしていくというようなふうにお
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答えしていただいていると思うのですが、この３３億円という御回答の中に、耐震化というとこ

ろが含まれているのかどうか、そこの点を教えてください。 

○出水  隆水道課長   

 前回の上久保議員の質問の中であった質問に対して回答をいたしましたけれども、この耐震化

について含まれているかということですが、一応、老朽管を解消するということになりますと、

解消した部分については、新たに耐震化の管を敷設しますのでそちらも含まれているということ

であります。 

○有川 美子議員   

 その老朽管を変えて耐震化のある新しいものに変えた時に、そのような管に変えるということ

で、ここに含まれているということなのですが、私がなぜお伺いしたかというと、これからやは

り耐震化というところは「国がやりなさい」と言ってきておりますので、その部分にも多額の費

用が掛かっていく。そしてこれから水道事業は、ここにいる皆さんはお分かりのとおり人口減少

にあわせて、減少だけでなく、給水人口が減っていく、そして町民の方に分かりやすく申し上げ

ますと、「水道代、上がるよね」と昨年言われたときに考えるのは「節水しなきゃ」となるので

すよね。水をあまり使わないほうに、テレビの報道もそうです。お風呂の水を満杯なのを半分に

しました。水を少なくします。ということになるのですよね。暮している町民の皆様は、私も含

め。 

 でもそれでは実は（水道事業としては、）困るのですよ。電化製品もおトイレも節水、節水と

くると水の量がひとむかし前より使う量が減っている。これは支払ってくださる水道料金の金額

が減るということなのです。水道事業にとってことは忌々しき事だと私は思うのです。 

 令和３年度から赤字に転じまして、赤字に２年連続なったので、やはりこれは水道料金を上げ

なければいけないという私たちのこの議会で議論をして、承認をしたわけであります。 

 私がこのように申し上げるのは、町民の皆様に水道事業の現状をしっかりと伝えなければなら

ないと考えているからであります。 

 水道事業には、電気料金の高騰はどうでしょうか。ひびいているのではないかと考えますが、

現場のほうではどのように思っていらっしゃいますか。電気料金の高騰についてです。 

○出水  隆水道課長   

 電気料金の高騰についてということでございますけれども、水道事業においてはかなりの施設

をもっております。 

そこについては、ポンプ等に動力源として電気を使っておりますので、かなりの電気料が大き

く影響を受けております。 

 以前としますと四、五百万円はかなり１,０００万円近く影響があるような状況でございます。 

○有川 美子議員   

 かなり影響を受けていると。１,０００万円近くになるのだということをまずは確認いたしま

した。 

 やはりこの水道事業の状態、御存知でない方もいらっしゃるので、申し上げますが、水道事業

は普通の役所の会計とは別であります。 

 これは、簡単に申し上げるとさつま町の地方自治体が行う地方の公営企業ですね。ひとつ会計

が違うものでありますので、町民の皆様とか企業とか、水道をお使いいただいた料金の中から採

算性を出していく。そして、純利益、利益を立てていきながら貯金をしていながら将来に向かっ

て水道を皆様に安全に、そして蛇口をひねればちゃんと水が出るという、この当たり前のような

暮らしを支えるための事業でありますので、ここは本当に困っているのだということを御理解い
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ただければと思います。 

その中で、議論をしてまいりますが、「さつま町の水道事業経営戦略」というのが令和２年度

から令和１２年度までの計画になっているのですが、ここが実は平成３０年度からの給水人口の

推移というものを予想して、こういう計画を立てているので推移しているのですが、今、私たち

のこの議会にいただいた資料で令和６年度の決算予定と、令和７年度の当初予算水道事業出てい

ますが、そこに出ている実際の実績の人口とかなり離れています。 

例えば、令和元年度から令和５年度でいうと２,６２４人の差があります。予想していたより

も人口がすごく減った。給水人口が減った。空き家が増えた。企業の方は、ちょっと私はいま把

握しておりませんがそういうことであると思います。人口というよりも給水人口が減ったという

ふうに御理解いただければと思います。 

ですから、この計画をやはり皆様に見直しをしながら、町民の皆様にやはりお知らせだけでは

なく、御理解いただくという活動が今後必要かと思っております。 

その中に一つ私の考えですが、水道事業がこれだけ大変な状況であることを町長、すみません、

私は宣言すべきだと思います。町民の皆様に料金改定いたしますというときだけに、これだけ苦

しいのですというのではなく、ホームページだけにあるのではなく、今、まさに先の５年ではな

く、１０年、２０年、３０年を見て、今、料金の改定をもっと真剣に考えなければならない。経

営は、努力をされてこられています。水道課の方はですね。職員も減らしたりとか、いろんな努

力をしている跡が見えます。けれども今の１２％の料金改定だけでは将来本当に私たちの水道が

保てるか、ここに大きな疑問がございます。 

ですので、水道事業経営戦略の見直しを５年ではなく、３年にしていただいて、そして町民の

皆様に「水道は危機的なのだ」ということをお伝えするということを、「水道サポーター」とい

うのを導入していただいて住民の方の理解を深める。この２つのことを行政にしていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○出水  隆水道課長   

 経営戦略の件でございます。経営戦略につきましては、令和２年に計画を設置いたしました。

１０年間の計画ということですので、大体、見直しとしましては、来年度と言いますか令和７年

度に見直しをする予定でございます。 

○上野 俊市町長   

先ほど有川議員から宣言の話がでましたけれども、宣言と言いますか、私は細かい情報の提供と

いうのはやっぱり大事だと思っております。 

 ですから、やっぱりその機会を捉えながら細かい情報を出していかなければならないと、その

必要性は感じているところでございますので、そのところに基づきながら随時、情報提供をしな

がら御理解をいただくという手法でいきたいと思っております。 

○有川 美子議員   

 私がちょっと危機宣言と少し大げさに言っているのかもしれませんが、水道事業についてずっ

と学ぶ中でやはりどんどん知れば知るほどリスクがある、将来のまちづくりについて私は少し危

機感が足りなかったのではないかという私自身の自戒を含めてお伝えしております。 

 申し上げました令和７年度が確かに５年で見直すので、ちょうどその年に当たるのですが、

５年間は長いと思います。私たちコロナから知りました。時代の流れが早くて、ついていくのに

精一杯です。人口が減るも増えるも、そして給水人口がいろんなことを５年というのはとっても

待ち過ぎだと思います。 

 せめて３年。前の総務省が管轄だったときも３年から５年で見直しと書いてあります。ですか
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ら、３年で見直し。そして、料金についてもちゃんと町民の方に御理解いただきながらというの

が大事かと思います。それをお伝えしておきます。３年で次の見直しを要請としてお伝えいたし

ます。 

 そしてもう一つ、提案という形で最後を閉めたいと思いますが、水道事業というものに今工事

費など１億円ぐらいの予算をとっていることは存じ上げておりますが、これでは足りないという

のが簡単な言い方でありますが、私が学んだ中に出てくる数字であります。 

 その中で、どうにかして水道事業の収益を増やさなければならない。けれども公営企業なので、

一般会計からどんと、お金を繰り入れてくれということもなかなか難しい現状であります。繰り

入れてはいますけれども、そこにも国からの通知がありまして積算をしている中なのですが、私

は、こんなふうに考えます。料金改定を次上げるときに、正直に上げないといけないと思います。

経済成長をする中に、手元に残るお金が増えないと私たち一般で働く町民の皆様大変苦しいので

す。光熱費が上がると苦しいとなるけれども、それを待っていては水道事業が立ち行かなくなっ

たら終わりなのです。そして、よく国の施策を求める声、お金を求める声があります。ナショナ

ルミニマムなので、国がやるべきだというけれども、国が今回も令和７年度の当初予算がさほど

動いていないです。であるならば、町が、私たち町民の近くの一番小さな政府の長が動くしかな

いと思うのですね。 

 その中で、もし料金を増やしたとします。関東なんて今ニュースで４０％一気に上がると。そ

こはちょっとおいといて、でも上がるのだというときに私は一方で、この一般会計の中から、で

は料金改定で上がるのだけれども、上がった分の基礎料金の例えば部分は１年でも２年でも一般

会計のほうから政策として「町民の皆様、企業の皆様に、そこは持ちますよ」と、「補助をして

いきます」ということが政策上できるのではないかと思うのです。 

水道事業を今後保つための収益を上げないといけないというところと、私たち町民が全員、水

道が引かれていない方たちも必ずこちらに来てお茶を飲んだり、トイレを使ったり、手を洗った

りして必ず利用されていますから、水道事業を保つという名目で知恵を絞っていただけたらとい

うふうに考えております。 

素人の考えかもしれませんが、町民の皆様に「水道料金が上がるけれども、町は必ずちゃんと

町民に見える形で、繰出金という形ではなくて、見える形で補助をします。」と、こういう分か

りやすい政策というものを提案いたしまして、２問目の質問にまいりたいと思います。 

すみません、ちょっと花粉症がひどくて声が枯れておりますが、お聞き苦しいところがあるの

は御容赦ください。 

戦没者の慰霊の方と平和教育ということで、質問をいたしました。 

先ほど、町長から遺族会のこれまでに町も向き合ってきたんだということがわかりました。そ

のようであります。 

ただ、夏になりますと、戦没者慰霊碑の清掃作業に私もまいります。草払い機を持って、草払

いに行きます。そういう時にやはり聞こえてくる声がやっぱり、「今後、本当にどうするのだろ

うか」と。国の方は、こういう慰霊碑が傾いて危ない時には補助金を出すようになりました。本

当に数十万ですけれども。それでは足りなくて、遺族会の在り方というのがイコール私たちが毎

年参加させていただきます、亡くなられた皆様、戦争という形で亡くなられた皆様への慰霊とい

うのをしておりますが、これを守っていくということが、もう遺族会の町民だけの仕事、役目で

はなくて、もう町のお役目なのだと理解しておりますので質問をしております。 

２回目の質問として、遺品展示を考えているということで、本当に機会が合うということは有

難いことでございます。 
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これを鶴田の方ですが、遺族会の方も１名にしかお伺いしていないのですが、遺品展示したら

いいかもという声が上がったということだったので、こういう遺族会の方に声がけをして町の歴

史資料館で行う企画展の展示と、遺族会に声を掛けて一緒に合同というか、協力をもらって一つ

の形にして遺品集めをするということはいかがでしょうか。 

○宮之脇尚美議長 

 ここで、皆様方にお知らせをいたします。間もなく、休憩時間となりますが、有川議員の持ち

時間があと２７分となっております。 

 最後の質問者でございますので、このまま会議を継続します。 

○中村 英美社会教育課長   

 遺品集めに協力する考えはないかとの御質問でございますけれども、先ほど教育長が説明しま

したとおり、令和７年度、「昭和１００年の歩み」ということをテーマにしながら企画展を計画

しております。遺族会の方々とお話をしながら、連携した取組をしていきたいと考えております。 

○有川 美子議員   

 すみません、時間が気になりまして、大変失礼しました。 

 小項目の１番を飛ばして、２番を質問しましたが、そのまま２番の質問をさせていただきます。 

 展示ということで、是非、協力と言いますか、私もいろいろな遺品を拝見したことがございま

す。やはり語り部という方たち、戦争を体験された方たちはもう９０歳代とかになられて、もう

本当に生の声を聴く機会はなくなります。声を録音する、お姿をＶＴＲに撮るということもござ

いますが、品物をとっておく、物が語る歴史、近現代史というものがあると思います。これはさ

つま町の近現代史でありますから、是非、取り組んでいただきたい。そして、私は一時的ではな

く、お考えいただいていると、教育長のお答えにありましたように常設展示をお願いしたいと思

います。 

 もしかすると、小学校でもその時代を話すときに先生が「ちょっと見に行こうか」というふう

につながるように、お考えいただけるよう要請をいたします。 

 続けて２番目のもう一つの質問で、「ふるさと薩摩の館の方はいかがでしょうか。」と提案さ

せていただきました。これはやはり、ふるさと薩摩の館を愛する方から、「一般質問で聞いてほ

しい」ということを前から受けていたので、常設展示にできるのではないかという考えでお伺い

しましたが、なかなかやはり空調設備とか、確か私の記憶では年間１００万円ほどの維持費、こ

のへんも掛かっていたのではないかというふうに記憶しております。 

 今、用途を耐用年限とかそういうのも過ぎているということで、先ほどおっしゃられてました

収蔵庫の考えがあるということでしたので、これは地元の皆様というか、文化を愛する皆様とお

話をいただくという方向で要請をいたします。 

 ただひとつ、万が一、この「ふるさと薩摩の館」をＮＰＯとか、個人だとか、地域が「引き受

くっで」と、指定管理ではなく、「自分たちが宝として管理とかもやっていくよ」というもし声

があがったときは、いかがでしょうか。 

○中村 英美社会教育課長   

 そういう声が上がった時には、一応、うちのほうでは収蔵庫として計画をしておりますので、

御相談というか、お話はさせていただきたいと思います。 

 ただ方向としては、収蔵庫として考えておりますので、そういった形での方向にはなるかと思

います。 

○有川 美子議員   

 町が考えていることもお伝えいただきながら、中の方に、町民の方からお譲りいただいた物な
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ど、お貸しいただいている物など、たくさんの物がありますので、そちらのほうも丁寧に御対応

お願い申し上げます。 

 大項目２の１番目のほうに戻らせていただいて、２回目の質問いたします。 

 遺族会の在り方や慰霊碑、戦没者名簿というところで１回目の質問をいたしましたが、戦没者

名簿というところが、やはり声が私のところに届いております。複数なのですが、戦没者名簿で

言ったら、西南戦争の頃からの名簿もちゃんとするべきじゃないか、というふうなお声もいただ

いておりますけれども、先日、鶴田の遺族会の皆様がこういう木箱に墨で書かれた木の札を「今

整理しているのですよ」と、実はカビが来ていまして、それを１枚１枚丁寧にお掃除して、また

新しい箱に入れてという作業をする中で、やはりこういう墨の字は残るのですが、ここからまた

数十年になりますので、石に、石碑という形で刻銘をしたいのだという想いをお伺いしました。 

 で、こういうものってこれまでは遺族会の人数も出し、自分の親が戦争に出向かれて、亡くな

ったその子どもたちは気持ちがというか、また違いますので、私とかとは全然違うので、「寄附

を募ったら、寄附しよう」「親の名前が、おじさんの名前が、親戚の名前が石碑に残る、有難

い」と思って、寄附が集まっていたと思うのですが、今、私がその木札を見た時に、やはり石に

刻みたいと思います。なるべく長く残る形。だけれども、先ほど町長の答弁でもあったように、

薩摩の方は、今遺族会残念ながら活動していないと、そういったことになってくると、こういう

寄附というのも集まりにづらいなと思います。その中で、町はずっと続いていきますから、その

名簿を管理するという観点、永い目で見ていただいて、そこに簡単に言えば補助金であるとか、

助けをするというのを私は要請したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○甫立 光治ほけん福祉課長   

 経年劣化によるものがあるとのことでございます。 

 石碑への刻銘でありますが、旧宮之城町の平和の塔は石碑に刻銘。旧薩摩町の慰霊碑は、戦死

者名が銅板に記されているところであります。旧鶴田町のものが木札に墨字で記入してあると認

識しており、これが腐食やカビ等しているものと思います。 

 現在、先ほどありましたように、腐食等している木札の整理を行っているところとお伺いして

おりますが、近いうちに石碑をつくる計画もお持ちのようでありまして、今後、鶴田支部で理事

会、総会等を開催しながら決定されると伺っているところでございます。 

 そのような中、資金調達方法等については、会員による寄附、賛同者を募るクラウドファンデ

ィングなど、様々な方法がございますので、先ほどもありましたとおり、両支部遺族会等と協議

をしながら進めさせていただければと思います。 

○有川 美子議員   

 そのような計画があるということで、私が慰霊碑の清掃に議員になってすぐ行ったときには、

「役場でどこが担当なのか分からない」という声がありました。でも、お伺いしていくと、ちゃ

んとほけん福祉課のほうが、きちっと対応していただいているということがわかり、また今、課

長の答弁でもこれから遺族会と話をして、やり取りをしていくというようなことがわかりました

ので、是非、遺族会の今後ということについてもまた、お力をいただけるように要請をいたしま

す。 

 それでは、大項目１、２の質問を終えまして、最後の大項目３の消防本部の老朽化等について

の質問に移ってまいります。 

 指令センターの視察は、私たち（議会と）、町長も御一緒でしたが、視察に２月６日に行きま

した。中を見させていただいて、本当にテレビで見るようないっぱいパソコンの画面もあり、そ

して、薩摩川内市なのだけれども、さつま町の救急車３台が今出動していないとか、待機してい
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るとか、そういったことも一目で分かるような本当に最新の設備になっていて、ここまできてい

るのだと、いろいろなことを学ばせていただき、安心という形もいただいたところであります。 

 消防の皆様には、さつま町の消防本部、先日私も視察に行かせていただいて、実際に建物が

２つ、新庁舎平成１０年に竣工、旧庁舎の昭和５６年竣工というのも見させていただき、ヒアリ

ングもさせていただいた中で、むかしは塔屋があったのですね。あれが耐震に悪いということで

除去した。そういった対応もこれまでしてきたんだというふうに、先ほどの町長の答弁でもあり

ました。 

 正直申し上げて、大地震に対する、災害に対する不安というのは年々日本では高まっています

し、さつま町でも以前の災害の話を必ず皆様されるので、本当に安心・安全、町民の命、暮らし

を守っていただいている、この消防本部これがしっかりしているということを一番、今後のまち

づくりの一つに大変重要だと考えております。ですので、お伺いをいたしました。 

 ですが、この中で一部改修などの耐震化は大丈夫ということだったのですけれども、この中で、

ちょっと耐震とは違うかもしれませんが、老朽化という点で２回目の質問をいたします。 

 耐用年限まであと６年ほどになってくると思うのです。令和１３年でありますので、そうなり

ますと、老朽化。あと、既に使い勝手が悪いとか、もうこの令和１３年を待たずに修繕をした方

がいいような箇所、そういったところがあるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○萩木場一水消防長   

 老朽化や使い勝手が悪いとすると既に修繕が必要な箇所はあるのではないか。ということであ

りますけれども、職員から令和４年度の消防職員委員会におきまして、庁舎改修や建替えについ

ての意見具申があったところでありまして、令和５年度に消防本部の内部機関でありますさつま

町消防本部庁舎整備検討委員会設置規定を制定いたしまして、本年度、第１回目の会議を開催し、

現庁舎の問題点や改善点などを全職員から意見聴取を行って、洗い出しをはじめているところで

あります。 

 今後、本委員会において、庁舎改修、あるいは御指摘の新規建替えなどについても検討するべ

く協議をはじめたところであります。 

 修繕についての御質問でございますけれども、主に昭和５６年竣工の庁舎部分については、大

規模な改修工事を数年にかけて実施済みでございます。具体的には、平成２８年に屋上の防水工

事や外壁の改修、それから女性用の仮眠室の新設など、平成２９年に男性用トイレやシャワー室

の改修、それから事務室の天井改修と照明のＬＥＤ化などしております。それから平成３０年に

は、２階事務室のＯＡフロア化、電気設備の自家用発電設備の改修などの大規模な施設改修を終

えたところであります。 

 大がかりな改修については、ほぼ終えておりますけれども、会議室が手狭であること、それか

ら職員の仮眠室の不足、書庫や倉庫などの不足などが検討委員会でも職員から出されているとこ

ろであります。 

 仮眠室については、プライバシーや感染症対策について、国も個室化を推進しておりますけれ

ども、現状の施設での改修は厳しい状況にございます。 

 また、コロナ禍の際には、分散仮眠の必要がありましたことから、簡易ベッドなどを活用して、

会議室とか、体力錬成室などで仮眠したことがありますが、現在は通常の仮眠体制になっている

ところでございます。 

○有川 美子議員   

 今まで数年かけて改修をしてきたという流れを御説明いただいたとともに、まだ会議室が手狭

であるとか、書庫、倉庫の不足、仮眠室のほうもあるということをきちっと把握されていて、本
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年度から検討委員会などの洗い出しを始めているということで、そこの点については安心いたし

ましたけれども、町民の方の声から仮眠室、これはもしかするとコロナ禍のことだったかもしれ

ません。おっしゃったみたいに分散をして仮眠をしなければならないからだったかもしれません

が、そのトレーニングセンターみたいなところとか、違うところで仮眠をとるということが、と

ても体力的にきつくてということで、町民の方から「そういうのはどうなのか」というのは聞い

てくださいという声が届きましたが、やはりコロナ禍のことであったかもしれません。ただ、現

在、仮眠室が足りていないけれども、確かにあそこでもう一回広げるというのは大変難しいこと

だと思いますので、耐用年数は令和１３年であるけれども、これは財政的なこともいろいろあり

ますが、少しスピード感をもって消防職員の皆様、金曜日も職員の数についての質問もありまし

たけれども、やはりその先々のことを考えていただいて、消防署はこれからまた、今年生まれた

赤ちゃんが５０歳になるまで５０年安心して大丈夫な建物であると、そして、町民の皆様の命と

暮らしを守る大変重要なお役目をしてくださっている皆様が安心して、きちっとした環境で仕事

をしていただける、そういったことが重要だと考えていますので、少しスピード感をもっての準

備を始めていただくことを要請いたします。 

 最後にまとめたいと思います。 

 私も本日、１期目最後１６回の全ての一般質問をさせていただいたのですが、正直申し上げま

して今回は、今後のまちづくり、議会としても５年後とか１０年後ということではなくて、

３０年、５０年のスパーンで今本当に何をして、子どもたちに何を残していくべきか。 

 そして、残念ながら何を廃止、建物であるとか、事業であるとか、どういうふうに縮むという

方向も、どうやっていけばいいのか、というのを考えた末での結論でありました。 

 最後なので許してください。 

 私、プライベートですが、ある職員さんがこんなふうに言ってくださいました。２年目ぐらい

のときだったと思うのですが、「議会は、町の将来のことを本気で考えてないですよね」と私は

言われました。 

 とっても有難かったです。私が不安に思っていて、私は本当に町民の皆様の将来とか、今だけ

じゃなくて、今と将来について本当に責任をもって。 

○宮之脇尚美議長 

 有川議員、一般質問でございます。極力、簡単にお願いします。 

○有川 美子議員   

 そうですね。 

 大変、有難く思ったことです。 

 ですので、最後に１問目の水道事業については、しっかりとこのあと経営戦略、水道管の老朽

化の話だけでなく、経営戦略として事業をしっかりと収益をどんなふうにすればいいのか、とい

う料金改定について考えるということを要請いたします。 

 そして２番目の戦没者の慰霊と平和教育については、先ほども申し上げましたけれども遺族会

との話合いと、そして常設展示など、石碑に名前を刻むというところに補助というかたちで支援

を要請いたします。 

 最後の消防本部についても、今後、令和１３年と言わずどんどんと計画を立てていただいて、

５０年また安心できる消防本部という形にしていただきますよう、この３つ要請をいたしまして、

本日の一般質問を終わります。 

○宮之脇尚美議長 

 これで、有川美子議員の質問を終わります。 
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 以上で、通告に基づく一般質問を終わります。 

 

△散  会   

○宮之脇尚美議長 

 本日の日程は全部終了しました。 

 明日は、午前９時３０分から本会議を開き、総括質疑を行います。 

 本日は、これで散会します。 

△散会時刻 午後０時１７分   
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令 和 ７ 年 ３ 月 １１日  

 





 

 

令和７年第１回さつま町議会定例会会議録 

                            （第４日） 

○開議期日    令和７年３月１１日  午前９時３０分 

 

○会議の場所   さつま町議会議場 

 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１６名） 

   １番  新 改 幸 一 議員      ２番  平 山 俊 郎 議員 

   ３番  上 囿 一 行 議員      ４番  橋之口 富 雄 議員 

   ５番  中 村 慎 一 議員      ６番  上別府 ユ キ 議員 

   ７番  森 山   大 議員      ８番  新 改 秀 作 議員 

   ９番  平八重 光 輝 議員     １０番  有 川 美 子 議員 

  １１番  古 田 昌 也 議員     １２番  岸 良 光 廣 議員 

  １３番  上久保 澄 雄 議員     １４番  川 口 憲 男 議員 

  １５番  柏 木 幸 平 議員     １６番  宮之脇 尚 美 議員 

 欠席議員（なし） 

 

○出席した議会職員は次のとおり 

  早 﨑 行 宏  事 務 局 長    神 園 大 士  議 事 係 長 

  杉 元 大 輔  議 事 係 主 任 

 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

  上 野 俊 市  町     長    角   茂 樹  副  町  長 

  中 山 春 年  教  育  長    富 満 悦 郎  総 務 課 長 

  大 平   誠  総合政策課長    小野原 和 人  行政改革管理監 

  垣 内 浩 隆  財 政 課 長    松 山 和 久  町民環境課長 

  甫 立 光 治  ほけん福祉課長    久保田 春 彦  こども支援課長 

  山 口 良 浩  農 政 課 長    山 口 泰 徳  さつまＰＲ課長 

  原 田 健 二  建 設 課 長    出 水   隆  水 道 課 長 

  藤 園 育 美  教育総務課長    満 園   誠  学校給食センター所長 

  中 村 英 美  社会教育課長    
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定につ

いて 

第 ２ 議案第１３号 さつま町職員の勤務時間，休暇等に関する条例及びさつま町職員の育児

休業等に関する条例の一部改正について 

第 ３ 議案第１４号 さつま町報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

第 ４ 議案第１５号 さつま町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

第 ５ 議案第１６号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について 

第 ６ 議案第１７号 さつま町都市公園条例の一部改正について 

第 ７ 議案第１８号 さつま町営住宅等条例の一部改正について 

第 ８ 議案第１９号 令和７年度さつま町一般会計予算 

第 ９ 議案第２０号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算 

第１０ 議案第２１号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算 

第１１ 議案第２２号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計予算 

第１２ 議案第２３号 令和７年度さつま町上水道事業会計予算 

第１３ 議案第２４号 令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予算 

 

 

 

- 108 -



 

 

議 案 付 託 表 

委員会 議案番号 件             名 

総務厚生 

（第１委 

 員会室） 

１３ 

 

１４ 

１５ 

１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さつま町職員の勤務時間，休暇等に関する条例及びさつま町職員の育

児休業等に関する条例の一部改正について 

さつま町報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正について 

さつま町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

令和７年度さつま町一般会計予算（関係分） 

 第１条 歳入歳出予算 

  歳 入 

   １款 町税 

   ２款 地方譲与税 

   ３款 利子割交付金 

   ４款 配当割交付金 

   ５款 株式等譲渡所得割交付金 

   ６款 法人事業税交付金 

   ７款 地方消費税交付金 

   ８款 ゴルフ場利用税交付金 

   ９款 環境性能割交付金 

  １０款 地方特例交付金 

  １１款 地方交付税 

  １２款 交通安全対策特別交付金 

  １３款 分担金及び負担金（関係分） 

  １４款 使用料及び手数料（関係分） 

  １５款 国庫支出金（関係分） 

  １６款 県支出金（関係分） 

  １７款 財産収入（関係分） 

  １８款 寄附金（関係分） 

  １９款 繰入金（関係分） 

  ２０款 繰越金 

  ２１款 諸収入（関係分） 

  ２２款 町債 

  歳 出 

   １款 議会費 

２款 総務費（関係分） 

   ３款 民生費 

   ４款 衛生費 

   ８款 土木費（関係分） 

   ９款 消防費 

１１款 災害復旧費（関係分） 

１２款 公債費 
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委員会 議案番号 件             名 

  

 

 

 

 

 

２０ 

２１ 

２２ 

２４ 

  １４款 予備費 

   人件費全部 

 第２条 債務負担行為 

 第３条 地方債 

 第４条 一時借入金 

 第５条 歳出予算の流用 

令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算 

令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算 

令和７年度さつま町介護保険事業特別会計予算 

令和７年度さつま町農業集落排水事業特別会計予算 

文教経済 

（第２委 

 員会室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２３ 

さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定に

ついて 

さつま町社会体育施設条例の一部改正について 

さつま町都市公園条例の一部改正について 

さつま町営住宅等条例の一部改正について 

令和７年度さつま町一般会計予算（関係分） 

 第１条 歳入歳出予算 

  歳 入 

  １３款 分担金及び負担金（関係分） 

  １４款 使用料及び手数料（関係分） 

  １５款 国庫支出金（関係分） 

  １６款 県支出金（関係分） 

  １７款 財産収入（関係分） 

  １８款 寄附金（関係分） 

  １９款 繰入金（関係分） 

  ２１款 諸収入（関係分） 

  歳 出 

   ２款 総務費（関係分） 

   ６款 農林水産業費 

   ７款 商工費 

   ８款 土木費（関係分） 

  １０款 教育費 

  １１款 災害復旧費（関係分） 

 第２条 債務負担行為 

 第３条 債務負担行為 

令和７年度さつま町上水道事業会計予算 

- 110 -



 

 

△開  議  午前 ９時３０分   

○宮之脇尚美議長   

 おはようございます。ただいまから、令和７年第１回さつま町議会定例会第４日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、配布してあります議事日程のとおりであります。 

 これから、２月２５日に提案がありました議案第１２号から議案第２４号までの議案１３件に

ついて総括質疑を行います。 

 なお、質疑にあっては、総括的な事項について質疑を願います。 

 

△日程第１「議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び

学校給食費の管理に関する条例の制定について」、日程

第２「議案第１３号 さつま町職員の勤務時間，休暇等

に関する条例等の一部改正について」、日程第３「議案

第１４号 さつま町報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について」、日程第４「議案第１５号 さつま

町職員の給与に関する条例等の一部改正について」、日

程第５「議案第１６号 さつま町社会体育施設条例の一

部改正について」、日程第６「議案第１７号 さつま町

都市公園条例の一部改正について」、日程第７「議案第

１８号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」  

○宮之脇尚美議長 

 まず、日程第１「議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

の制定について」から日程第７「議案第１８号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」ま

での議案７件を一括して議題とします。 

 各議案の提案理由については、説明済みであります。 

 これから、議案第１２号から議案第１８号までの議案７件について一括して質疑を行います。

質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１２号から議案第１８号までの議案７件については、配

布してあります議案付託表のとおり各常任委員会に審査を付託します。 

 

△日程第８「議案第１９号 令和７年度さつま町一般会計予算」   

○宮之脇尚美議長 

 次に、日程第８「議案第１９号 令和７年度さつま町一般会計予算」を議題とします。 

 本案の提案理由については、説明済みであります。 

 これから、質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

○川口 憲男議員   

 一般会計の件について、財政課長にお伺いしたいと思います。 

 自主財源、依存財源を比較した時に、どうしても３対７ぐらいの比率で構成しているわけなの

ですが、今期といいますか、令和７年度、あるいは令和８年度に向けて、文化センターの構築、
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改造、改修等もあって、非常に依存財源がどれだけ確保できるかが問題だと思いますけれども、

財政課長が編制される中で、こういうような公共物の建設あるいは、増改築に今こういう予算を

組んでありますけれども、今後、この前の一般質問にもありましたけれども、いろんなところで

老朽化が進んでおり、その対策も必要と考えられるところなのですが、やっぱり自主財源の確保

ということは、非常に大事なことだと思うのですが、そこあたりをここ二、三年に向けてどうい

う考えをもって編制されたのか、お伺いいたします。 

○垣内 浩隆財政課長   

 自主財源の確保策、具体的な取り組みというところでございますけれども、これは基本的に町

税の課税客体の適格な把握、また滞納整理の徴収とか、こういった部分につきましては、当然の

ごとく強化をしていかなければならないと思います。 

 また、ふるさと納税につきましても、先の一般質問等でもございましたけれども、有用な財源

確保でございますので、こういった総務省の基準を確認しながら国が示します情報収集、こうい

った部分をしながら実績のある通販サイト、こういった部分についての情報収集、こういった部

分を含めながら寄付額の増加がくるといったような形で、自主財源の確保、こういった部分につ

いて強化していかなければならないというところで認識をしているところでございます。 

○宮之脇尚美議長 

  ほかにありませんか。 

○有川 美子議員   

 改めまして、おはようございます。 

 三点質問をいたします。 

 すみません、私は当初予算案の説明資料から質問をいたします。 

 まずは４４ページの一番下、総務課行政係の事業名「行政事務費」であります。こちらのほう

に下から３番目に職員募集のＰＲ制作業務９５万７,０００円という予算出ておりますが、昨年

度は確か同じようなので３４万３,０００円ほどの予算で、職員の募集に係るいろんなところの

自治体と差別化ないけれども、制作をしてもらうというところなので６０万円以上、上がってい

るというところが気にかかるので、この内容をお示しいただきたいということと、もう一点は、

隣のページの４５ページ上段になります。総務課の秘書広報係なのですが、町長の交際費、昨年

は予算２００万円で出ていたのですが、今回、当初で２５０万円。骨格予算ということでありま

すので５０万円上がっておりますけれども、ここの説明をいただきたいということと、最後にも

う一点、５３ページの一番上段になります。総合政策課情報戦略推進係のデジタル人材の派遣事

業費というのがあります。こちら、総務省からの人材派遣があってからデジタル化にさつま町に

とってはなくてはならない人材と言いますか、お世話になっておりますけれども、ここのところ

が８２４万円、負担金補助及び交付金というふうに出ております。ここのところが負担金の補助

と交付金と出ているので、この内容を御説明求めます。 

〇富満 悦郎総務課長 

 一点目の行政事務費の中の委託料で、職員採用のシステム関係の委託費の増額の関係ですけれ

ども、去年は試験的に運用をしていたということで、経費が掛かっていなかったところなのです

けれども、実質、新年度から経費が掛かったということで、職員採用の管理システムに伴う委託

料の増額ということでございます。 

 それと交際費の関係ですけれども、近年の物価高騰等もありまして、会議やこちらに来られた

時の手土産代とか、単価が上がっているということに加えまして、本年度は２０周年事業を計画

しているものですから、一部この交際費の中で負担をすることから５０万円金額を増額して要求
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をしているところでございます。 

〇大平  誠総合政策課長 

 説明資料の５３ページ、上段でございますけれども、デジタル人材派遣事業費ということでご

ざいます。 

 この①で負担金補助及び交付金というふうに書いてございますけれども、実質は負担金という

ことで御理解いただきたいと思います。正式な名称をここに入れたということになります。３年

間の総務省のそういった派遣制度が終わりまして、令和４年から来ていただいておりますけれど

も、引き続きデジタル人材を活用させていただきまして、さつま町のこういったデジタル推進を

図っていこうということでの予算の計上でございます。 

○宮之脇尚美議長 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１９号については、配布してあります議案付託表のとお

り、分割してそれぞれ所管の常任委員会に審査を付託します。 

 

 

△日程第９「議案第２０号 令和７年度さつま町国民健康

保険事業特別会計予算」、日程第１０「議案第２１号 

令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算」、日

程第１１「議案第２２号 令和７年度さつま町介護保険

事業特別会計予算」、日程第１２「議案第２３号 令和

７年度さつま町上水道事業会計予算」、日程第１３「議

案第２４号 令和７年度さつま町農業集落排水事業会計

予算」   

○宮之脇尚美議長 

 次は、日程第９「議案第２０号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算」から日

程第１３「議案第２４号 令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予算」までの議案５件を一

括して議題とします。 

 各議案の提案理由については、説明済みであります。 

 これから、議案第２０号から議案第２４号までの議案５件について一括して質疑を行います。

質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第２０号から議案第２４号までの議案５件については、配

布してあります議案付託表のとおり、各常任委員会に審査を付託します。 

 

 

 

△散  会   
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○宮之脇尚美議長 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 ３月２１日は、午前９時３０分から本会議を開き、各議案の審査を行います。 

 本日は、これで散会します。 

散会時刻 午前９時４３分   
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令和７年第１回さつま町議会定例会 

 

 

 

第    ５    日 

 

 

 

令 和 ７ 年 ３ 月 ２１日  

 

 





 

 

令和７年第１回さつま町議会定例会会議録 

                            （第５日） 

○開議期日    令和７年３月２１日  午前９時３０分 

 

○会議の場所   さつま町議会議場 

 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１６名） 

   １番  新 改 幸 一 議員      ２番  平 山 俊 郎 議員 

   ３番  上 囿 一 行 議員      ４番  橋之口 富 雄 議員 

   ５番  中 村 慎 一 議員      ６番  上別府 ユ キ 議員 

   ７番  森 山   大 議員      ８番  新 改 秀 作 議員 

   ９番  平八重 光 輝 議員     １０番  有 川 美 子 議員 

  １１番  古 田 昌 也 議員     １２番  岸 良 光 廣 議員 

  １３番  上久保 澄 雄 議員     １４番  川 口 憲 男 議員 

  １５番  柏 木 幸 平 議員     １６番  宮之脇 尚 美 議員 

 欠席議員（なし） 

 

○出席した議会職員は次のとおり 

  早 﨑 行 宏  事 務 局 長    神 園 大 士  議 事 係 長 

  杉 元 大 輔  議 事 係 主 任 

 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

  上 野 俊 市  町     長    角   茂 樹  副  町  長 

  中 山 春 年  教  育  長    富 満 悦 郎  総 務 課 長 

  大 平   誠  総合政策課長    垣 内 浩 隆  財 政 課 長 

松 山 和 久  町民環境課長    甫 立 光 治  ほけん福祉課長 

  久保田 春 彦  こ ど も 課 長    山 口 良 浩  農 林 課 長 

 山 口 泰 徳  さつまＰＲ課長    米 丸 鉄 男  産業支援・定住対策監 

  原 田 健 二  建 設 課 長    出 水   隆  水 道 課 長 

  花 田 智 浩  学校給食センター係長    藤 園 育 美  教育総務課長 

  中 村 英 美  社会教育課長 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定につ

いて 

第 ２ 議案第１３号 さつま町職員の勤務時間，休暇等に関する条例及びさつま町職員の育児

休業等に関する条例の一部改正について 

第 ３ 議案第１４号 さつま町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

第 ４ 議案第１５号 さつま町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

第 ５ 議案第１６号 さつま町社会体育施設条例の一部改正について 

第 ６ 議案第１７号 さつま町都市公園条例の一部改正について 

第 ７ 議案第１８号 さつま町営住宅等条例の一部改正について 

第 ８ 議案第１９号 令和７年度さつま町一般会計予算 

第 ９ 議案第２０号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算 

第１０ 議案第２１号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算 

第１１ 議案第２２号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計予算 

第１２ 議案第２３号 令和７年度さつま町上水道事業会計予算 

第１３ 議案第２４号 令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予算 

第１４ 議案第２６号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第１１号） 

第１５ 議案第２７号 令和６年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 

第１６ 議案第２８号 令和６年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

第１７ 議案第２９号 令和６年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第１８ 議案第３０号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦について 

第１９ 発委第 １号 さつま町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について 

第２０ 発委第 ２号 さつま町議会規則の読点の表記を改める規則の制定について 

第２１ 発委第 ３号 さつま町議会傍聴規則の一部改正について 

第２２ 報告第 １号 令和６年度さつま町土地開発公社事業変更計画及び事業会計補正予算

（第３号）について 

第２３ 報告第 ２号 令和７年度さつま町土地開発公社事業計画及び事業会計予算について 

第２４ 行財政改革調査特別委員会報告の件 

第２５ 議会活性化調査特別委員会報告の件 

第２６ 防衛施設等調査特別委員会報告の件 

第２７ 閉会中の継続調査の件 
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△開  議  午前９時３０分   

○宮之脇尚美議長   

 おはようございます。ただいまから、令和７年第１回さつま町議会定例会第５日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、配布してあります議事日程のとおりであります。 

 なお、常任委員会審査の過程で、補足説明資料等に印刷誤りがあり、執行部から訂正の申出を

受けて審査が行われております。配布のありました正誤表により、訂正されたものとして取り扱

うことを御了承願います。 

 

△日程第１「議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び

学校給食費の管理に関する条例の制定について」、日程

第２「議案第１３号 さつま町職員の勤務時間，休暇等

に関する条例及びさつま町職員の育児休業等に関する条

例の一部改正について」、日程第３「議案第１４号 さ

つま町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ

いて」、日程第４「議案第１５号 さつま町職員の給与

に関する条例等の一部改正について」、日程第５「議案

第１６号 さつま町社会体育施設条例の一部改正につい

て」、日程第６「議案第１７号 さつま町都市公園条例

の一部改正について」、日程第７「議案第１８号 さつ

ま町営住宅等条例の一部改正について」、日程第８「議

案第１９号 令和７年度さつま町一般会計予算」、日程

第９「議案第２０号 令和７年度さつま町国民健康保険

事業特別会計予算」、日程第１０「議案第２１号 令和

７年度さつま町後期高齢者医療特別会計予算」、日程第

１１「議案第２２号 令和７年度さつま町介護保険事業

特別会計予算」、日程第１２「議案第２３号 令和７年

度さつま町上水道事業会計予算」、日程第１３「議案第

２４号 令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予

算」  

○宮之脇尚美議長 

 日程第１「議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定

について」から、日程第１３「議案第２４号 令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予算」

までの議案１３件を、一括して議題とします。 

 これから、それぞれの常任委員会に付託した議案について、各委員長の審査報告を求めます。 

 まず、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

〔古田 昌也総務厚生常任委員長登壇〕 

○古田 昌也総務厚生常任委員長   

 改めまして、おはようございます。 

それでは、総務厚生常任委員会の審査の過程と結果について、御報告を申し上げます。 

当委員会に付託されました議案については、慎重に審査を行った結果、「議案第１３号 さ

つま町職員の勤務時間，休暇等に関する条例及びさつま町職員の育児休業等に関する条例の一部
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改正について」、「議案第１４号 さつま町報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て」、「議案第１５号 さつま町職員の給与に関する条例等の一部改正について」、「議案第

１９号 令和７年度さつま町一般会計予算」関係分、「議案第２０号 令和７年度さつま町国民

健康保険事業特別会計予算」、「議案第２１号 令和７年度さつま町後期高齢者医療特別会計予

算」、「議案第２２号 令和７年度さつま町介護保険事業特別会計予算」及び「議案第２４号 

令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予算」以上の議案８件については、いずれも原案のと

おり可決すべきものと決定した次第であります。 

審査の過程について、その概要を申し上げます。 

 まず、「議案第１３号」であります。 

 今回の改正は、育児休業、介護休業等、育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及

び次世代育成支援対策推進法の一部改正に伴い、関係条例の一部を改正するものであります。 

 質疑の中で、時間外勤務の制限となる対象者を３歳未満から小学校就学前の子を養育する職員

と拡大した場合、対象職員はどのくらい増加するかただしましたところ、対象職員は改正前

２３人であり、改正後４３人となる。対象となる子どもの数は２４人から６５人となり、４１名

増加する。しかし、時間外勤務の制限に対する請求事例はこれまでないとのことであります。 

次は、「議案第１４号」であります。 

 今回の改正は、非常勤特別職の報酬額の改定等に伴い、条例の一部を改正するものであります。 

次は、「議案第１５号」であります。 

 今回の改正は、人事院勧告に基づく本町職員の給与の改定及び消防職員に係る特殊勤務手当の

見直し等に伴い、条例の一部を改正するものであります。 

次は、「議案第１９号」の関係分についてであります。 

まず、２款１項８目、地域振興費の地域おこし協力隊事業費に２,２１３万９,０００円が計

上されております。これは、おためし協力隊制度の活用及び地域おこし協力隊についての周知・

理解促進に係る経費等であります。 

質疑の中で、地域おこし協力隊を募集する中で、これまでも隊員の定着が課題であったと考

えるがその対策をどのように考えているかただしましたところ、地域おこし協力隊が任期途中で

退任される事例は全国的にもあることから、今後さつま町へ着任された方がしっかりと薩摩中央

高校やまちに慣れ、力を発揮していただくためにも、まずはマッチングに力を入れたいと考えて

いるとのことであります。 

次に、２款２項２目、賦課徴収費の一般管理費に１,２７６万円が計上されております。これ

は、原動機付自転車オリジナルナンバープレート作成に係る経費等であります。 

質疑の中で、原動機付自転車のナンバープレート作成の概要についてただしましたところ、

町の名産品や名称、縁のあるキャラクター等のデザインをプレートに施すことにより、町内外に

まちをＰＲし、活性化につなげるものである。今回、町政２０周年ということで、オリジナルナ

ンバープレートを作成することで地元への愛着をさらに深めてもらおうと考え、デザインを募集

するものである。作成スケジュールは令和７年５月にデザインを公募、選考委員会等の審査を経

て、町民投票を行い、８月にデザインを決定し、１２月頃からの交付を予定しているとのことで

あります。 

次に、２款３項１目、戸籍住民基本台帳費に２,０６７万円が計上されております。これは、

戸籍事務と住民基本台帳事務及びこれらに付随する各種事務処理等に係る経費であります。 

質疑の中で、各種証明書交付事務に係る利用者負担軽減と事務効率化のために取り組んでい

る「行かない窓口」、「書かない窓口」等の利用状況についてただしましたところ、スマートフ
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ォンからマイナンバーカード等を読み取って申請を行う「行かない窓口」スマート申請は、大き

な件数には至っていないが、コンビニ交付については、毎月２００件程度の利用がある。また、

令和６年３月から戸籍の広域交付が開始されたことにより、これまで郵送で本籍地へ申請のあっ

た証明が、居住する自治体の窓口で受け取ることができるようになったことから、その分、本町

での申請が減少したと認識しているとのことであります。 

次に、３款１項２目、老人福祉費の地域見守りネットワーク支援事業費に ４０１万

４,０００円が計上されております。これは、地域支え合い推進員に係る経費等であります。 

質疑の中で、地域支え合い推進員の活動を地域に浸透させ、十分に機能させるため、これま

で以上に推進・啓発を行う考えはないかただしましたところ、地域支え合い推進員は地域におい

て重要な役割を担っていただいているが、地域によって活動量にばらつきがあることも把握して

いる。町としても、研修会や事例の紹介等により推進・啓発を図っていきたいと考えているとの

ことであります。 

次に、３款２項４目、児童福祉施設費の児童遊園地管理費に３６４万６,０００円が計上され

ております。これは、町内１５箇所の児童遊園地の維持管理に係る経費であります。 

質疑の中で、児童遊園地は安全管理が重要であるが、遊具や樹木の点検を定期的に実施して

いるのかただしましたところ、児童遊園地には様々な樹木があり、大雨や強風のあとには巡回を

実施している。また、遊具についても毎年点検を実施し、必要に応じて改修等を行っているとの

ことであります。 

次に、９款１項１目、消防業務費の北薩３消防本部消防通信指令事務協議会負担金に

７０９万１,０００円が計上されています。これは、令和７年４月１日から運用開始となる北薩

３消防本部指令センターの運用に係る経費であります。 

質疑の中で、指令センターは３消防本部で運用していくが、負担金の負担割合はどのように

なるのかただしましたところ、負担割合は人口割となっており、さつま町が１４.２９％、薩摩

川内市が６５.２５％、阿久根地区が２０.４６％となるとのことであります。 

次に、９款１項４目、災害対策費の災害対策事務費に２,９５３万８,０００円が計上されて

います。これは、災害時用の備品購入に係る経費等であります。 

質疑の中で、災害用備蓄品の管理はどのように行っているかただしましたところ、基本的に

旧平川小学校で一般防災・原子力災害用の備蓄品を保管している。また、食糧品については、ほ

けん福祉課で管理しているが、令和６年度に備蓄品の管理システムを導入し、ほけん福祉課と備

蓄品の耐用年数や消費期限等の情報を共有できるようになっている。しかし、備蓄庫が旧平川小

学校にしかないことから、今後は分散型の備蓄も検討し、有事の際にすぐに対応できるような形

をとっていきたいと考えているとのことであります。 

次は、「議案第２０号」についてであります。 

 歳出では、保険給付費や国民健康保険事業費納付金等が、歳入では、国民健康保険税、県支出

金、一般会計からの繰入金等が計上されており、予算総額が２７億６,１６１万３,０００円とな

っています。 

 歳入では、国民健康保険税が合わせて３億１,５９１万９,０００円計上されており、こちらは

被保険者数の減少により前年度比３.９％の減額となっております。 

次は、「議案第２１号」についてであります。 

 歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金、保健事業費等が、歳入では、後期高齢者医療保険

料、一般会計からの繰入金等が計上されており、予算総額が４億２,２７２万１,０００円となっ

ています。 
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 後期高齢者医療広域連合納付金については、主に被保険者の保険料と基盤安定負担金で、連合

会に納付する負担金であり、全体予算額の約９５％を占めております。 

次は、「議案第２２号」についてであります。 

 歳出では、保険給付費、地域支援事業費等が、歳入では、介護保険料、国庫支出金、支払基金

交付金等が計上されており、予算総額が３２億１,２０４万７,０００円となっています。前年度

当初予算と比較すると、２,８７５万２,０００円の増額となっています。 

 歳入では、第１号被保険者保険料として４億２,８６５万３,０００円が計上されておりますが、

被保険者数の減少により前年度対比２.９％の減額となっております。 

 質疑の中で、現在タクシーやバス等の運転手不足が叫ばれる中、訪問型サービス事業における

運転手の確保は十分であるかただしましたところ、現在は訪問型サービスの移動支援は車を持っ

ていない方、支援者がいない方、バス停から遠い等の条件に合致する方に限定しており、何とか

運行可能な状況である。申請件数も増加傾向にあることから、今後厳しい状況が予想されるとの

ことであります。 

次は、「議案第２４号」についてであります。 

予定排水戸数４２１戸で、収益勘定で収入総額６,９０３万５,０００円、支出総額で

６,７４４万６,０００円となっております。 

また、資本勘定で支出総額１,３９２万７,０００円が計上されております。 

収益的支出の２１款１０項２０目処理場費は、ふるさと農村クリーンセンターの維持管理に

係る保守点検や維持管理業務及び電気料などの動力費が主なものとなっております。 

 各議案の審査後、改めて一括質疑において、地域が高齢化していく中で、地域と行政の橋渡し

を担う役割として、これまで以上に幅広く地域おこし協力隊を活用していく考えはないかただし

ましたところ、現在、県内の自治体で１４３名の地域おこし協力隊が活動され、民生分野となる

と、健康づくり体操やスポーツ活動の普及を行っている方がいる。３年という限られた期間の中

で隊員を受け入れるには、担当する業務の内容だけでなく、町の受け入れ体制等課題も多いが、

全国の事例を参考に様々な活用について研究を行っていく考えであるとのことであります。 

最後に、町長に対する総括質疑において、区公民館や公民会に対する公民館施設整備事業に

よる補助事業があるが、条例公民館である虎居地区公民館や山崎交流館、佐志交流館などの指定

管理施設では修繕費を町が負担している状況である。一方、地域で管理する公民館は修繕等を行

う際、補助額を超える部分を地元が負担しており、地元負担の部分で差が生じている。そこで、

町が管理していない公民館施設の修繕等に係る地元負担が軽減されるよう、公民館施設整備に対

する補助率・補助額の見直しを行う考えはないかただしましたところ、条例公民館とそれ以外の

公民館等で不公平感があるという意見もあり、これまでも補助の在り方等について議論を重ねて

きた。平成２９年度には区公民館等の活動運営補助金の交付要綱を見直し、建物と電気水道等に

約９割相当額の補助を追加している。現在、指定管理を行っている８施設については、令和７年

度末に指定管理が終了する。これに併せ８施設の譲渡を予定しており、公民館施設の取扱いにつ

いては、条例公民館を除き、施設の運営や管理経費の条件が整備、統一される。 

公民館施設整備事業については、新築や改築、改修、駐車場・運動広場・空調設備整備等に

幅広く活用されており、これ以外にも、地域元気再生事業や放送施設の整備事業、コミュニティ

助成事業などの補助制度を設けており、公民館等が行う多様な施設の維持管理に対し支援を行っ

ている。 

現在、公民館・公民会の在り方について抜本的な見直しを指示し、区公民館・公民会に対す

る補助率や補助額も含め、公民館長・公民会長の意見等を賜りながら、多角的に検討を進めてい
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きたいと考えているとのことであります。 

 以上で、総務厚生常任委員会の報告を終わります。 

〔古田 昌也総務厚生常任委員長降壇〕 

○宮之脇尚美議長 

 これから、総務厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 質疑なしと認めます。これで、総務厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

 次に、文教経済常任委員長の報告を求めます。 

〔上囿 一行文教経済常任委員長登壇〕 

○上囿一行文教経済常任委員長   

改めまして、おはようございます。文教経済常任委員会の審査の過程と結果について、御報

告を申し上げます。 

当委員会に付託されました議案について、慎重に審査を行った結果、「議案第１２号 さつ

ま町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定について」、「議案第１６号 さ

つま町社会体育施設条例の一部改正について」、「議案第１７号 さつま町都市公園条例の一部

改正について」、「議案第１８号 さつま町営住宅等条例の一部改正について」、「議案第

１９号 令和７年度さつま町一般会計予算」関係分及び、「議案第２３号 令和７年度さつま町

上水道事業会計予算」以上の議案６件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定

した次第であります。 

審査の過程について、その概要を申し上げます。 

まず、「議案第１２号」であります。 

 今回の制定は、学校給食費の徴収及び管理方法について、令和７年度から公会計化することに

伴い、学校給食費の透明性や保護者等の利便性の向上を図るため、条例を制定するものでありま

す。 

 質疑の中で、公会計化後の納付方法についてただしましたところ、口座振替可能金融機関は、

北さつま農業協同組合に加え、鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島信用金庫及びゆうちょ銀行に拡

大し、納付書払いの場合はコンビニエンスストアでの納付も可能となるとのことであります。 

 次は、「議案第１６号」であります。 

 今回の改正は、「さつま町個別施設計画」に基づき、泊野地区体育館及び柊野地区体育館を廃

止し、社会体育施設の整理に伴い湯田地区体育館を追加するため、本条例の一部を改正するもの

であります。 

 次は、「議案第１７号」であります。 

今回の改正は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令」の一部を

改正する政令が公布されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

 次は、「議案第１８号」であります。 

 今回の改正は、東谷北団地１棟２戸及び神子団地１棟２戸を用途廃止することに伴い、本条例

の一部を改正するものであります。 

 次は、「議案第１９号」の関係分であります。 

 歳出の６款１項１目、農業委員会費には、農地利用最適化交付金事業費として５９０万

６,０００円が計上されております。 

 質疑の中で、農地利用最適化交付金の財源となる県支出金が前年度と比較し４００万円以上減
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額となった理由についてただしましたところ、国の交付金算出方法の方針変更に伴うもので、従

来は委員の活動実績に関わらず定額を人数に乗じて算出していたが、新たな方針では、活動実績

に応じて単価が変動する仕組みが導入された。活動量の多い委員には高い単価が適用され、そう

でない委員には低い単価が適用される。この傾斜配分により、全体として交付金額が減少すると

のことであります。 

 次に、６款１項７目、有害鳥獣対策費には、有害鳥獣捕獲報償費として３,３９８万円が計上

されております。 

 質疑の中で、有害鳥獣による農作物被害の状況と猟友会の会員数についてただしましたところ、

令和４年度は３,４７２万円、令和５年度は３,２５２万円の被害額が推計されている。猟友会は

町内３団体、令和６年度は１４７名の会員が活動しているが高齢化により会員数は減少傾向にあ

る。捕獲方法は箱罠が中心で猟銃による捕獲数は少ないが、新たに建設されるジビエ処理加工施

設と連携することで、捕獲促進と地域活性化を図りたいとのことであります。 

次に、６款１項９目、担い手育成費には、フレッシュファーマー育成事業費として

１,６７８万円が計上されております。 

 質疑の中で、新規就農者への支援策についてただしましたところ、農業次世代人材投資事業資

金補助や新規就農者育成総合対策事業補助等を設けており、支援を受けた新規就農者で離農者は

でていない。令和６年度の新規就農に関する相談件数は１６件であった。新規就農者の年齢層は

４０歳以下の若年層が中心であるが、５０歳以上の方も活躍しているとのことであります。 

 次に、７款１項４目、物産振興費には、地域おこし協力隊等活動費として ６６７万円が計上

されております。 

 質疑の中で、地域プロジェクトマネージャーの配置についてただしましたところ、地域プロジ

ェクトマネージャーは、市町村が関係者間の連携を促進し、プロジェクトをマネジメントする

「ブリッジ人材」としての役割を担うもので、地域ブランド「薩摩のさつま」推進や観光特産品

の新商品開発等に対応するとのことであります。 

 次に、８款１項１目、土木総務費には、危険家屋解体撤去事業費として８００万円が計上され

ております。 

 質疑の中で、危険家屋の危険度判定基準についてただしましたところ、かごしま空き家対策連

携協議会の判定基準を参考に、外観目視による判定を行っており、１００点以上の危険度の高い

家屋には上限４０万円の補助金を交付、７０点以上９９点以下の通常の危険家屋には上限２０万

円の補助金を交付しているとのことであります。 

この回答を受けて、近年、解体費用の高騰が著しく、現在の補助金額では 不十分なこと、

国道や町道沿いにある危険家屋は通行人や車両への影響が懸念されることから、補助金の算定基

準や補助金額について見直しを検討されるよう要請しました。 

 次に、１０款１項２目、事務局費には、さつま未来クエスト事業に１６９万８,０００円が計

上されております。 

 質疑の中で、探究学習講演会業務委託の事業についてただしましたところ、小学校３年生から

中学校３年生までの児童生徒を対象として、探究学習の課題設定やテーマ設定について学ぶ講演

会を開催するもので、約１,０００人規模で計画しており、保護者や地域住民にも参加を呼びか

ける予定とのことであります。 

 次に、１０款２項１目、学校管理費には、小学校共通管理費として、ＡＥＤ（自動体外式除細

動器）更新に係る経費に３２３万４,０００円が計上されております。 

 質疑の中で、ＡＥＤの設置場所と耐用年数についてただしましたところ、ＡＥＤの耐用年数は
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１０年である。これまでは校舎内に設置していたが、休日に校庭を使用する住民も使えるよう屋

外に専用ボックスを設置し、盈進小学校に２台、その他の小学校には１台ずつ設置するとのこと

であります。また、現在までにＡＥＤを使用するような事故は発生していないとのことでありま

す。 

 次に、１０款５項２目、生涯学習費には、地域学校協働活動推進事業費として１０５万円が計

上されております。 

 質疑の中で、地域学校協働活動推進員の活動内容についてただしましたところ、地域学校協働

活動推進員は、地域の意見を学校に伝え、学校の情報を地域に発信する橋渡しや、放課後子供教

室、見守り活動など学校と地域をつなぐコーディネーターとしての役割を担うもので、町内全て

の小中学校に７名を配置するとのことであります。また、コミュニティスクールの委員が地域学

校協働活動推進員を兼務する場合もあるが、新たな人材の登用も検討しているとのことでありま

す。 

次は、「議案第２３号」であります。 

収益的収入でありますが、１１款１項１目、給水収益には、水道使用料として３億

７,２５８万７,０００円が計上されております。使用水量の減少に伴い前年度と比較して

３６８万８,０００円を減額するものです。 

また、資本的支出では、４１款１項１目、改良事業費に、配水管等の改良に係る工事請負費

として１億１,６２０万円が計上されております。 

今後も安定した給水事業が運営できるよう、一層の経費削減に努めながらも計画的な施設整

備を図っていくとのことであります。 

質疑の中で、水道施設管理人体制の見直しについてただしましたところ、令和７年度から会

計年度任用職員である水道施設管理人を８人から６人へ２名減員し、８名４班体制から６名３班

体制に変更するもので、年間約４００万円の人件費削減が見込まれるとのことであります。 

この回答を受けて、今回の見直しは財政状況と業務効率化を踏まえた判断であるが、体制変

更による業務への影響を注視し、中央監視システムの適切な運用と人材育成を図るよう要請しま

した。 

 最後に、次の２点については、特に町長の出席を求め、見解をただしたところであります。  

 まず、「予算査定の適正化について」は、本委員会の一般会計予算の審査において、複数の課

からスポットクーラーやエアコンの予算が計上されているが、見積りを徴取した業者が１社のみ

で各課が独自に見積りを徴取している。これらは町の予算の無駄遣いにつながる可能性があるこ

とから、備品関係を調達する専門部署を設置できないかただしましたところ、職員には当初予算

の説明会において、可能な限り２社以上から見積書を徴取するよう指導しているが、今回は様々

な事情から１社しか見積りを徴収していない課もあった。備品調達の専門部署の設置については

簡単ではないが、物品によっては統一した基準で見積りを徴取することも可能であり、財政課の

契約担当が同一のものについて取り扱うなど工夫をしながら、必要があれば専門部署の設置も検

討していきたいとのことであります。 

 次に、「水道事業の経営について」は、水道事業は料金改定などの経営改善に取り組んでいる

が、今後予想される設備更新や、令和８年度からＰＦＡＳ（有機フッ素化合物）の水質検査が予

定されており、持続可能な水道事業の運営に向けた町長の見解をただしましたところ、水道事業

は独立採算制が基本であるが、令和８年度から義務付けられるＰＦＡＳの水質検査は、年４回で

１,２００万円の費用が掛かり、水道事業の経営を圧迫する恐れがある。この問題はさつま町だ

けではなく全国の水道事業者に関わることから、国による交付税措置などの財源確保を求めてい
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くとともに、今後、大規模な設備更新が発生した場合には、一般会計からの繰入れも行いながら、

状況に応じて安定的な水道事業の運営を図っていきたいとのことであります。 

 以上で、文教経済常任委員会の報告を終わります。 

〔上囿 一行文教経済常任委員長降壇〕 

○宮之脇尚美議長   

 これから、文教経済常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 質疑なしと認めます。これで、文教経済常任委員長に対する質疑を終わります。 

 これから、順に討論、採決を行います。 

 まず、議案第１２号について討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定

について」を採決します。 

 議案第１２号に対する総務厚生常任委員長の報告は、原案可決です。 

 お諮りします。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、「議案第１２号 さつま町学校給食の実施及び学校給食費の管

理に関する条例の制定について」は、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１３号から議案第１８号までの議案６件について、一括して討論を行います。討

論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第１３号 さつま町職員の勤務時間，休暇等に関する条例及びさつま町職員の

育児休業等に関する条例の一部改正について」から「議案第１８号 さつま町営住宅等条例の一

部改正について」までの議案６件を、一括して採決します。 

 議案第１３号から議案第１８号までの議案６件に対する各委員長の報告は、原案可決です。 

 お諮りします。各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、「議案第１３号 さつま町職員の勤務時間，休暇等に関する条

例及びさつま町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について」から「議案第１８号 さつ

ま町営住宅等条例の一部改正について」までの議案６件は、各委員長報告のとおり原案可決され

ました。 

 次に、議案第１９号について討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これから「議案第１９号 令和７年度さつま町一般会計予算」を採決します。この採決は、起

立によって行います。 

 本案に対する各委員長の報告は、原案可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○宮之脇尚美議長 

 着席してください。 

起立全員です。よって、「議案第１９号 令和７年度さつま町一般会計予算」は、各委員長の

報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２０号から議案第２４号までの議案５件について、一括して討論を行います。討

論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第２０号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計予算」から「議案第

２４号 令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予算」までの議案５件を、一括して採決しま

す。この採決は、起立によって行います。 

 議案第２０号から議案第２４号までの議案５件に対する各委員長の報告は、原案可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○宮之脇尚美議長 

 着席してください。 

 起立全員です。よって、「議案第２０号 令和７年度さつま町国民健康保険事業特別会計予

算」から「議案第２４号 令和７年度さつま町農業集落排水事業会計予算」までの議案５件は、

各委員長報告のとおり原案可決されました。 

 

△日程第１４「議案第２６号 令和６年度さつま町一般会

計補正予算（第１１号）」、日程第１５「議案第２７号 

令和６年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第５号）」、日程第１６「議案第２８号 令和６年度

さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」、

日程第１７「議案第２９号 令和６年度さつま町介護保

険事業特別会計補正予算（第３号）」   

○宮之脇尚美議長 

 次は、日程第１４「議案第２６号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」から

日程第１７「議案第２９号 令和６年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」ま

での議案４件を、一括して議題とします。 

 各議案について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、議案第２６号から議案第２９号までを、一括して提案の理由を申し上げます。 

 まず、「議案第２６号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」についてであり
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ます。 

 これは、物産観光費に要する経費及び道路橋りょう河川災害復旧費、道路新設改良費、農地・

農業用施設災害復旧費、予防費並びにその他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ４億１,００４万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１５９億１,２１０万５,０００円とするものであります。 

 次に、「議案第２７号 令和６年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）」

についてであります。 

 これは、療養給付費に要する経費及び特定健康診査等事業費、償還金並びにその他所要の経費

を補正するもので、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４,７７５万７,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億１,０４９万２,０００円にしようとするものであ

ります。 

 次に、議案第２８号 令和６年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につい

てであります。 

 これは、後期高齢者医療広域連合納付金に要する経費及び人間ドッグ事業費、一般会計操出金

並びにその他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

６８９万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１,２７８万２,０００円にし

ようとするものであります。 

 次に、議案第２９号 令和６年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）について

であります。 

 これは、介護予防・生活支援サービス事業費及び介護認定審査会等、介護予防サービス給付費、

一般介護予防事業費並びにその他所要の経費を補正するもので、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２,６４７万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３億

３,８４６万２,０００円にしようとするものであります。 

内容につきましては、それぞれ所管の課長に説明させますので、よろしく御審議くださるよう

お願いいたします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○垣内 浩隆財政課長   

 それでは、「議案第２６号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」について、

御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○甫立 光治ほけん福祉課長   

 それでは、「議案第２７号 令和６年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

５号）」について、御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○甫立 光治ほけん福祉課長   

 続きまして、「議案第２８号 令和６年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）」について、御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○甫立 光治ほけん福祉課長   

 引き続きまして、「議案第２９号 令和６年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）」につきまして、御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 
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○宮之脇尚美議長   

 ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね１０時４０分とします。 

 

休憩 午前１０時３１分 

 

再開 午前１０時４０分 

 

○宮之脇尚美議長 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これから、先ほど説明がありました議案４件について、順に質疑、討論、採決を行います。 

 まず、議案第２６号について質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

○新改 幸一議員   

 一般会計補正予算（第１１号）の中で、収入の関係の寄附金「ふるさとさつま応援給付金」、

当初の見込んでいた給付金から１億１,５００万円程度減額というような流れになっているよう

でございます。 

 そしてまた、歳出を見てみますと、謝礼からいろんな歳出も減額になり、ふるさとさつま応援

基金も６,０００万円から減額ということの報告でございますが、当初、見込んだ「ふるさとさ

つま応援寄附金」は全国的にものすごく伸びている市町村もあるようにはあるのですが、何が原

因でこういうふうな減額になったのかというのが一点と、こういう減額になった理由をひとつの

反省として、令和７年度に向けた「ふるさとさつま応援寄附金」に対する新たな方策と言います

か、流れを考えていらっしゃるのか、そこあたりをお示しいただきたいと思います。 

○山口 泰徳さつまＰＲ課長   

 令和５年の１０月から原産地基準の厳格化というのが図られまして、さつま町で一番納税額の

大きかったコカ・コーラ社の「綾鷹」とか、「爽健美茶」にさつま町産の茶葉が使われているの

かというようなことから見直しがございまして、コカ・コーラの取扱いができなくなったという

のが要因でございまして、令和５年度半年間で５,４００万円の売上げがあったということで、

１０月以降はこれの取扱いができないということでございました。令和６年度は、推計しますと

おそらくコカ・コーラだけで１億円ぐらいの売上げがあったのではないかというふうに考えてい

るのですが、それができなかったということが大きな要因でございます。 

 それから、令和７年度に向けて新たな取り組みということでございますが、Ａｍａｚｏｎのふ

るさと納税のポータルも今回導入したところでございます。 

 それと現地決済型ふるさと納税ということで、現地からＱＲコードを読み込んで、そこで簡単

に寄附ができるということで、そのときに３０％のポイントがキャッシュバックで還ってきまし

て、それをその宿泊とか、そういうところに充当するというようなことから、そういうことも今、

導入しているところでございます。 

〇新改 幸一議員   

 おおまかな説明で理解をいたします。 

 是非、令和７年度に向けた流れについては、今まで以上に、特に「薩摩のさつま」特産品で名

を売っていこうというこういう流れで、鋭意努力をされておりますので、そこあたりの活用を含

めた流れで、さらに寄附金が少しでも上がるよう努力をしていただくように要請をしておきたい

と思います。 

○宮之脇尚美議長 
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 ほかにありませんか。 

○上別府ユキ議員   

 予算概要の６ページ、３款２項２目「放課後児童健全育成事業費」町長の方から力を入れて放

課後学童については、全地区設置したというところで大変評価しているところですが、使わなか

った金額がちょっとたくさんになっているような気がするので、説明していただければと思いま

す。 

○久保田晴彦こども課長   

 放課後児童健全育成事業費の９７４万８,０００円の減額でございますが、今現在、町内の児

童クラブ、学童クラブにつきましては、９箇所の運営ということで、１か所が町直営、残りの

８か所が民間の保育所、子ども園等への委託となっているところでございます。 

 今回の最終補正における減額につきましては、当初予算の段階で、障がい児保育のための課配

当について、８（施設）のうち６園（施設）分を計上しております。１か所当たり１８０万円と

いうことでございまして、６園（施設）で１,０８０万円の予算計上でございましたが、実際の

取り組みが３園（施設）しかなかったということで、その部分で５４０万円の減額、各学童等に

おける処遇改善、これはキャリアアップが図られた場合等における委託料の追加分として

３００万円ほど（当初予算で計上しておりました）が、キャリアアップが図られなかった部分と

して３００万円ほどの予算が余ったということで、このような多額の減額となった次第でござい

ます。 

○宮之脇尚美議長 

  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第２６号は、会議規則第３９条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第２６号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、「議案第２６号 令和６年度さつま町一般会計補正予算（第

１１号）」は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２７号から議案第２９号までの議案３件について、一括して質疑を行います。質

疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 
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 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第２７号から議案第２９号までの議案３件は、

会議規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、議案第２７号から議案第２９号までの議案３件は、委員会付託

を省略することに決定しました。 

 これから、議案第２７号から議案第２９号までの議案３件について、一括して討論を行います。

討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第２７号 令和６年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

５号）」から「議案第２９号 令和６年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」

までの議案３件を、一括して採決します。 

 お諮りします。議案第２７号から議案第２９号までの議案３件は、原案のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、「議案第２７号 令和６年度さつま町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第５号）」から「議案第２９号 令和６年度さつま町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）」までの議案３件は、原案のとおり可決されました。 

 

△日程第１８「議案第３０号 さつま町人権擁護委員候補者の 

推薦について」   

○宮之脇尚美議長 

 次は、日程第１８「議案第３０号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦について」を議題とし

ます。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

〔上野 俊市町長登壇〕 

○上野 俊市町長   

 それでは、「議案第３０号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦について」であります。 

 人権擁護委員のうち、山口良一氏が令和７年６月３０日付けをもって任期満了となることに伴

い、引き続き同氏を推薦しようとするもので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき、議

会の意見を求めるものであります。 

 内容につきましては、町民環境課長に説明させますので、よろしく御審議くださるようお願い

いたします。 

〔上野 俊市町長降壇〕 

○松山 和久町民環境課長   

 それでは、「議案第３０号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦について」、内容の御説明を

いたします。 
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〔以下議案説明により省略〕 

○宮之脇尚美議長 

 これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第３０号は、会議規則第３９条第３項の規定

によって、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、本件は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、「議案第３０号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦について」を採決します。 

 お諮りします。本件は、提案された候補者を適任と認める意見をもって答申することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、「議案第３０号 さつま町人権擁護委員候補者の推薦につい

て」は、提案された候補者を適任と認める意見をもって答申することに決定しました。 

 

△日程第１９「発委第１号 さつま町議会の個人情報の保

護に関する条例の一部改正について」  

○宮之脇尚美議長 

 次は、日程第１９「発委第１号 さつま町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正につ

いて」を議題とします。 

 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

〔森山 大議会運営委員長登壇〕 

○森山  大議会運営委員長   

 ただいま議題となりました「発委第１号 さつま町議会の個人情報の保護に関する条例の一部

改正について」提案の趣旨説明を申し上げます。 

今回の一部改正は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」が一部改正されたことに伴い、当議会の「個人情報の保護に関する条例」につきまして

も、所要の改正を行うものであります。 

附則として、この条例は、令和７年４月１日から施行するものです。 

以上で、「発委第１号」について提案の趣旨説明を終わります。 

〔森山 大議会運営委員長降壇〕 

○宮之脇尚美議長  

 これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○宮之脇尚美議長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています発委第１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託は行いません。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「発委第１号 さつま町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について」を

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。 

 よって、「発委第１号 さつま町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について」は、

原案のとおり可決されました。 

 

△日程第２０「発委第２号 さつま町議会規則の読点の表

記を改める規則の制定について」  

○宮之脇尚美議長 

 次は、日程第２０「発委第２号 さつま町議会規則の読点の表記を改める規則の制定につい

て」を議題とします。 

 本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

〔森山 大議会運営委員長登壇〕 

○森山 大議会運営委員長   

ただいま議題となりました「発委第２号 さつま町議会規則の読点の表記を改める規則の制

定について」提案の趣旨説明を申し上げます。 

「発委第２号 さつま町議会規則の読点の表記を改める規則の制定について」は、国の公用

文及び社会一般の文書における読点の表記の実態に鑑み、さつま町議会規則に用いられている読

点の表記を一括して改正しようとするものであります。 

附則として、この規則は、令和７年４月１日から施行するものです。 

以上で、「発委第２号」について提案の趣旨説明を終わります。 

〔森山 大議会運営委員長降壇〕 

○宮之脇尚美議長 

 これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっています発委第２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託は行いません。 

 これから討論を行います。討論は、ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「発委第２号 さつま町議会規則の読点の表記を改める規則の制定について」を採決

します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。 

 よって、「発委第２号 さつま町議会規則の読点の表記を改める規則の制定について」は、原

案のとおり可決されました。 

 

△日程第２１「発委第３号 さつま町議会傍聴規則の一部

改正について」 

○宮之脇尚美議長 

次は、日程第２１「発委第３号 さつま町議会傍聴規則の一部改正について」を議題とします。 

本案について、提出者の趣旨説明を求めます。 

〔森山 大議会運営委員長登壇〕 

○森山 大議会運営委員長   

ただいま議題となりました「発委第３号 さつま町議会傍聴規則の一部改正について」提案

の趣旨説明を申し上げます。 

「発委第３号 さつま町議会傍聴規則の一部改正について」今回の一部改正は、近年の社会

情勢を踏まえ、法令との整合性を図るとともに、住民に分かりやすい平易な表現とするため、所

要の改正を行うものであります。 

附則として、この規則は、公布の日から施行するものです。 

以上で、「発委第３号」について提案の趣旨説明を終わります。 

〔森山 大議会運営委員長降壇〕 

○宮之脇尚美議長 

これから質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています発委第３号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託は行いません。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから「発委第３号 さつま町議会傍聴規則の一部改正について」を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

異議なしと認めます。 

よって、「発委第３号 さつま町議会傍聴規則の一部改正について」は、原案のとおり可決さ

れました。 

 

△日程第２２「報告第１号 令和６年度さつま町土地開発

公社事業変更計画及び事業会計補正予算（第３号）につ

いて」、日程第２３「報告第２号 令和７年度さつま町

土地開発公社事業計画及び事業会計予算について」 

○宮之脇尚美議長 

次は、日程第２２「報告第１号 令和６年度さつま町土地開発公社事業変更計画及び事業会計

補正予算（第３号）について」及び日程第２３「報告第２号 令和７年度さつま町土地開発公社

事業計画及び事業会計予算について」の報告２件を一括して議題とします。 

報告の内容については、説明済みであります。 

何かお聞きしたいことは、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

質疑なしと認めます。 

これで、報告を終わります。 

 

△日程第２４「行財政改革調査特別委員会報告の件」 

○宮之脇尚美議長 

次は、日程第２４「行財政改革調査特別委員会報告の件」を議題とします。 

行財政改革調査特別委員会において調査中の事件について、委員長の調査結果の報告を求めま

す。 

〔有川 美子行財政改革調査特別委員会副委員長登壇〕 

○有川 美子行財政改革調査特別委員会副委員長   

これより、行財政改革調査特別委員会のこれまでの調査の経過と結果について、御報告申し

上げます。 

本委員会は、令和３年６月議会定例会において、行財政運営の健全化及び行政改革推進等の

取組について調査研究するため設置され、令和３年６月１０日に第１回の会議を開催して以来、

計２６回の委員会と計１１回の部会（タブレット導入検討部会）を開催しました。 

本年４月２３日に議員の任期満了を迎えることから、この報告をもって本委員会の最終報告

とするものであります。 

本委員会では、「第４次さつま町行政改革大綱」及び「第４次さつま町行政改革推進計画」

等について町当局から説明を受け、議論、調査を実施してまいりました。 

また、議会独自の取組として、タブレット端末の導入について、検討部会を設置し、協議を

重ねてきたところであります。 

まず、本町の行政改革に関する調査についてであります。令和２年度から令和６年度まで実

施する「第４次さつま町行政改革大綱」では、４つの基本方針を定め、行政改革の推進に取り組

んでおります。 
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「第４次行政改革大綱」及び「同（第４次行政改革）推進計画」に基づく令和５年度の取組

実績では、組織再編協議、水道料金改定による歳入確保、制度改正に伴うふるさと納税寄附金の

減少、学校跡地等の有効活用、行かない窓口・書かない窓口・コンビニ交付サービスによる利便

性の向上、事務効率化に向けたＡＩ・ＲＰＡ技術の導入、行政手続きの電子化、地域元気再生事

業の見直し、意見交換会の実施による町三役の広聴機会の確保等について報告を受けました。 

また、「第２次さつま町総合振興計画」との整合性を図るため、第４次行政改革大綱の計画

を１年間延長し、令和７年度までの期間とするとのことであります。 

質疑の中では、組織再編による効果と影響をただしたところ、具体的な効果については、今

後、各課との協議を通じて詳細に状況を把握していく。現時点では、新たな行政課題やニーズに

柔軟に対応できる体制づくりを目指していくとのことであります。 

補助金の適正化を図るための新たなガイドラインについては、令和８年度から開始される

「第３次さつま町総合振興計画」に向けて、補助事業をゼロベースで検討する方針が説明されま

した。本ガイドラインでは、政策的補助金を５つの大項目と２０の小項目による評価システムを

導入し、担当課の自己評価、事務局のヒアリング、行革推進本部会議を経て最終評価を決定し、

次年度の予算要求に反映させるとのことであります。 

次に、タブレット端末の導入に関する協議については、令和４年３月２３日、第９回行財政

改革調査特別委員会において、さつま町議会におけるタブレット端末の導入に関する調査、検討

を行い、議会運営の効率化、議員の活動支援、情報共有の促進、ペーパーレス化を目的として

「タブレット導入検討部会」を設置しました。 

検討部会では、全国のタブレット端末の導入状況を調査し、先進地の議会の事例を参考に、

町当局からの情報提供や意見を聴取しながら、本町議会に最適な導入方法等について協議を行い

ました。 

導入にあたっては、企画提案方式を採用し、業者から提出された提案書の評価審査を実施し

ました。その結果、東京インタープレイ株式会社のペーパーレス会議システム「サイドブック

ス」の導入を決定し、令和５年７月に導入、操作研修や模擬議会を経て、令和５年９月の定例会

から本格運用を開始しました。 

今回、タブレット端末を導入したことにより、会議中の会議資料検索が容易になったこと、

議会外でも資料の持ち出しをすることなく閲覧が可能となったこと、議会の情報共有の迅速化、

印刷コストの削減など、議会の運営に大きな効果をもたらしたと認識しているところであります。 

以上、これまでの経過と結果について御報告申し上げましたが、新しく構成される議会にお

いては、タブレット端末を有効に活用し、財政健全化と行政サービスの維持向上に努められるこ

とを期待します。また、町民の視点に立った行財政改革の調査を実施されるよう、強く望むもの

であります。 

町当局においては、第４次行政改革大綱に基づく行財政運営の健全化及び行政改革の推進等

について、引き続き積極的に取り組まれるよう要請いたします。 

以上、行財政改革調査特別委員会の最終報告といたします。 

〔有川 美子行財政改革調査特別委員会副委員長降壇〕 

○宮之脇尚美議長   

 これから、行財政改革調査特別委員長の報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長  

 質疑なしと認めます。これで行財政改革調査特別委員会の報告の件を終わります。 
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△日程第２５「議会活性化調査特別委員会報告の件」   

○宮之脇尚美議長 

 次は、日程第２５「議会活性化調査特別委員会報告の件」を議題とします。 

 議会活性化調査特別委員会において調査中の事件について、委員長の調査結果の報告を求めま

す。 

〔新改 秀作議会活性化調査特別委員長登壇〕 

○新改 秀作議会活性化調査特別委員長   

 議会活性化調査特別委員会のこれまでの調査の経過と結果について、御報告申し上げます。 

 当委員会は、令和３年６月議会定例会において、議会の活性化、議員定数及び議員報酬につい

て調査研究するため議長を除く１５人で設置され、今日まで特別委員会を３６回、小委員会を

５回開催しました。 

 我々議員は、本年４月２３日に任期満了を迎えることから、この報告をもって当委員会の最終

報告とするものであります。 

 令和５年第１回議会定例会本会議において行った中間報告では、次期議会議員選挙に向けての

議員定数、議員報酬に関する調査及び議会モニター制度に関する調査の経過と結果について報告

しました。 

 次期選挙の議員定数については、「１４人」が適当であるとし、同日にさつま町議会定数条例

の一部改正を行ったところであります。 

 令和６年第２回議会定例会本会議において行った中間報告では、次期選挙後の議員報酬及び議

会モニター制度の運用に関する調査の経過と結果について報告しました。 

次期選挙後の議員報酬の適正額については、原価方式による「月額２７万７,０００円」が適

当であるとし、町長に申し入れを行った結果、執行部において令和６年第３回議会定例会にさつ

ま町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正が提案され、議決したところであります。 

 今回の報告では、前回の中間報告後における調査の経過と結果について報告を行うものであり

ます。 

 当委員会においては、これまで議員報酬に関連し、政務活動費に関する調査研究を行ったとこ

ろであります。 

 令和６年７月２２日と１０月２２日に委員会を開催し、全国の議会における制度の運用状況に

関する資料や条例、規則及び運用マニュアルの試案を基に、今後の取扱いについて審議を行いま

した。 

その結果、全会一致で、政務活動費については、改選後の委員会において、調査項目として、

引き続き慎重な審議を行うこととなったところであります。 

また、議会モニター制度については、令和６年度はモニターの応募は行わず、令和５年度の

取組内容の検証を行い、今後の取扱いについて審議を行いました。 

その結果、議会モニター制度は、継続する方針で令和７年度の予算要求を行い、運用につい

ては、改選後の委員会において決定することとなったところであります。 

 以上、中間報告後における調査の結果について御報告申し上げましたが、議員定数及び議員報

酬を含めた議会の活性化に向けて、「区公民館長と議会との意見交換会」及び「商工会役員と町

議会議員との意見交換会」での意見聴取や町民１,０００人を対象にしたアンケート、さらには

参考人制度の活用による参考人や議会モニターより意見を聴取するなど、広く町民の考えや意見

をお聴きすることができました。 
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 これらの意見等は議会活性化の貴重な財産として、新しく構成される議会において十分活用さ

れることを望むものであります。 

また、今回、新町発足以来、初めて議員報酬の増額が行われたところでありますが、全国に

おいて「議員のなり手不足」問題の深刻化する中、本町においても平成２９年４月の町議会議員

選挙で初めて無投票となった経緯があります。 

地方自治は、地域社会の住民の意思に基づき行われるべきものであります。 

新たな議会を創造していくには、女性や若者など多様な人材が参画できるような環境整備を

図ることが必要であります。 

今後、議員報酬・定数、政務活動費については、引き続き重要なテーマとして議論していた

だくことを望むものであります。 

議会においては、議会基本条例に基づき、町民の声を町政に反映させるため、その持てる機

能を十分に駆使し、自由かっ達な討議を通して、町民に信頼され、存在感のある議会を築くとと

もに、さつま町の豊かなまちづくりの実現のため、議会改革のさらなる推進を望むものでありま

す。 

 以上、議会活性化調査特別委員会の最終報告といたします。 

〔新改 秀作議会活性化調査特別委員長降壇〕 

○宮之脇尚美議長 

  これから議会活性化調査特別委員長の報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 質疑なしと認めます。これで議会活性化調査特別委員会の報告の件を終わります。 

 

△日程第２６「防衛施設等調査特別委員会報告の件」   

○宮之脇尚美議長 

 次は、日程第２６「防衛施設等調査特別委員会報告の件」を議題とします。 

 防衛施設等調査特別委員会において調査中の事件について、委員長の調査結果の報告を求めま

す。 

〔古田 昌也防衛施設等調査特別委員長登壇〕 

○古田 昌也防衛施設等調査特別委員長   

 それでは、防衛施設等調査特別委員会のこれまでの調査の経過と結果について、御報告申し上

げます。 

本委員会は、令和６年２月２６日、令和６年３月議会定例会において設置され、防衛施設の

誘致及び適地調査等に関する事項について調査研究を進めてきました。 

本年４月２３日に議員の任期満了を迎えることから、この報告をもって本委員会の最終報告

とするものであります。 

まず、防衛施設に関する陳情の審査についてであります。 

本委員会に付託されました令和６年陳情第１号「町議会と町が一体となった自衛隊施設誘致

活動を町議会はやめるように求める陳情書」については、令和６年２月９日に受理し、２月

２６日の本会議において本委員会に付託、３月１３日に委員会を開催し審査を行いました。 

審査においては、平成２９年１１月以降の防衛施設誘致に関する動きや、令和２年１０月に

約２,６００人の町民署名を添えて防衛大臣へ要望書を提出したこと、また、令和５年１２月に

は九州防衛局から適地調査費の予算計上に関する説明があったことなどが報告されました。 
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委員からは、「議会として相当な時間を費やして議論を重ね、全会一致で防衛施設誘致に賛

成してきた経緯がある」、「令和３年の全員協議会において、議長による要望活動について了承

している」、「町民からの署名による請願を採択したという政治的意思表示をもとに活動してい

る」などの意見が出され、採決の結果、本陳情は全会一致で不採択とすべきものと決定いたしま

した。 

次に、自衛隊施設の視察研修についてであります。 

令和６年５月１４日から１５日にかけて、陸上自衛隊の目達原駐屯地九州補給処と大分分屯

地九州補給処大分弾薬支処への研修視察を実施しました。 

目達原駐屯地では、補給整備を担う兵站部隊とヘリコプター部隊の配置状況や、地元との連

携について説明を受けました。地域との連携については、自治体の防災会議への参加や各種イベ

ントへの協力など、地域住民との交流を深めているとのことでした。 

大分分屯地九州補給処大分弾薬支処では、弾薬等の補給・保管・整備・検査及び回収業務に

ついて説明を受け、保安距離は法令に基づき十分確保されていること、保管している弾薬は定期

的に点検するなど、安全管理に細心の注意を払っているとのことでありました。 

次に、防衛省による適地調査についてであります。 

令和６年６月から防衛省による適地調査が開始され、測量等調査、土質調査、配置検討、環

境現況調査が実施されております。それらの実施状況については、本委員会に対して、逐次報告

を受けているところであります。 

令和６年１２月末には、防衛省からさつま町に対して、現在、各種調査を実施しているとこ

ろであるが、一定程度進捗した測量等調査及び土質調査により得られた情報を踏まえ、配置検討

を行ったところ、さつま町中岳の国有林内において、火薬庫等の新設に必要な地積が確認され、

法令等に基づく必要な保安距離が十分に確保されていること、さらには適切な地盤強度が確認で

きたことから、これまでの調査結果に加え、部隊運用の利便性などを総合的に検討し、火薬庫等

を整備することが可能であると判断され、令和７年度予算案において火薬庫等の調査・設計に係

る経費を計上した旨、説明されたところであります。 

なお、防衛省による適地調査は現在も継続中であることから、環境調査等も含めた最終的な

調査結果については、改めて防衛省から報告があると認識しております。 

これまでの経過と結果について報告申し上げましたが、令和６年２月から今日まで本委員会

の中では、防衛施設の誘致及び適地調査等について積極的に調査研究を進めてまいりました。本

委員会の総括として、以下の事項について特に留意する必要があると考えております。 

まず、 

１ 住民の安心・安全に資するための情報提供 

２ 時宜を得た丁寧な説明会の実施 

３ 施設周辺住民への民生・住環境・生産基盤等に対する環境整備 

４ 地元企業への優先的発注等 

５ 地域医療体制の拡充に向けた支援 

６ 均衡ある地域発展への寄与 

新しく構成される議会においては、防衛施設に関する諸課題について引き続き調査研究を重

ね、さつま町の持続的な地域振興に寄与する防衛施設の整備が推進されることを望むものであり

ます。 

以上、防衛施設等調査特別委員会の最終報告といたします。 

〔古田 昌也防衛施設等調査特別委員長降壇〕 
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○宮之脇尚美議長  

  これから防衛施設等調査特別委員長の報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長  

 質疑なしと認めます。これで防衛施設等調査特別委員会の報告の件を終わります。 

 

△日程第２７「閉会中の継続調査の件」   

○宮之脇尚美議長  

 次は、日程第２７「閉会中の継続調査の件」を議題とします。 

 各委員長から、委員会において調査中の事件について、会議規則第７５条の規定によって配布

してあります申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○宮之脇尚美議長 

 異議なしと認めます。よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決

定しました。 

 

△閉  会   

○宮之脇尚美議長 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

これをもって会議を閉じ、令和７年第１回さつま町議会定例会を閉会します。 

閉会時刻 午前１１時２３分   
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  地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

    令和  年  月  日 

 

 

                  さつま町議会議長 宮之脇 尚 美 

 

 

                  さつま町議会議員 橋之口 富 雄 

 

 

                  さつま町議会議員 上別府 ユ キ 
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